
新時代の自然環境保全
Jeffrey A. McNeely and Susan A. Mainka

International Union for Conservation of Nature

新
時
代
の
自
然
環
境
保
全



新時代の自然環境保全
Jeffrey A. McNeely and Susan A. Mainka

日本語訳　　　古田尚也・山崎厚子(IUCN日本プロジェクトオフィス)



ISBN: 978-2-8317-1178-2

Proof reader: Katharine 
Mann

Layout by: Charlescannon

Printed by: abp project, 
Switzerland

Available from: IUCN 
(International Union for 
Conservation of Nature) 
Publications Services 
Rue Mauverney 28 
1196 Gland, Switzerland 
Tel +41 22 999 0000 
Fax +41 22 999 0020 
books@iucn.org 
www.iucn.org/publications

A catalogue of IUCN 
publications is also available.

The text of this book 
is printed on FSC paper.

The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, 
do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning 
the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the 
delimitation of its frontiers or boundaries.

The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of IUCN.

Published by: IUCN, Gland, Switzerland

Copyright: © 2009 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is 
authorized without prior written permission from the copyright holder provided the source is 
fully acknowledged.

Reproduction of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited 
without prior written permission of the copyright holder.

Citation: McNeely, J.A. and S.A. Mainka. 2009. Conservation for a New Era. IUCN, Gland, 
Switzerland. 220 pp.

この出版物の日本語版は、経団連自然保護基金の援助によって実現し
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
発行日：2010年10月10日	 	 	 	 	 	
日本語版制作・発行：生物多様性JAPAN	 	 	 	
翻訳：IUCN日本プロジェクトオフィス　古田尚也・山崎厚子　　　　
編集協力：ビオシティ



略語表 .......................................................................................................................................... 4

序文 ............................................................................................................................................. 8

はじめに .................................................................................................................................... 10

謝辞 ........................................................................................................................................... 13

1. バルセロナ・フォーラム：多様で持続可能な世界 ..................................................................... 14

2. 21世紀の保全倫理 ............................................................................................................................. 28

3. 人間の中心的役割 ............................................................................................................................. 34

4. 生態系サービス：自然が人間にもたらす恩恵 ............................................................................. 40

5. 気候変動と生物多様性 ..................................................................................................................... 48

6. 保護地域：生命のために ................................................................................................................. 58

7. 種の保全：現在の課題 ..................................................................................................................... 64

8. ポスト石油の将来：保全にとって何を意味するのか？ ..............................................................72

9. 保全と武装衝突 ................................................................................................................................. 80

10. 災害：災害後の回復における生態系への配慮 ............................................................................. 88

11. 健康と生物多様性：保全による貢献 ............................................................................................. 94

12. 「グリーン」経済の開発 ............................................................................................................... 100

13. 技術と保全 ....................................................................................................................................... 108

14. 国際協力 ........................................................................................................................................... 116

15. 民間セクターとの協働 ................................................................................................................... 124

16. 森林システム：森林と樹木 ........................................................................................................... 132

17. 海洋システム：保全活動を海洋に ............................................................................................... 140

18. 乾燥地システム：水について ....................................................................................................... 146

19. 淡水系：人々と自然のための水流の管理 ................................................................................... 154

20. 農業システム：栽培景観の生物多様性 ....................................................................................... 162

21. 都市システム：都市における保全 ................................................................................................170

22. 新しい時代の自然保護のマップ（MAP） ......................................................................................178

参考文献 .................................................................................................................................. 188

目次



ABS Access and Benefit-Sharing  
 遺伝資源へのアクセスと利益配分

ADB Asian Development Bank   
 アジア開発銀行

BBOP Business Biodiversity Offsets   
 Programme    
 ビジネスと生物多様性オフセット・	

	 プログラム

BIP Biodiversity Indicators Partnership  
 生物多様性指標パートナーシップ

BOD Biological Oxygen Demand  
 生物化学的酸素要求量

CBD Convention on Biological Diversity  
 生物多様性条約

CCAD Comisión Centroamericana de   
 Ambiente y Desarollo   
 中米環境開発委員会

CCS Carbon Capture and Storage  
 二酸化炭素回収貯留

CDM Clean Development Mechanism  
 クリーン開発メカニズム

CEC IUCN Commission on Education   
 and Communication   
 IUCN教育コミュニケーション委員会

CEESP IUCN Commission on    
 Environmental, Economic and Social  
 Policy     
 IUCN環境経済社会政策委員会

CEFDHAC Conférence sur les Ecosystèmes de   
 Forêts Denses et Humides d’Afrique  
 Centrale    
 中央アフリカ熱帯雨林生態系会議

CEL IUCN Commission on    
 Environmental Law   
 IUCN環境法委員会

CEM IUCN Commission on  
 Ecosystem Management   
 IUCN生態系管理委員会

CIFOR Center for International  
 Forestry Research   

 国際林業研究センター

CITES Convention on International  
 Trade in Endangered Species  
 of Wild Fauna and Flora   
 ワシントン条約（「絶滅のおそれの	

	 ある野生動植物の種の国際取引に関	

	 する条約」）

CMS Convention on Migratory Species  
 ボン条約（「移動性野生動物の種の	

	 保全に関する条約」）

COP Conference of Parties   
 締約国会議

CPF Collaborative Partnership on Forests 
 森林に関する協調パートナーシップ 
CSD Commission on Sustainable  
 Development    
 持続可能な開発委員会

CSR Corporate Social Responsibility  
 企業の社会的責任

DAC Development Assistance Committee 
 (of the OECD)    
 OECD開発援助委員会

DALY Disability Adjusted Life Years  
 障害調整生存年数

EbA Ecosystem-based Adaptation  
 生態系機能を活用した適応策

EIA Environmental Impact Assessment  
 環境影響評価

ELC Environmental Law Centre  
 環境法センター

ES Ecosystem Services   
 生態系サービス

FAO Food and Agriculture Organization  
 of the United Nations   
 国連食糧農業機関

FDI Foreign Direct Investment   
 外国直接投資

FLEG Forest Law Enforcement and  
 Governance    
 森林法の施行とガバナンス

略語表



5
FLEGT Forest Law Enforcement, Governance  
 and Trade     
 森林法の施行、ガバナンス及び貿易

FTAA Free Trade Area for the Americas  
 米州自由貿易地域

GBO Global Biodiversity Outlook  
 地球規模生物多様性概況

GDM Green Development Mechanism  
 グリーン開発メカニズム

GDP Gross Domestic Product   
 国内総生産

GEF Global Environment Facility  
 地球環境ファシリティ

GFP  Growing Forestry Partnerships  
 林業促進パートナーシップ

GHG Greenhouse Gas   
 温室効果ガス

GISP Global Invasive Species Programme  
 世界侵入種計画

GWP Global Water Partnership   
 世界水パートナーシップ

GMO Genetically Modified Organism(s)  
 遺伝子組み換え生物

GSTC Global Sustainable Tourism  
 Criteria Partnership   
 世界持続可能ツーリズム基準パート	

	 ナーシップ

HDI Human Development Index  
 人間開発指数

ICT Information and Communication 
 Technology    
 情報通信技術

ICCAT International Commission for  
 Conservation of Atlantic Tuna  
 大西洋まぐろ類保存国際委員会

ICMM  International Council on Mining 
 and Metals    
 国際金属・鉱業評議会

ICRAF International Council for Research  
 in Agroforestry    

 国際アグロフォレストリー研究評議	

	 会

IEA International Energy Agency  
 国際エネルギー機関

IIED International Institute for  
 Environment and Development  
 環境と開発国際協会

IISD International Institute for  
 Sustainable Development   
 国際持続可能な開発研究所

IOSEA Indian Ocean South East Asia  
 Marine Turtle Memorandum   
 of Understanding   
 インド洋および東南アジアにおける	

	 ウミガメとその生息域保護のための	

	 覚書

IPCC Intergovernmental Panel on  
 Climate Change		 	 	

	 気候変動に関する政府間パネル

ISSC-MAP International Standard for  
 Sustainable Wild Collection of  
 Medicinal and Aromatic Plants  
 薬用・芳香植物の野生からの持続可	

	 能な採取に関する国際基準

ISSG Invasive Species Specialist Group  
 侵入種専門家グループ

IT Information Management   
 Technology    
 情報管理技術

ITTO International Tropical Timber  
 Organization    
 国際熱帯木材機関

IUCN International Union for  
 Conservation of Nature   
 国際自然保護連合

IUFRO International Union of Forest  
 Research Organizations   
 国際森林研究機関連合

IUU Illegal, Unregulated and Unreported 
 違法・無規制・無報告



IWRM Integrated Water Resources  
 Management    
 総合水資源管理

IWSC International Water Sanitation   
 Centre    
 国際水衛生センター

KBA Key Biodiversity Area(s)   
 生物多様性重要地域

MDG Millennium Development Goal(s)  
 ミレニアム開発目標

MEA Multilateral Environmental   
 Agreement    
 国際環境協定

MA Millennium Ecosystem Assessment  
 ミレニアム生態系評価

MNC Multinational Companies   
 多国籍企業

MPA Marine Protected Area   
 海洋保護地域

NBSAP National Biodiversity Strategies  
 and Action Plans   
 生物多様性国家戦略および行動計画

NEPAD New Partnership for Africa’s  
 Development    
 アフリカ開発のための新パートナー	

	 シップ

ODA Official Development Assistance  
 政府開発援助

OECD Organisation for Economic  
 Co-operation and Development  
 経済協力開発機構

PA Protected Area    
 保護地域

PALNet Protected Areas Learning Network  
 保護地域ラーニング・ネットワーク

PCR Polymerase Chain Reaction  
 ポリメラーゼ連鎖反応

PES Payments for Ecosystem Services  
 生態系サービスのための支払い

REDD Reducing Emissions from  
 Deforestation and forest Degradation 
 森林減少・劣化に由来する温室効果	

	 ガス排出削減 
RTA Regional Trade Agreements   
 地域貿易協定

RFP Requests for Proposals   
 提案依頼書

RSB Roundtable on Sustainable Biofuels  
 持続可能なバイオ燃料に関する円卓	

	 会議

SFM  Sustainable Forest Management  
 持続可能な森林管理

SME Small to Medium-size Enterprises  
 中小企業

SEI Stockholm Environment Institute  
 ストックホルム環境研究所

SSC IUCN Species Survival Commission 
 IUCN種の保存委員会

TEEB The Economics of Ecosystems  
 and Biodiversity    
 生態系と生物多様性の経済学

UNCCD United Nations Convention to  
 Combat Desertification   
 国連砂漠化防止条約

UNCLOS United Nations Convention on the 
 Law of the Sea    
 国連海洋法条約

UNCTAD United Nations Conference on  
 Trade and Development   
 国連貿易開発会議

UN DESA  United Nations Department of
 Economic and Social Affairs  
 国連経済社会局

UNDP United Nations Development  
 Programme    
 国連開発計画

UNECE United Nations Economic  
 Commission for Europe   
 国連欧州経済委員会

UNEP United Nations Environment  
 Programme    
 国連環境計画

UNESCO United Nations Educational,   
 Scientific and Cultural Organization 
 国連教育科学文化機関

UNFCCC United Nations Framework  
 Convention on Climate Change  
 国連気候変動枠組条約

UNFF United Nations Forum on Forests  
 国連森林フォーラム

UNWTO United Nations World Tourism  
 Organization    
 世界観光機関

VPA Voluntary Partnership Agreements   
 自主的二国間協定

WB World Bank    
 世界銀行

WBCSD World Business Council for  
 Sustainable Development   
 持続可能な開発のための世界経済人	



7

	 会議

WCC World Conservation Congress  
 世界自然保護会議

WCED World Commission on Environment 
 and Development   
 環境と開発に関する世界委員会（ブ	

	 ルントラント委員会）

WCPA World Commission on Protected   
 Areas     
 世界保護地域委員会

WDPA World Database on Protected Areas 
 世界保護地域データベース 
WGWAP Western Grey Whale Advisory Panel 
 ニシコククジラ・アドバイザリー・	

	 パネル

WHO World Health Organization  
 世界保健機関

WMO  World Meteorological Organization  
 世界気象機関

WRI World Resources Institute   
 世界資源研究所

WSSD World Summit on Sustainable  
 Development    
 持続可能な開発に関する世界首脳会	

	 議

WTO World Trade Organization  
 世界貿易機関

WWF World Wide Fund for Nature (World 
 Wildlife Fund, in some countries)  
 世界自然保護基金



対話は、たとえ意義あるものであ

っても、それだけでは保全を現実

のものにすることはできません。

望ましい保全成果を得るには、フ

ィールドワークをはじめとする懸

命な努力が欠かせません。保全関

係者は毎日、現場への移動、観察

に多くの時間を費やしています。

さらに長い時間をかけて分析や考

察、とりまとめを行い、執筆・情

報の伝達のためにより一層長い時

間を実験室と図書館で費やしま

す。保全に費やす日々が退屈とい

っているのではありません。反対

に、こうした作業は非常に楽し

く、その楽しさは自然がもたらし

てくれるものです。

しかし、他の専門分野でもこれは同じです

が、知識の前進は、研究から得られたアイデ

アや、同僚や関連分野の専門家などとの交流

を通じて得られた行動のアイデアの共有や批

判、問いかけ、改善、研磨に依存していま

す。昨今のコミュニケーション手段の発展は

このような共有の可能性を大きく広げました

が、研究者や経験者が実際に相対し、現状に

関する情報を交換することのできる機会に代

わるものはありません。

ご承知のとおり、こうした機会の最たるもの

序文



9は多数の専門家が一堂に会して、最新の知識

を分かち合い、統一ベンチマークを策定し、

将来の取組みのためのコネクションとネット

ワークを確立することができる定期的な国際

会議です。国際会議は、専門家にとって最新

の進捗を披露し、私たちの知識と理解に対す

る次の跳躍を特定する唯一の正式な聴衆と場

所、成果発表の期限となります。

言い換えれば、保全にとって対話はそれだけ

では不十分ですが、実のある対話が時に必要

ということです。

こうしたことから、1996年にIUCNはこれまで

4年に一度開いていた加盟団体集会を世界自

然保護会議（WCC）として拡大し、世界の各

地域、各国の主要な保全関係者を集め、その

成果と発見を議論し、共有することにしまし

た。2008年10月のバルセロナでのWCCには7,000

人以上が参加し、過去最大の環境関連の市民

社会会議となりました。IUCN加盟団体、専門家

委員会、パートナー、個人、NGO、政府、企業

にとってWCC2008は保全コミュニティが現在抱

えている多数の懸念に関する議論を交わす貴

重な機会となりました。

本書「新時代の自然環境保全」はこうしたの

幅広い議論をとりまとめたものです。天然資

源の現状や保全の程度、その動向について検

証しています。また本書は、WCCで形成された

「IUCNが重要視する種、保護地域、生態系に

関する取組みが、いまや持続可能な将来へと

つながるさまざまな社会戦略の重要な要素に

なりつつある」という明確な合意を強調して

います。さらに、いかに保全コミュニティが

この挑戦と機会に対応しているかについても

報告します。

本書は、内容の豊富さと分かりやすい文章、

構成、表現に留意して作成しました。高等学

校教育の情報資料として、大学の副教材とし

て、実務家や市民社会組織の知識の参照用と

して、また政府や企業の意思決定者や専門家

の参照用としてなど、さまざまな人に有意義

なものであると思います。自然愛好者にとっ

ては就寝前の読書に格好な一冊かもしれませ

ん。つまり、非常に活発な対話の精密な記録

である本書は、保全にとって真に有意義なも

のなのです。

IUCN会長　Ashok Khosla



本書は、第4回自然保護会議（WCC）1の一環

として2008年10月にスペインのバルセロナ

で開かれた世界保護フォーラムに触発され作

成されたものである。このフォーラムには熱

心な7,000人以上の保全関係者が参加し、現

在、生物多様性が直面している課題や将来に

予測される課題について議論が行われた。4

日間にわたるフォーラム会期中には900以上

のイベントが行われたが、本書はこうした議

論の概要を伝えることを目的としている。各

議論の詳細については本書ではふれていな

い。どの議論で発表されたものかを特定せず

に、さまざまなWCCイベントで発表された多

数の事例を自由にとりまとめた。本書は、

さまざまな議論の内容と最新文献を活用した

うえで、それぞれのトピックに斬新なアプロ

ーチをとった章で構成した。フォーラム・リ

ソース・センター（http://www.iucn.org/

congress_08）にはイベント主催者と発表者

が一般に公開した情報がとりまとめられ、パ

ワーポイントのプレゼンテーションや分科会

報告書、背景文書や要約報告書などが閲覧で

きるようになっている。

本書では、このフォーラムをより幅広い世界

的な保全に関する課題の枠組みに当てはめよ

うと試みた。バルセロナのWCCの主要なメッ

セージを捉えつつ、編集・編纂担当として、

最近の保全関連文献も活用し、さまざまな見

解をわかりやすい総意として伝えるよう努め

た。まず関連の主要課題のレビューからはじ

め、次に生物多様性の視点からみた課題に取

り組んだ。我々は「新時代の自然環境保全」

が生物多様性に関する課題に直面している科

学者、事業者、政治家に最新の考え方を提示

するマイルストーンとなることを目指した。

各章はそれぞれのテーマに対する最終的な見

解ではなく、反対に、さらなる議論を生んだ

り、議論を続けたり、さらなる研究につなが

るよう構成した。また、すべての人々にとっ

て本書が保全課題に早急な対応を促す刺激と

なるよう期待している。本書で議論するトピ

ックが多岐にわたるのは、21世紀の保全が社

会のさまざまな面に関連することを示唆して

いる。

我々は自然が前例のない脅威にさらされてい

ること、こうした脅威が人間によるものであ

ること、そしてその解決も我々の手の中にあ

ることを示すこれまでにない強力な証拠を手

にしている。本書に示された概要は、いくつ

かの保全の新しい方向性を示している。こう

した新しい方向性が、保全支援者の範囲を広

げ、より持続可能な社会に向けた活動を一層

刺激することを期待している。連携した革新

的な行動によって、次に続くべき生産的な一

連の行動が実現されることが我々の長期的な

願いである。 

Jeffrey A. McNeely、Susan A. Mainka

1.従来、IUCNはその規約の要請に焦点を置いた加盟団体会

合の総会と、最新の保全課題に重点を置いた技術会議を別

々に行ってきたが、IUCN理事会は1996年のモントリオール

会合に先立って、これらの会議を世界保護会議（WCC）と

して１つの会議にするよう決定した。バルセロナ会合は

WCC会議の第4回会合である。第1回はカナダ・モントリオ

ール（1996年）、第2回はヨルダン・アンマン（2000年）

第3回はタイ・バンコク（2004年）で開催された。

はじめに
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情報とコメントを活用させて頂いた。Christina　SanderにはWCCフォー
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バルセロナ・フォーラム：
多様で持続可能な世界 1. 
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本書は、2008年10月にスペインのバルセロナ

で開かれた世界自然保護会議（WCC）で議論さ

れた課題と戦略をまとめたものである。「多

様で持続可能な世界」をテーマとする同会議

の対話フォーラムでは３つの幅広いテーマに

関する議論が行われた（囲み1.1）。本書は各

章の作成のために分科会を数ヶ月費やすよう

な包括的なものではない。むしろ、次の10年

間における保全努力を刺激するために、課題

の本質を捉え、加盟団体の見解を反映し、現

場の最新の取組みから新しい視点を見出すも

のである。

世界保護フォーラムは、保全団体や先住民社

会、地域社会、政府（地方および中央）、事

業者など社会の幅広い層からの活発な参加を

得てより有益なものとなった。これに応える

ために、本書ではこうした幅広い保全コミュ

ニティが将来検討する可能性のある行動にも

触れている。

各章は、議論されたテーマの多様性を反映し

ているが、2010年生物多様性目標や生物多様

性と持続可能な開発の結び付き、ミレニアム

開発目標（MDG）の達成、急速な人口構造の変

化への対応といった複数のテーマに関連する

課題をはじめに取り上げる。 

生命は回復力を持つ。生命は絶滅の大きな危機を5回あるいはそれ以上

乗り越え、20億年以上受け継がれてきた。最も近年の絶滅の危機で、

偉大な恐竜たちが消え、鳥類が唯一の末裔となった。これまでにない

資源消費に基づいた現代の人間社会の軽率な行動にも自然はどうにか

耐え抜くだろう。しかし、現代社会が今のままのかたちで継続できる

かどうかは全くわからないし、その可能性はかなり低いだろう。 



生命の多様性の保護	

我々の地球に豊富に存在する遺伝子、種、

生態系は、社会や経済、文化の多様性を支

える基盤である。IUCNは60年にわたり、世

界の生物多様性保全の努力を取りまとめて

きた。加盟団体はそれ自身のため、そして

人類のために自然の重要性を強力に支援

し、追求してきた。しかし、まだ多くの課

題が残っている。倫理的なもの（トレード

オフが必要なときに、人間と自然のどちら

を優先するかどのように決めるか）から現

実的なもの（90億人の食糧を確保しながら

生物多様性の損失を止めることができるの

か）まで幅広い課題がある。人類の将来に

とっての生物多様性の根本的な重要性は認

識されているが、いまだに効果的な保全を

念頭に置いた資源配分は行われておらず、

こうした現状を変えるために誰にどのよう

にして働きかければよいのかも明確ではな

い。

変化に向けた新しい機運	

環境が、過去の人類の歴史上ない速さで変

化しつつある事が証明されつつある。今後

40～50年の間に世界の人口は68億人から90

億人に膨れ上がると予測されている。同時

に、世界の気候システムの変化も加速して

おり、我々は危険な気候変動を避け、すで

に進行している気候変動の影響に適応する

ために早急かつ大幅に排出量を削減すると

いう二重の課題に直面している。この変化

しつつある世界において、人間は通信や輸

送、貿易、さらに文化や政治、環境を通じ

てつながりを強めている。このような「グ

ローバル化」は著しい機会をもたらすが、

一方でリスクももたらす。継続的な経済成

長の追及はエネルギー需要の拡大を加速す

る。これを実現するには化石燃料に依存し

た経済からより持続可能なエネルギーミッ

クスに依存した経済への転換が必要であ

る。

健全な環境、健康な人間	

生物多様性の持続可能な利用と保全は、貧

困削減や人間の健康と福利に大きく貢献す

る。逆に、人間の福利の向上は持続可能な

保全の基本的な条件でもある。地方開発と

貧困削減、生物多様性保全を調和させるこ

とが現在社会が直面する主要な挑戦であ

る。漁業資源や農地、木材などの天然資源

を持続可能なやり方で管理することももう

ひとつの挑戦である。法規制の改善、長期

参加型計画立案、海洋保護地域といった新

しいツールは有望な前進へのステップだろ

う。「人間の福利の向上と貧困削減に向け

て、保全を第一義的な目的として設立され

た保護地域はどの様な潜在的役割を持ちう

るか？」は、将来に向けたひとつの大きな

問いである。 

囲み1.1　世界保護フォーラムの動向

2010年生物多様性目標の達成と　　　　　　

その先に向けた前進

多くの国際的環境協定と条約の目標は、その

戦略と計画に統合されている。なかでも生物

多様性の視点から重要性が高いのが、2010年

生物多様性目標である。2010年までに生物多

様性の損失を減少させるという包括目標は、

若干形が異なるとはいえ、生物多様性条約

（CBD）から持続可能な開発に関する世界首脳

会議（WSSD）まで複数の国際的なフォーラム

において採用されている（囲み1.2）。 



17

2010年生物多様性目標は、多数の国際政策

手段の中でいくつかの形式で採用されてき

た。 

•	 2001年6月：ヨーテボリにおけるEUサミッ

ト。EU各国代表が2010年までに「（EU域内

における）生物多様性の減少に歯止めをか

ける」という目標を初めて採用した。

•	 2002年5月：生物多様性条約（CBD）第6回

締約国会合（COP）が、その戦略的計画に

2010年目標（貧困削減および地球上のすべ

ての生命の利益に貢献するために、2010年

までに世界、地域、国家各レベルの現在の

生物多様性損失の速度を大きく低減する）

を採用した。 

•	 2002年9月：ヨハネスブルグで開催され

た持続可能な開発に関する世界首脳会議

（WSSD）において、2010年生物多様性目標

が確認され、「現在の生物多様性の損失の

速度を2010年までに顕著に低減する」よう

各国に呼びかけた。 

•	 2003年5月：第5回大臣級会議「Environment 

for　Europe」において、51ヶ国の環境大

臣と政府代表が、生物多様性に係るキエフ

決議を採択し、「2010年までに地理的範囲

を問わずすべての地域の生物多様性の損失

に歯止めをかける」という目標の強化を決

定した。 

•	 2007年9月：国連が、ミレニアム開発目標

（MDG）７の小目標「環境の持続可能性」

として（損失の速度に関する）2010年目標

を適用することを決定した。

囲み1.2　2010年生物多様性目標 

この目標とその先に向けた進捗を測る必要性

から、17の「ヘッドライン指標」枠組みが策定

された。この枠組みは地球規模生物多様性概

況第2版（GBO2）（CBD、2006年）（表1.1）で

初めて報告されたが、この報告においてGBO2は

以下のように状況をまとめている。 

• 天然林の人工林化、農地化などによる森林の

減少は憂慮すべき速度で継続している。 

• 3,000種あまりの野生種の個体群の推移動向

は、1970年から2000年まで継続的に減少し、

平均個体群の大きさはおよそ40％が減少し

た。

• 2008年の「絶滅の恐れのある種に関するIUCN

レッドリスト」によると、鳥類の12％、哺乳

類の21％、両生類の31％を含む種が絶滅の脅

威にさらされている。

これらの指標の多くがまだ科学的な検討が必

要であるという認識のもとに、2006年には指

標開発に取り組む（IUCNを含む）24機関が生

物多様性の継続的モニタリングと評価のため

の指標のさらなる開発・促進のための国際

的イニシアティブとして生物多様性指標パー

トナーシップ（BIP）を設立した(http://www.

twentyten.net/Home/tabid/38/Default.aspx)。

その報告書とミレニアム生態系評価（MA）

（2005d）の情報をもとに、GBO2は生物多様性

は「予測可能な将来にも損失が継続する可能

性が高く、2010年以降も損失が継続するのは

確実である」と結論付けたが、その一方で以

下のような生物多様性保全成功の可能性も認

めた。 

1)適切な対応を行えば、2010年までに国家、

地域、世界レベルで、一部の生物多様性構

成要素もしくは指標、一部地域における生

物多様性の損失の速度を低減することは可

能である。

2)2010年目標に向けた進捗の評価枠組みの一

部として生物多様性条約が定めた目標のほ

とんどは、必要な行動が行われれば達成可

能である。



3)作業プログラムや原則、ガイドラインなど

2010年目標達成に必要なツールのほとんど

がすでに開発されている。

2010年目標達成のための取組みは、生物多様

性保全に関する意識や能力、政治的意志を整

える重要な手段であった。グローバルコミュ

ニティは、明確かつ達成可能、測定可能なポ

スト2010年枠組みを適用し、この進捗の上に

さらなる前進を築かなければならない。 　　

生物多様性、生態系サービス、貧困削減、持

続可能な開発の統合

我々を取り巻く環境、生態系がもたらすサー

表1.1　2010年指標による生物多様性関連パラメータの状況と動向

本表はGBO2第2章の評価に基づく。矢印は動向の方向性を示す（太い矢印はその動向に関する信頼性が高

いことを示し、細い矢印は信頼性が低いことを示す。黒矢印は生物多様性にとって好ましくない動向を示

し、白矢印は生物多様性にとって好ましい動向を示す）。データと指標の質については右端の星印で表し

た。

★	★	★ 世界的に一定な経時データをともなう優良な指標

★	★ 優良な指標だが経時データをともなわない

★ さらなる開発が必要もしくはデータが限られている指標

重点分野：生物多様性構成要素の状況と動向

生物群系、生態系、生息域の広がりに関する動向  

一部の種の生息数と分布の動向  

絶滅危惧種の状況の変化  

主要な社会経済において重要とされる家畜動物、栽培植物、魚類の　　　　　　　　　　　　　　

遺伝子の多様性の動向  

保護地域の被覆範囲  

重点分野：生態系の統合性と生態系の財・サービス

海洋栄養段階指標  

連結性－生態系の分断化  

水性生態系の水質  

重点分野：生物多様性への脅威

窒素畜積  

侵略的外来種の動向  

重点分野：持続可能な利用

持続可能な管理下にある森林生態系、農業生態系、養殖生態系の面積  

生態学的フットプリントおよび関連構想  

重点分野：伝統知識、手法、慣習の状況

言語の多様性と先住民言語の使用者の数に関する状況と動向  

重点分野：アクセスと衡平な配分

開発予定のアクセスと衡平な配分の指標

重点分野：資源移転の状況

条約を支援するために供与される政府開発援助（ODA）  

1 森林について：すべての生態群系、生態系、生息域に関する国際的なデータは入手不可

?

★	★	★1

★	★	★

★	★	★

 

 ★

★	★	★

★	★	★

 ★	★

★	★	★

★	★	★

 ★

	 ★
★	★	★

	 ★

	 ★
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ビス、人間の福利はすべて相互作用と反応の

複雑な絡み合いの結果もたらされるものであ

る。実際的な視点からみれば、種の保全ある

いは生態系管理、生態系サービス供給のどこ

を出発点としても、最終的にはひとつの早急

な対応が不可欠な問題、すなわち我々が生き

ているシステムの支援を検討していることに

なる（図1.1）。 

2008年、世界銀行は世界では14億人の人が

極貧状態にあり、その多くがサハラ以南ア

フリカと南アジアに暮らしていると推計し

た。貧困層の比率は、近年世界の大部分の地

域で減少したが、サハラ以南アフリカでは減

少していない。2008年の世界開発報告書は貧

大気

水

土地

生物多様性

遺伝子 

種 

生態系

生態系サービス

供給
食糧、繊維、エネルギー

医薬品

調整
気候、水
基盤
土壌
文化

レクリエーション、宗教

人間の福利

基本的物質

食糧安全保障、

水、エネルギーへのアクセス

保健

安全

文化／社会関係

選択の自由

環境変化の要因

図1.1　環境、サービス、人間の福利の力学

環
境
変
化
の
要
因環

境
変
化
の
要
因

私たちを取り巻く

環境

作用因子

人口 政治・制度 経済 社会文化

都市化 安全および紛争 市場と資金 新しい模範

高齢化 国際的環境ガバナンス 新興経済国  倫理

ジェンダーの役割  生物多様性の価値付け 精神性



困削減の解決策は地域ごとに異なる（世界銀

行、2008年）としている。サハラ以南アフリ

カでは農業の生産性向上が成長の鍵であり、

アジアではこれまでにない規模まで拡大して

いる都市と地方の豊かさの溝を縮小すること

が成功の鍵である。

保全関係者は、自然のための自然の重要性を

理解しているが、生物多様性が人間の生活の

支援・改善に不可欠な役割を果たすことがで

きることも認識している。保全活動は、特に

生態系の回復を通じて、貧困層の生態系サー

ビスへのアクセスを改善し、貧困削減に貢献

し、生態系サービスに依存している人々の生

活の保障に貢献する（Fisher他、2005年）。

しかし、生物多様性保全と貧困削減・開発の

結び付けはいまだ課題として残っている。

Gretchen Daly（1997年）による生態系サービ

ス（第4章）という考え方の普及と、その後10

年弱の年月を経て2005年に発表されたミレニ

アム生態系評価の発表によって、保全関係者

と開発専門家の連携・協力を促進する考え方

が形成されてきた。生態系サービスの考え方

は、日々の暮らしにおける種の保全と生態系

管理の重要な役割に光を当てている。生態系

サービスを語ることは、もちろん、これを支

え、供給する遺伝子や種、生態系について語

ることにもつながるのである。

貧困削減と生態系サービスの結びつけ

貧困削減と生態系サービスの最も明らかな関

連は、食糧（第20章）と医薬品（第10章）、

林産品（第16章）、最終的には収入源（第12

章）を提供する供給サービスにある。

2008年、食糧農業機関（FAO）（FAO、2008年

c、d）は、世界の飢餓は増えており、飢餓に

苦しむ人々は主にサハラ以南アフリカに集中

していると報告した。飢餓に瀕した人々の

数は2008年には9億5千万人とされ、1990年

～1992年の基準期間から8,000万人以上増えて

いる。長期予測（2003～2005年まで入手可）

によると、2015年までに飢餓を半減するとい

うMDG1の達成に一部の国は順調に向かってい

る（表1.2）。しかし、現在の食糧品価格の高

騰が一歩後退を強いている。最も影響を受け

ているのは最貧困層、土地を持たない人々、

女性を世帯主とする世帯である。

特に、アフリカにおけるこの食糧問題の根本

には、雨水に依存した農業を行う小規模農家

の生産性の低下をもたらす降雨パターンの変

動がある。こうしたことから、新しい農業ア

プローチの必要性が唱えられている。エコア

グリカルチャーは、生物多様性保全と農業生

産性の向上、持続可能な地域の暮らしという

３つの目的をひとつにまとめた土地利用アプ

ローチの一例である（McNeely、Scherr　2003

年）。エコアグリカルチャー・アプローチに

沿った生態系を主体とする農業開発と気候変

動影響への適応に対する投資は、アフリカの

地方部における飢餓の解決には不可欠である

（Ecoagriculture Partners、2009年）。その

他のセクターや生態系においても同様のアプ

ローチが必要となる。ランドスケープ規模で

の森林・水・沿岸・乾燥地の保全のための技

術や実践はすでに存在している（詳細は関連

の章を参照のこと）。

天然資源の安定供給は、世界中の数百万人に

雇用（と収入）をもたらす。例えば、2002年

には世界の農業人口は13億人以上、2000年の

漁業・養殖業人口は3,450万人であった（www.

earthtrends.org）。より小さな規模では、地

域の天然資源は自給需要を満たし、そのうえ

で重要な世帯収入をもたらすものである。国

レベルでも天然資源は重要であり、タンザニ

アでは環境と天然資源の利用が国内総生産の

66％を占めている（UNEP、2008a）。 

特に途上国の国家経済にとって、天然資源は

その重要性から健全な環境管理を国家開発・

成長戦略に統合する大きな動機となる。すで

に途上国政府と開発援助機関は、健全な環

境管理が貧困削減活動の成功に不可欠な役割

をもつことを認識している（Hansen、2007

年）（囲み1.3）。
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人間の福利の改善のプロセスに環境を統合す

る最善の方法を見つけることが現在の開発援

助の課題である。計画策定段階と実際に活動

を実施する段階の両段階で環境が主流化され

なければならない。Bojoら（2004年）は53の

貧困削減戦略報告書をレビューし、これらの

報告書における環境の主流化の度合いは大き

く異なるが、初期のレビューに比べて全体的

に改善されたことを報告している。すべての

環境管理プログラムと同様に、貧困削減の取

組みには環境・社会変化に遅れをとることな

く対応するための順応的管理アプローチを含

まなければならない。 

保全対貧困削減という議論

保全コミュニティは、いかに保全関係者が世

界的な開発と貧困削減の取組みに実際に貢献

することができるかについてその内部で活発

に議論してきた。発言が活発になりつつある

地域社会のニーズを保全プロジェクトに統合

することも現場で働く者の新たな課題であ

る。Roe（2008年）は、保全対貧困削減とい

う議論の歴史についてとりまとめ、歴史の経

過とともに保全と貧困削減コミュニティは一

旦収束したのち再び枝分かれしたと記述して

いる。また、最も保全が必要な地域の一部は

ほとんど住民がいないが、こうした地域の住

民は重度の貧困にあることが多く、資源への

アクセスを失えば大きな被害を受けることを

発見した。彼らは何世代にもわたってこうし

た保全価値が高い地域に住んでいる場合が多

く、これは彼らの活動が保全の障害ではない

ことを示している。一方、現代の開発が、伝

統的な保全と資源管理の慣習で対応しきれな

い圧力を加えた場合、生物多様性と生態系サ

ービスの損失がもたらされる。国内の生物多

様性の価値の高い地域や世界的に優れた生物

多様性価値を有する地域における保全と開発

の関係は非常に複雑で、常にその地域ごとに

適した解決策が必要である。 

ミレニアム開発目標と環境

2000年のミレニアム宣言によって、極度の貧

困と飢餓を根絶し、人的開発に資する安全で

平和な世界を構築するという国連加盟国の

意志が明らかにされ、ミレニアム開発目標

（MDG）のもとに幅広い個別目標が設定され、

その進捗を測るための指標が開発された。MDG

とそれに基づく個別目標を並べると、そのひ

とつずつが個別で達成可能な事項のチェック

リストの一種のように見えるが、一つのMDGや

個別目標における進捗は他の目標達成を互い

に左右するものなので、相互に関連した一連

1. 貧困国は脆弱な環境資源の資産に依存し

ている。個人や共同で所有するこうした

資産は貧困層にとって主な収入源であ

り、生存を左右するものである。 

2. 人造の資産のほとんどは時間の経過とと

もに償却するが、天然資源の多くは持続

可能で、適切に管理すれば多少の努力で

価値を高めることができる。 

3. 途上国の障害調整生存年数（DALY）損失

の17％は劣悪な環境によるものである。

これはOECD諸国ではわずか4％である。

なかでも安全な水と適切な衛生管理の欠

如が最大の原因であり、途上国における

環境を要因とするDALY損失の４割を占め

る。これらに次ぐ原因は屋内の空気の質

の悪さである。 

4. 現在、農業投資の不足が深刻である。こ

れにより、特に貧困削減と経済収益向上

の促進にとって重要な貴重な自然を基

盤とした収入をもたらす資産（生物多様

性、肥沃土、サンゴ礁や海岸線など）が

失われている。 

5. 健全な環境管理は極度の天災や変化の影

響に対する脆弱性を改善する。

Hansen、2007年より引用

囲み1.3　開発活動と貧困削減活動に環境保

全を含めるべき５つの理由



ミレニアム開発目標

ゴール１

極度の貧困と															

飢餓の撲滅

 

 

 

ゴール２

初等教育の																	
完全普及の達成

 

 
ゴール３

ジェンダー平等推進と							
女性の地位向上

 

ゴール４

乳幼児死亡率の削減

ゴール５

妊産婦の健康の改善

ゴール６

HIV/エイズ、マラリア、　　　
その他の疾病の蔓延の　　	
防止

　　　　　　　　　　　　　　
ゴール７

環境の持続可能性確保

ゴール８　　　　　　　　　	

開発のためのグローバルな			

パートナーシップの推進

環境との結び付きの例	 	

• 貧困層の生活戦略と食糧安全は有効に機能する生態系とそれ

がもたらすサービスの多様性に直接依存していることが多

い。 

• 貧困層の環境資源に関する権利の未整備、環境に関する情報

や市場、意思決定に関するアクセスの欠如が貧困層自身によ

る環境保全と生活・福利の改善能力を制限している。

• 特に女児をはじめとする子供が水と薪を集めている。このた

めに勉強の時間が犠牲にされている。 

• 天然資源の持続可能な管理から創出された追加的収入を教育

に費やすことができる。

• 水と薪を集めるために時間を費やしているために女性の収入

創出活動の機会が犠牲になっている。 

• 貧しい地方の女性は天然資源に大きく依存していることが多

いが、その利用権利が不公平であったり、権利がないことに

よって意思決定と資源アクセスが制限されている。 

• 地方の流域管理を改善することによって、水を媒介する疾病

に関する小児死亡率が減少する。

• 妊娠後期にある女性の健康にとって、汚染された室内空気と

重い荷物の運搬はリスクである。

• 途上国における疾病の最大５分の１が環境リスク要素で占め
られている。 

• 予防的環境保健対策は重要である。さらに病気治療よりもコ
スト効果が高いことが多い。　　　　　　　　　　　　　　
　

• 他のすべてのゴールも（本書で度々言及しているように）環

境の持続可能性に非常に直接的な方法で結びついている。

• 人間の福利と生態系サービス、生物多様性の複雑な相互作用

に対しては市民社会と民間セクター、政府のパートナーシッ

プを含む統合アプローチが必要である。

表1.2　ミレニアム開発目標と環境の主な結び付き

（出所：UN Millennium Project, 2005（DFID他、2002年、UNDP2002年）より引用）
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の目標として捉えるほうが望ましい。明らか

に環境を掲げているのはMDG7だけであるが、

各ゴールの達成には健全な生態系の機能が欠

かせない。また、その他のMDGが達成されれ

ば、MDG7の達成も後押しされる（表1.2）。環

境と人間の福利の結び付きと同様に、この両

者に対する脅威も一層明確にされるようにな

ってきた。特に気候変動や侵略的外来種、持

続不可能な資源利用は、保全と貧困削減計画

の双方において対応が必要な新しい重要な課

題として認識が高まっている。

個別目標の設定時点からゴール達成期限まで

の期間を半分経過した時点におけるMDG達成に

向けた進捗レビューでは、これまでに達成さ

れた成功は一部で、大部分はまだ未達成であ

ると報告している（UN、2008年）。

この報告では、「より大規模な取組み」が必

要な以下を含む多数の課題が特定されている。 

• １日当たりUS$１以下で暮らしているサハラ

以南アフリカの人口の比率を半減するとい

う目標の達成は難しい。

• 途上国の子供たちのおよそ４分の１が体重

が不足し、長期的な栄養失調の影響で将来

障害を抱えるリスクを背負っている。

• 2005年までに男女平等な初等・中等学校教

育の目標を達成できなかった113ヶ国のう

ち、2015年までに同目標を達成できると思

われるのは18ヶ国のみである。 

• 途上国で働く女性の３分の２近くは、自営

もしくは無給の家内労働者として脆弱な職

に就いている。

• 途上国の３分の１で、全議員に占める女性

の割合は10％に満たない。

• 途上国では年間500,000人以上の妊婦が出産

または妊娠による合併症により死亡してい

る。

• 途上国人口のほぼ半数である25億人が劣悪

な衛生状態のなかで生活している。

• 途上国の都市人口の３分の１以上がスラム

に暮らしている。

• 二酸化炭素排出の課題に対応するための国

際的な期限にも関わらず、二酸化炭素排出

が増えている。

• 先進国の海外援助支出は2007年に２年連続

で減少し、2005年の支出を下回る可能性が

ある。

• 国際貿易交渉は予定より数年遅れており、

その成果は当初見込まれた開発志向のもの

には程遠いものとなる可能性が高い。

環境がすべてのMDGの達成に果たす重要な役割

を踏まえると、MDG達成努力には環境に対する

より一層の注目が不可欠であることは明らか

である。

変化に対応する：人口と保全

持続可能な開発との関連に関する2010年目標

や議論だけではなく、バルセロナでの議論の

多くに共通した課題は変化である。気候変動

と技術、人口動態の変化はすべて生物多様性

保全活動に影響を及ぼす。気候（第５章）と

技術（第13章）は本書で章として取り上げて

いるが、人口動態も多数の課題に影響を及ぼ

すので最初に取り上げる。

1900年のおよそ15億人から2009年のおよそ68

億人（UN DESA、2009年　図1.2）まで、20世

紀中に世界人口は４倍になった。この爆発的

な人口増加は1960年代後半には成長率2.1％

というピークに達した。これは産業革命以降

最大の人口変化であった。その後、人口の伸

びは急激に落ち込むが、これは大規模な政

治的衝突や疫病によって人口が影響を受け

た過去数世紀とは異なり、子供の数を制限

するという自主的な選択によるものである

（Cohen、2005年）。

しかし、人口の伸びだけがすべてを物語る

わけではない。UN　DESAがとりまとめてい

るとおり（囲み1.4）一部の国では人口に占

める高齢者の比率が高まっており、2005年以

降60歳以上の人口が4歳以下の子供の数を上



回ることになる。この変化は先進国で最も顕

著であり、2050年までに先進国の人口の３分

の１が60歳以上となることが予測されている

（Cohen、2005年）。途上国では60歳以上の人

口はわずか20％であるが、総人口が非常に多

いため、この20％が60歳以上の世界人口のほ

ぼ80％を占める。 

2007年時点で都市には地方部よりも多くの人

口が居住し、2009年初頭には世界人口の大多

数が「中所得」として分類され、消費力と天

然資源消費の一層の増加にともなう影響が示

唆されることもその他の重要な変化である。

人口100万人以上の都市の数は1950年には

76、1975年には522、2000年には1,122であ

ったが、2015年には1,600を超えると予測さ

れる。現在の人口予測を2050年にあてはめる

と、人口成長のほとんどが都市部で起こり、

貧困国は今後45年間にわたって毎週100万人規

模の都市を構築することになる（Cohen、2005

年）。 

人口動態の新しい課題は、特に気候変動への

対応として起こる「環境移民」である。モル

ディブやツバルなどの海抜の低い国やバング

ラデシュやフランスの一部など影響を受けや

すい沿岸地域の人口は、社会、経済、安全面

に関する課題に加えて環境課題も抱えること

になる。

人口に対する世帯数も人口に関するもうひと

つの懸念である。Liu他（2003年）は、人口が

一定もしくは減少傾向にあるとしても、世帯
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総人口

• 出生率の減少が今後も継続するとした場

合、2050年に世界人口は91億人になり、

その時点で年間3,300万人の人口が増える

ことが予想される。

• 将来の人口増加は出生率の今後の動向に

大きく依存するが、2050年までの人口増

加は出生率の減少が加速したとしても避

けられない。

• 後発発展途上国49ヶ国の人口は世界最速

の年間2.3％の速度で増えている。 

• 2010年～2050年の間にインド、パキスタ

ン、ナイジェリア、エチオピア、米国、

コンゴ民主共和国、タンザニア連合共和

国、中国、バングラデシュの９ヶ国が世

界人口の増加の半数を占めると予測され

ている（人口増加が多い順に並べた）。

人口動態

• 世界的に60歳以上人口はほぼ３倍にな

り、2009年の73,900万人から2050年に

は20億人になると予想されている。 

• 世界的に2005年～2010年の68才から2045

年～2050年には76才まで平均寿命が伸び

ると予測される。

• 年間平均では、2010年～2050年には米国、

カナダ、英国、スペイン、イタリア、ドイ

ツ、オーストラリア、フランスが主な移民

受入国になると予測される。主要な移民送

出国は、メキシコ、中国、インド、フィリ

ピン、パキスタン、インドネシア、バング

ラデシュと予測される。 
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数が増加すれば天然資源需要も増加するとし

ている。生物多様性ホットスポットが存在す

る国では、1985年～2000年に人口増加を上回

る世帯数増加が起こった。これは世帯の平均

規模が縮小したため（生物多様性ホットスポ

ットが存在しない国よりも急速に縮小してい

る）であるが、この世帯数の増加によって天

然資源管理と生物多様性保全に深刻な課題が

投げかけられていると報告されている。

このような人口変化や高齢者の増加、都市へ

の極度の人口集中のニーズによる環境への影

響は避けられない。人口が集中した都市は往

々にして近隣の耕作地に拡大し、こうした土

地の生産性を制限することになる。また、人

口変化はヘルスケアと家族支援への公的支出

増加を意味し、その結果、環境管理を含むそ

の他公共財への投資が減少する可能性があ

る。

本書は現在保全が直面している多数の課題に

ついて触れているので、上に議論した根本的

課題とこれらが今後数十年における選択と行

動にどのように影響するかを念頭に置いてお

くことが有用である。 

（出所：UN DESA  2009年）

囲み1.4　主な世界人口予測
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21世紀の保全倫理2. 



倫理は人間の意思決定を導く一般

理念であり、文化的要素や宗教、

経済、知識、科学の影響を受け

る。倫理は各個人の反応で構成さ

れる集合的価値に関するもので、

私たちのとるべき行動、その方法

に関する決定を導くものである。

自然同様、倫理も非常に多様であ

る。IUCNは保全倫理に関する専門

家委員会横断分科会の成果に基づ

いて、保全において幅広く適用で

きるいくつかの一般理念を提供す

る可能性を検討している。 

保全活動は、その本質において、個人や社会

が自然ならびに人間と自然の関係に関して抱

いている価値を反映する。人間の条件は、個

人および集団の物理、生物学的、知的、精神

的ニーズならびに反応によって規定される。

代替的な倫理的枠組みによって、資源管理に

関する決定を支える新たな価値体系が明らか

になる。

保全倫理は、数世紀にわたって宗教の一部と

して祭られてきた。自然と精神性の結び付

きも広く認識されている。保全関係者は、

宗教と保全の結び付きについても議論して

きたが、なかでも2005年の「Conservation 

Biology」の記事は注目に値する（Orr、2005

年、Stuart他　2005年）。

倫理の重要な役割は、変化を刺激し、法や政

策、研究活動を改善することである。IUCNは

「世界環境保全戦略」（1980年）や「世界自

然憲章」（1982年）、「新・世界環境保全戦略

（Caring for the Earth）」（1991年）、「地

球憲章」（1994年）を通じてなど自然保護の基

本的な価値と理念の理解の向上に大きく貢献

してきた。

1972年のストックホルム宣言は、「我々はすで

に、場所を問わず、環境への影響を一層考慮

したうえで行動しなければならない時点にき

ている。無知や無関心が、我々の生命と福利

が依存する世界の環境に非常に大きな取り返

しのつかない害を与える可能性もある。その

一方で、知識とより賢い行動をもって人間の

ニーズと希望に即した環境における望ましい

生活を自分自身そして子孫にもたらすことも

できる」と述べている。

続く1982年の世界自然憲章では、すべての生

命はひとつとして同じものはなく、人間にと

っての価値の大小に関わらず尊重に値し、こ

のような認識をその他の生命にも当てはめる

ために、人間は道徳的行動基準に導かれるべ

きであるとしている。人間は自身の行動やそ

の行動の結果として自然を変えたり、天然

資源を利用したりすることができる。だから

こそ自然の安定性と質の維持ならびに天然資

源保全の緊急性を深く認識しなければならな

い。

新・世界環境保全戦略は、IUCNの倫理的立場

を「生命コミュニティの尊重と配慮」と定義

付けた。以来、国際協力を通じてのみ解決可
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“       自然のすべて

の種とシステムは、

人間にとってのその

価値の大小に関わら

ず、尊重に値する

”
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能な世界が抱える環境課題に対応するための

世界規模の重要な行動の必要性は大きくなっ

ている。生命の継続に対する人間の責任はこ

れまで以上に重大なものになっている。

知識をいかに利用するか、その知識に基づい

ていかに行動を変えるかは保全関係者に残さ

れた課題である。近年、生態系と社会はとも

に大きく変わった。気候変動や侵略種、生物

多様性の損失、公海のガバナンスなどの世界

的課題に直面し、消費加速への強力な圧力と

の対峙が往々にして求められるこうした課題

解決に必要な変化を刺激するために倫理の必

要性が叫ばれている。新世界環境保全戦略は

保全行動を促進するために、経済・社会的根

拠と共に倫理的議論を重視し、倫理を集団行

動および個人の責任の双方を刺激する基盤を

供給するものとして捉えた。 

集団的アクション	

保全に関する倫理は1972年のストックホルム

宣言以降、急速に発展してきた。しかしなが

ら、いまだに自然の価値に関する倫理的根拠

は、その有効性において社会的根拠もしくは

経済的根拠にはるかに劣っている。保全関係

者は「保全倫理」や「生命倫理」の適用を訴

えて、より幅広い大衆の行動を大きく変える

のは容易ではないと認識している。この難し

さの一因は、こうした倫理の持つ特定の性質

の定義の難しさと、特に環境の評価の難しさ

にある。多くの保全関係者は自然自身のため

の自然という倫理的立場に基づいた保全活動

の価値を認めている。また最初に生物多様性

の損失の影響をうけるのは貧困層であるとい

う認識のもとに、生態系サービスを通じた人

間に対する保全の利益を重視した、より実際

的なアプローチを提唱するために倫理的議論

を利用する人もいる。Meffe（2005年）が記し

たとおり、「生物保全は生態学的知識と価値

決定からは切り離せないものである」。

新・世界環境保全戦略は、「自然のすべての

種とシステムは人間にとっての価値の大小に

関わらず尊重に値する」という原則を掲げて

おり、この原則は「生物多様性の本源的価値

（intrinsic　value）および生物多様性と

その構成要素に内在する生態系、遺伝子、社

会、経済、科学、教育、文化、娯楽、審美的

価値」を序文で認めている生物多様性条約

（CBD）として締約国政府に受け入れられてい

る。

生態系サービスとこうしたサービスが市場で

取引される時代において、倫理的枠組みも世

界規模のものとなった。新・世界環境保全戦

略は、「それぞれの社会の文化的背景に基づ

く世界的な倫理を実現する実際的な行動規

範」の必要性を呼びかけている。ここに到達

するまでの経緯を振り返ると、人類にとって

大きな利益が関係するにもかかわらず採択さ

れた初の拘束力を持つ国際条約のひとつ、オ

ゾンに関する1987年のモントリオール議定書

の重要性が際立つ。オゾン削減の問題は一国

のものではなく、多国間合意を通じて解決で

きるものであった。この議定書は、世界的な

環境運動が集団の課題を解決できることを示

した。モントリオールでは、各国がオゾン層

の保護とUV-B波からの肌の保護を通じて地球

に配慮することに合意した。

モントリオールの４年後、新・世界環境保全

戦略は、自然は「自然自体の権利のために配

慮されなければならない」として、一歩進ん

だ保全の必要性を提唱した。この考え方は、

それまでの人間を中心に据えた見方から、人

間をその一部とするより包括的な環境の捉え

方をとるという全く新しいものであった。モ

ントリオール議定書は健全な地球のために大気

を保護する行動がとれる事を示した。新・世界

環境保全戦略は、より幅広い自然保護の活動を

人々に求めた。

１年後、リオデジャネイロで開かれた地球サ

ミットでは生物多様性条約（CBD）が採択さ

れ、1993年に同条約が施行された。CBDはそ

の目的「生物多様性、その構成要素の持続可

能な利用と遺伝資源の利用に由来する利益の



衡平な配分」を呼びかけるにあたって倫理的

な立場をとっている。

新・世界環境保全戦略以降、個人と自然に関

する世界的合意への動きが活発になり、1992

年の地球サミットでは地球憲章の構想が発足

した。1995年までに地球憲章イニシアティブ

は、「世界的な価値の共有」に基づく「21世

紀の公平かつ持続可能

で平和な国際社会」の

実現には倫理が不可欠

であるという原則を構

築した。地球憲章は、

国際倫理・開発倫理や

民主主義、生態学と宗

教、気候変動、バイオ

テクノロジー、公衆衛

生、生態系の統合性、

環境に関する人間の権

利、動物と倫理、教育

など、すべての人間と

環境に関連する世界的な課題を取り上げてい

る。

生物多様性や持続可能な開発、気候変動など

の課題を解決するため、個人の参加を促す上

で保全倫理は不可欠なものとなった。過去数

十年に持続可能な生活を送ることは倫理的な要

請となり、現在、世界的な相互依存の管理に不

可欠なものとなった。この、世界を認識する個

人の責任という考え方は全く新しいものだが、

世界的な環境課題を克服するには不可欠であ

る。

個人の役割

個人の倫理と環境の問題は、今や社会のいた

るところに及んでいる。倫理は人間と環境の

間の新しい社会的合意の定義を促している。

環境倫理は、この地上においてどのように生

活していきたいか、どのような世界が望まし

いのかという問いを投げかける。この２つの

問いに対する答え、そして答えをいかに行動

に移すかに我々の将来と変化の規模がかかっ

ている。

このような問いに対するたくさんの答えを一

貫した生産的な行動に結びつけるのは単純な

作業ではない。Meadows他（1972年）が主張し

た通り、「他の要素を考慮せずに長期的な将

来の（人口、資本、食糧、再生不可能資源、

汚染の）レベルを評価するのは不可能であ

る。こうした比較的単

純なシステムでさえ構

造は複雑で、将来の動

向は簡単に理解できな

い」。Meadowsは、人口

や産業の成長などの正

のフィードバック・ル

ープと汚染などの負の

フィードバック・ルー

プの双方の検討を提案

している。負のフィー

ドバック・ループは成

長がシステムの環境容

量の限界に近付くにつれて強まる。我々の惑

星の環境容量の限界が近付いたとき、何が起

こるかを予測するのは不可能であるが、少な

くとも現代的な高消費型生活を送る人々には

こうした上限が近付いていることが示唆され

ている（Wackernagel他、2002年）。実際、WWF

の生きている地球指数（Living　Planet 

Index）などの指標は、我々の生活が地球の長

期的容量を既に超えていることを報告してい

る（WWF 2008年）。 

”
“    倫理原則を変化のプロセ

スと意志決定に統合すれば、我々

一人ひとりが世界の環境システム

を崩壊に追いやっているフィード

バック・ループを断ち切るための

一役を担うことができる。
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現在の環境課題への倫理的理念の適用を促す

ためには、科学や伝統的知識に加えて、地球

憲章の枠組みのような主観的で倫理に基づく

評価ツールが必要である。このように生物多

様性保全倫理を政策に統合することで、地方

レベルの取組みから世界的なものまで、生物

多様性保全の取組みにおいて倫理を追及する

ことが可能となる。

このような倫理ツールのひとつに予防原則が

ある。これは1992年のリオ地球サミットで最

初に提唱された。リオ宣言の第15原則は「深

刻な脅威もしくは取り返しのつかない損傷が

ある地域においては、科学的な根拠がないこ

とを環境劣化を防ぐためのコスト効果の高い

対策を延期する理由にしてはならない」とし

ている。この予防原則は現在広く受け入れら

れ、環境に影響を及ぼす可能性のある意思決

定に倫理的な懸念の配慮を反映する役割を果

たしている。

倫理原則を変化のプロセスと意思決定に統合

すれば、我々一人ひとりが世界の環境システ

ムを崩壊に追いやっているフィードバック・

ループを断ち切るために一役担うことができ

る。倫理は、集団行動と個人行動の双方にお

いて有効なツールにならなければならない

が、実際、こうした方向に向けた多少の前進

が多くの企業の「グリーン化（Greening）」に

よって示されていると言えよう（第15章）。 

同時に、倫理枠組みが異なると誤解や意見衝

突が生じる可能性がある。たとえば狩猟や

野生生物の大量虐殺、遺伝子組み換え生物

（GMO）の利用、人類の医薬品研究目的の動物

の利用に関する課題は、多くの論争を呼びメ

ディアからも注目されてきた。保全の倫理的

意義が拡大する近い将来、保全コミュニティ

は種と生態系の本源的価値とそれらの人間の

道具としての価値に関する議論に決着をつけ

なければならない。これは現在進んでいる生

態系サービスの価値評価（第４章）に関する

研究によって補完されるが、すべての価値の

統合を保証する取組みが不可欠である。 

より強固な保全倫理の構築は、長期的な生物

多様性保全を助ける根本的な手段である。今

後、我々は、すべての宗教が継承してきた環

境倫理の重要性に対する注目を強めている宗

教的指導者達と連携する必要がある。将来は

若い世代のものである。だからこそ、我々は

現在の若い世代を重視したうえで、すべての

人々に関連する課題に対応しなければならな

い。



人間の中心的役割3. 



人間は消費者や建設者、破壊者そ

の他さまざまなものになる。氷に

覆われていない地表の４分の３以

上が人間の居住と土地利用によっ

て改変された。世界的な保全の動

きの初期の段階から、生息域の転

換は自然保全にとって最大の脅威

とされてきた（今でもある程度こ

れは当てはまる）。国家的自然環

境保全のためという名目で（初期

には軍隊により実施された）アメ

リカ先住民をその歴史的居住地か

ら排除した「イエローストーン・

モデル」以降、人々は保護地域

（PA）から排除されてきた。  
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人類による開発行為は、いまや保護地域と農

地、森林、そして拡大する都市の間に土地利

用が押し込められる、という段階にまでき

ている。日々の暮らしを生態系に依存してい

る人々は、自然と人々の生活が両立できるこ

とを実証している。実際、人間は長い間自然

の一部であった。地域住民がこうした資源に

対する慣習的権利を持つと主張する声も大き

い。現在、ほとんどの保全団体は保全の取組

みに人の要素を統合することの重要性を認識

しているが、人間の介入がほとんど無い原生

的自然地域は少なくとも一部の種（大型捕食

者など）の保全に不可欠であり、さらに「手

付かずの」生息域の保全が、人間の介入で改

変された生息域との比較のために必要である

という議論も一部ある。

過去数十年間に、IUCNをはじめとする多数の保

全組織が、生物多様性保全に関する地域社会

の組織能力を育成・重視する新しいイニシア

ティブを発足させた。こうしたイニシアティ

ブは、健全な生態系はすべての人々に不可欠

なサービスをもたらすという考えに基づいて

いる。しかしながら、砂漠化や土壌肥沃度の

低下、水汚染は深刻度を増し、人間のニーズ

を満たす生態系の能力が損なわれ続けてい

る（ミレニアム生態系評価、2005年）。

2005年のミレニアム生態系評価（MA）では、全

ての生態系サービスのうち、60％が劣化して

いることが報告された。人間が生態系に依存

できる程度は減る一方で、食糧源も減ってい

る。小麦、トウモロコシ、米、イモの４種の

みで人間が摂取する植物に由来するカロリー

の半分以上が供給されている（Pirages　＆ De 

Geest、2003年）。気付かないうちに、人間は

自分たちがさらされる生態系変化によるリス

クを増やしており、こうしたリスクをいかに

管理するかが結果を大きく左右するものにな

る。

一般的に、保全コミュニティは貧困と生物資

源・生態系サービスの減少の間に相関がある

ことを受け入れている。この保全と貧困削減

の課題については他の章で詳しく述べる。

また、保全関係者は富がこうした資源とサー

人間の中心的役割



ビスに及ぼす影響もまた明白であることを認

識している。消費パターン、開発の選択、富

の分配、政府の政策、技術は人口変化による

環境影響を軽減することもあれば、悪化させ

ることもある。今日の産業経済が消費するエ

ネルギーと原材料の量は持続不可能なレベ

ルであり、大量の廃棄物と汚染物質が排出さ

れている。国連環境計画（UNEP、2003年）が

指摘しているとおり、生態系の汚染と損失は

消費の生じた場所から非常に離れた国で起き

ることが多い。製品とサービス毎に製造、使

用、廃棄の環境影響が異なるので、消費者の

行動・選好は環境に大きな影響を持つ。さら

に、消費者選好は一定ではなく、価値制度

の変化によって消費パターンは変動し、同時

に、消費パターンの変化によって価値制度が

変動する。これまで独立を保ち、比較的孤立

していた文化圏でさえ、市場とのつながりを

通じてお互いの結び付きを一層強め、有形財

の消費と所有に基づく新しい均一化された文

化が生まれている。天然資源を緩やかに消費

していた伝統文化は急速に衰退した。もしく

は、経済競争を追求する世界を生き残るため

に必要な比較優位を得るために、激しく変貌

した。国際化によってマスメディアと広告産

業の影響範囲が広がり、理想的な消費を幸福

と人間の福利と同義語とする価値体系が築き

上げられた。このような価値体系の持続可能

性は疑わしく、市民の不安を煽りさえするか

もしれない。

一般的に国際化と呼ばれる国際市場の一層の

統合は、「先進」国の消費パターンの拡大を

刺激し、環境と社会にも影響を及ぼすであろ

う。しかし同じ市場が保全に貢献する可能性

もあり、それについては第12章で議論する。

人間とそのニーズ、欲望が、現在我々が直面

している解決が急務な課題の原因であるかも

しれない。しかし、こうした課題を解決でき

るのも人間のニーズと欲望だけである。CBDで

は、生態系アプローチを開発・適用し、人間

とそのニーズが保全の成功に不可欠であるこ

とを明確に示している（http://www.cbd.int/

ecosystem/principles.shtml）。IUCNはこの

12原則を歓迎したうえで、これに加えて森林ラ

ンドスケープの回復や統合的水資源管理、沿

岸地域管理など多数の生態系アプローチの可

能性も認めている。

そのほか、文化や伝統知識の保護、権利に基

づく保全アプローチの促進、地域社会と先住

民の取組みなども統合が必要な課題である。

文化の多様性と生物多様性の関連付け

生物多様性と文化の多様性は重複することが

多く、一部では「文化的生物多様性」（Posey 

1999年、Jianchu　2000年）とも呼ばれてい

る。この重複は地図の上でも明らかで、文化

的な多様性に富む文化多様性のホットスポッ

トが生物多様性に富む地域に著しく重複する

ことがわかる（Maffi、2005年）。この重複は、

自然という概念が人々や文化から独立したも

のではなく、切り離せないものであることを

示している。

人間は、常に環境変化のリスクに対する保護

を文化の反映である社会構造と規範に頼る。

こういった社会的な適応手段は、資源の地域

での共有、家族や親類への依存、新しい技術

の導入、移住、行動変化の形をとる可能性が

ある。多くの文化から生み出された発明や慣

習を統合すれば、人間の変化に対する適応力

が強化される。このような文化的資源が衰退

した場合、人類の変化への適応能力は低下す

る。 

CBDは、伝統的な環境知識の重要性と保全の

取組みにおける先住民および地域社会の役割

の重要性を認め、締約国に対して 

保全と生物多様性の持続可能な利用に適し

た伝統的な生活スタイルを持つ先住民社

会・地域社会の知識やアイデア、慣習を尊

重、保護、維持し、このような知識やアイ

デア、慣習の所有者の承認と関与を得て、

幅広い適用を促し、このような知識やアイ

デア、慣習の活用に由来する利益の衡平な
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配分を求めている。

CBDのもとで、伝統知識は国際的な法的枠組

みの一部となる。人々と環境保全の関係に対

して体系的なアプローチをとる事で、人間と

生物多様性、ランドスケープが複雑に統合し

たひとつのものを形成することがわかる。ま

た、このアプローチによって、先住民の女性

と資源管理、生物多様性の関係の構築などの

革新的な保全戦略が可能になる。

人間は自分の行動を変える能力を持ってお

り、望めば環境変化に対応できる能力を生

み、自然のシステムに対する人間活動の影響

を軽減し、保全を促進することができる。IUCN

は、自らの作業プログラム全般で、活発に文化

と人々の暮らしに関する課題を統合している。

その事例として、保護景観に係る作業部会と

保護地域の文化的・精神的価値に係る作業部

会を通じた世界保護地域委員会（WCPA）の活動

や森林景観回復プログラム等が挙げられる。

この統合的アプローチは、事実上すべての保

全プログラムの一部になりつつある。こうし

た政策および保全の全体的な考え方の変化に

ともなうひとつの課題は、多くの地域社会が

往々にして資源管理アプローチの経験に乏し

く、必要な技術と能力に欠けるにも関わら

ず、こうした地域社会に保全プロジェクトの

管理の役割が期待されていることである。こ

の課題のひとつの解決策は、従来の技術を活

用し、すでに地域社会や先住民社会で使われ

ている能力と技術、伝統文化を支援し、強化

することだろう。地域文化の多くにおいて、

すでにその土地と資源はうまく管理されてい

るが、現代の国際化社会の新しい圧力に適応

するための支援が求められている。このため

に、地域のプロセスと従来の保全行動を、新

しい国家・国際資源管理構造に統合する適切

な方法を見つけなければならない。

権利を基盤とする保全アプローチ

ダム建設や都市化、道路建設、森林伐採事業

などの大型開発プロジェクトと近代的農業

プロジェクトの多くが、その影響が及ぶ地域

住民の権利について十分な注意を払っていな

い。同様に、保全コミュニティは「保全活動

はときに人間の福利に影響を与え、人権の侵

害、強制移住、特に先住民・地域社会による

地域生活への悪影響など人権を軽視する」こ

とを認識している（IUCN、2008年e）。この認

識を踏まえ、IUCNは「自然の価値を認め、保全

する公正な世界」というビジョンを掲げ、自

身の取組みに権利を主体とするアプローチを

適用するよう定めている。これによって、人

間の権利や土地所有権、資源利用権、先住民

と地域社会の慣習的権利に対する十分な配慮

が確保されよう。 

権利を主体とする保全アプローチの課題は、

ほんの30年前まで大部分の国がほとんど権利を

認めていなかった少数民族の先住民に特に関

連するものである。これによって旧来の保全

の考え方に大きな影響が及んだが、以前の考

え方の名残が今でも保全活動の一部に見られ

る。比較的最近まで、先住民は往々にして法

的身分もしくは正式な土地所有権を持たなか

ったので、保全組織が直接彼らと協働するの

は容易ではなかった。人権の促進と人権に基

づく開発アプローチの拡大にともなって、伝

統的知識と先住民社会の価値が明白に言及さ

れる様になり、先住民の権利が認識され、向

上する様になっている。2003年の第5回IUCN世

界公園会議におけるダーバン宣言の採択と2007

年の先住民の権利に関する国連宣言の採択に

よって、IUCNの活動展開においては、直接関与

する人々の自由意思に基づく事前情報のもと

に得られた合意が保証されるようになった。 

この権利と法的身分の重視は、国際的な民主

化プロセスに結びついている。透明性と一般

参加を重視すると、資源管理はより一層コミ

ュニティを基盤とするものになり、IUCNに課題

と機会の双方を提示する。

人間と生態系、もしくは生態系のなかの人間

地域社会、そして特に先住民は政治・経済的



に最も軽視されている場合が多い。同時にこ

うした人々は最も生物多様性に富む地域に住

むことが多い。Sobrevila（2008年）による

と、伝統的な先住民居住地域は世界の陸地の

22％までを占め、地球の陸上の生物種の多様

性の80％を支えている。

従来型の現代的保全活動は往々にして地域社

会から拒絶されるが、これは地域住民が意思

決定に十分に関与していない場合、特に顕著

である。その結果のひとつが生息域の劣化と

生物多様性の損失の継続である。たとえば国

立公園のイエローストーン・モデルは、西ア

ジアや北アフリカなどさまざまな地域で反対

にあっている。これは、このような地域に保

護地域がないわけではなく、むしろ地域住民

が公式な法的枠組みの外で資源を保全する独

自の方法を持っているためである。こうした

独自の方法の一部は、国際法や国内法規制に

よって認識されていないために軽視されてい

るが、西アジアの牧草地のヘマ（Hema）などの

伝統的な保全アプローチは、現代的な条件の

保全の実行可能なアプローチとしても利用で

きる。

ほとんどの保全プログラムは長期的な維持管

理活動が必要で、地域社会との協働が有用

である。保全は公益として捉えられるので、

公的資金を利用するという議論の可能性があ

るが、（特にIMFによって歳出制限が課せられ

ている途上国においては）公的資金が不十分

な場合が多い。基金や開発機関、非政府機関

（NGO）、慈善家の貢献は非常に大きなものだ

が、保全にはほとんどのドナーが意図する期

間よりもかなり長い期間にわたる永続的な支

援が必要である。その結果、保全プロジェク

トは資金の減少とともに脆くなる。この困難

を克服するために、保全関係者は地域社会制

度との結び付きを構築し、地域社会からの支

援の獲得に努めている。多くのプロジェクト

において、分権化され地域に支持された保護

地域プログラムなどのように、地域が主体と

なったプロジェクトの維持・継続はコスト効

果が高く、成果も大きい。

保護地域管理における地域社会の重要性を認

識した成功が見込まれる展開のひとつは、先

住民社会によるセルフ・ガバナンスと管理の

ためのIUCNの世界保護地域委員会による新し

いアプローチである。国立公園として指定さ

れた中南米の地域のおよそ86％は先住社会か

地域社会の永住地もしくは一時的居住地であ

り（Amend & Amend、1995年）、このアプロー

チはこうした保護地域の内部や周辺にすでに

存在を確立している先住民社会を活用するも

のである。また、地域資源のセルフ・ガバナ

ンスも保全と観光の統合などの機会を通じて

地域社会の貧困削減を促すであろう。

地域社会との協働には、気候変動や侵略種、

持続可能な生活、健康などの環境に関連する

課題へ取り組むための支援が欠かせない。こ

れらの各要素についてはそれぞれの章にて詳

細を議論する。伝統的知識は、気候変動適応

と極端な事象に対する脆弱性低減のための重

要な土台であり、伝統的知識の損失は地域住

民の変化に対する脆弱性を高める（Ford、2006

年）。

全ての関係者を保全に参画させるには、マニ

ュアルや技術支援、天然資源と経済開発ニー

ズの均衡をとるための実際的かつ容易に利用

できる指針などのツールや技術を資源管理者

に提供する必要がある。継続的な貧困削減と

持続可能な開発を達成するために必要な、補

完的技術の利用機会を促進すべきである。地

域社会が依存する天然資源の保全と管理のた

めに地域社会を強化し、幅広い資源の管理に

おいては近隣組織との協力を促進しなければ

ならない。

同時に、社会平等・男女平等に基づいたアク

セスの権利を通じて、土地所有権を改善し、

先住民に集団的な法的身分を与え、持続可能

な利用のための再生可能天然資源管理のため

に市民社会の力を拡大するよう政府を促す必

要がある。援助機関と政府は、資金を提供す

る貧困削減活動に適用する環境と生物多様性

の保全を統合する方針・政策を開発し、施行

すべきである。権利を主体とする保全アプロ
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ーチ、実施方法、経験共有の促進方法、政府

やコミュニティ、民間セクター、保全団体の

責任など、保全と人権に関する政策の形成が

急務である。



生態系サービス：
自然が人間にもたらす恩恵4. 



生態系は、大気や水を浄化するプ

ロセスや作物の受粉、廃棄物の分

解、害虫や疾病の管理、極度の

天災の調整などのプロセスを助け

る。水や食糧、繊維、燃料、医薬

品は、すべて生命の複雑な網によ

って生産される。芸術や文化、宗

教のインスピレーションも自然が

源であり、娯楽や精神的な満足も

自然によってもたらされる。 

41

地球の生命は20億年以上にもわたって継続

し、栄養循環機能や、進化の原動力となった

捕食者‐被捕食者の相互行動、さらに地球の

生命を支える大気を供給する生態系を形成し

てきた。進化の過程で我々の先祖はこうした

多くの基本的機能の恩恵を受け、我々の種

は現在の文化的多様性に到達した。灌漑農業

の確立による文明化にともない、人間はより

幅広い生態系サービスの恩恵およびそれを軽

視することの危険性を認識し始めた。たと

えば、プラトンは紀元前400年に森林伐採が

浸食と泉の枯渇の原因である事を指摘した

（Goldin、1997年）。9世紀のアラブの医薬論

文には、灌漑や輪作、汚染管理などを含む農

業技術に関する高度な思考が記録されている

（Watson、1983年）。

インドと中国、東南アジアでは文明化によ

り、水と窒素を固定する藻によって灌漑によ

る稲作生態系を創出し、古代で最も豊かな文

化を実現した（McNeely　＆　Wachtel、1988

年）。 

より近年では、科学と技術を融合し、化石燃

料エネルギーを農業と製造業に利用すること

で、20世紀に４倍となった世界人口を賄うに十

分な食料やその他製品を作り出している。人

口増加の加速につれて、成長の潜在的な上限

に関する懸念が広がっている（Malthus　1798

年、Meadows他　1972年）。さらに最近で

は、1,300名以上の科学者が結集したミレニア

ム生態系評価（MA）によって、世界の生態系サ

ービスの現状と生態系の変化が現在および将

来人間にもたらす影響に関する報告がなされ

た（MA、2005b）。MAは、評価した生態系サー

ビスのうち60％が劣化、もしくは地球規模で持

続不可能に利用されていると結論し、生物多

様性と生態系の保全が急務であることを示す

確たる科学的根拠を示した。 

生態系サービスの分類

では生態系サービスとは一体何なのだろう

か。簡潔にいえば、生態系サービスとは生態

系が人間にもたらす恩恵である。「生態系」

の考え方は、一定の範囲における生物多様性

の構成要素間の相互作用と生物と非生物環境

の間の相互作用に焦点を当てる。実際、こう

した相互作用は人間が生物多様性から受ける

恩恵を支え、調整、供給する。人間は幅広い

生物多様性の個別要素からサービスを得るの

ではない。むしろ、サービスは生態系と全体

として機能する生態系構成要素によってもた

らされる。生態系が劣化すると、こうしたサ

ービスも減少する。これがIUCNの生態系およ

生態系サービス：
自然が人間にもたらす恩恵



び生態系サービス、これらを支える生物多様

性の保全重視の正当性の基盤である。

人間は往々にして生態系の劣化をもたらす

が、回復させることもでき、生態系の管理に

有効に介入し、多様なサービスのバランスを

変え、こうしたサービスを供給することもで

きる。森林管理者や湿地管理者、耕作地管理

者、庭師はみな、ひとつの生態系を管理して

いることを自覚している。野生での種の保全

を重視する人々でさえ、孤立・独立した種は

存在せず、むしろ種の生存はそれが一部とな

っている生態系の他の構成要素との関係に依

存することを認めている。

ミレニアム生態系評価（MA、2003年）は、生

態系サービスを基盤サービスと調整サービ

ス、供給サービス、文化的サービスの４グル

ープに分けた（図4.1） 

基盤サービス

基盤サービスには一次生産や栄養循環、水

循環、受粉、生息域の提供が含まれる。人間

への恩恵は間接的で、その働きは生態系によ

る文化的サービスと調整サービス、供給サー

ビスの供給を可能にすることである。たとえ

ば、食糧生産という供給サービスは栄養循環

や土壌形成、水循環、受粉という基盤サービ

スに依存している。経済学的視点からみれ

ば、基盤サービスの価値は、（しばしばそ

うではないが）我々が生態系から得る直接

的恩恵（食糧や水など）の価値を通じて捉え

られるべきであるので、基盤サービス自体を

直接的に価値づける意味はない。　　　　　

供給サービス

供給サービスは生態系によって生産される製

品である。これらは（上述のとおり、基盤サ

ービスに完全に依存するが）ほとんどの人に

とって最も分かりやすい生態系サービスであ

図4.1　生態系サービスの分類の枠組み（MA、2003年）

供給サービス

生態系によって  

生産・供給される製品

• 食糧 

• 淡水

• 薪

• 繊維

• 生化学物質 

• 遺伝資源

基盤サービス

その他の生態系サービスの生産に必要なサービス

• 土壌形成

• 栄養循環

• 一次生産

調整サービス

生態系プロセスの調整から  

得られる恩恵

• 気候調整

• 疾病調整

• 洪水調整

• 解毒機能 

文化的サービス

生態系から得られる  

非物質的恩恵

• 精神的恩恵 

• 娯楽 

• 審美的恩恵

• 感情的恩恵

• 教育的恩恵 

• 社会的恩恵

• 象徴的恩恵
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り、生態系に由来する最も目に見えやすい恩

恵である。野生種の遺伝資源から我々が食糧

源として大きく依存する栽培植物・家畜ま

で、容易に市場で価値が付けられ取引される

ので、供給サービスはその直接消費によるも

の以外の恩恵も人間の生活にもたらす。その

プロセスはほとんどその様には認識されてい

ないが、食品や薪、天然医薬品を買うたびに

人間は生態系サービスに対して支払いを行っ

ていることになる。供給サービスは世界人口

に食糧、天然繊維、医薬品、遺伝資源を供給

し、化石燃料が利用不可能な世界人口の３分

の１の燃料需要を満たす。

調整サービス

調整サービスは、我々が生活する環境に対し

て生態系が影響を与えることを通じて得られ

る恩恵で、大気の質や気候、水質・水量、害

虫や疾病、嵐などの天災などの調整が含ま

れる。調整サービスは異なった規模で機能し

ている。たとえば気候システムの調整は世界

規模であり、水流の調整は河川流域規模、風

と嵐の調整は発生地域規模である。調整サー

ビスの経済的価値を測るのは容易ではなく、

国民経済計算のシステムにおいてはほとんど

認識されていない。調整サービスの一部は、

そのサービスの変動がいかに人々に影響を与

えるかによっては基盤サービスとして捉える

こともできる。たとえば土壌の保持と形成は

直接的に水質を調整するが、人間も土壌形成

の間接的な恩恵を、例えば食糧生産という供

給サービスを通じて受ける。経済学者は新し

い形式の生態系サービスへの支払い（PES）を

創出するために、現在これらのサービスの価

値付けを可能にするアプローチの開発に取り

組んでいる。

文化的サービス

文化的サービスは物質ではなく、人間が生態系

から得る、時として無形の恩恵である。文化

的サービスには生態系のもつ審美的な側面や創

造性、精神面、宗教面の恩恵や教育・科学、特

にそこに暮らす人々にとっての景観や生物種に

対する文化的親近感や歴史的遺産価値などが含

まれる。文化的サービスは人間の価値基準や行

動に密接に結びついており、社会や経済、政策

的立場によって大きく異なることもある。生態

系に由来する文化的価値とその他の無形な恩恵

は往々にして価値を測るのが難しいが、個人と

社会に基本的な恩恵を供給しているのは確かで

ある。パンダやクジラなどの種や自然観察か

ら得られた科学的洞察に見出す価値、多くの

人々が神聖な森や偶像的な生物種に抱く精神

的・文化的親近感の価値がどれほどであれ、

生態系の文化的サービスは我々の身体と心、

魂に恩恵をもたらすものである。その他の多

くの文化的サービスとは異なり、自然と生物

多様性に由来する娯楽・観光面の恩恵は現在

でも測定可能で経済学的に定量化できる。こ

うしたサービスは、地方、地域、国家レベル

の主な収入源となっており、多少のトレード

オフはあるものの、地域社会の生活の質の改

善に大きく貢献している。　　　　　　　　

生態系サービスのための政策と計画立案

ここ20年の間に生態系サービスの重要性と価

値に関する理解が高まり、いくつもの大きな

イベントが開催され、そこから重要な政策イ

ニシアティブが創出されてきた。このうち最

も特筆に値するのは、1992年6月にブラジル、

リオデジャネイロで開催されたいわゆる地球

サミット、国連環境開発会議である。 

地球サミットの大きな成果のひとつが生物多

様性条約（CBD）である。CBDは現在191ヶ国に

支持されている。生態系サービスの考え方は

CBDの目的に明記された「持続可能な利用」と

「恩恵」のコンセプトを通じてCBDに深く包

含されている。生態系サービスは、2000年に

国連総会が8つのミレニアム開発目標（MDG）

を採択した際にも認識された。この7番目の

目標「環境の持続可能性の確保」は明確に

生態系サービスの維持と生物多様性の保全

（Melnick他、2005年）を達成目標としてい



る。2年後に南アフリカのヨハネスブルグで開

かれた持続可能な開発に関する世界首脳会議

（WSSD）では、ミレニアム開発目標が支持さ

れ、ミレニアム開発目標に対する進捗テーマ

を国際政策の中核に統合した。

国家レベルでも生態系サービスの供給を維持

するための政策が採択されている。ECOLEXデ

ータベース（IUCN、FAO、UNEP共同の取組み）

で「生態系サービス」を検索すると602以上の

国内法における言及が見つかる。なかでも供

給サービスに注目したものが一番多いが、こ

れは供給サービスが最も明白で測定が容易で

多くの租税収入に利

用されているためだ

ろう。

生 態 系 サ ー ビ ス の

価値を認めるための

そ の 他 の 主 な 政 策

は 、 生 態 系 サ ー ビ

ス 市 場 の 開 発 で あ

る 。 コ ス タ リ カ は

生態系サービス市場開発のための初めの一

歩をとった国の格好の例である（Rojas　& 

Aylward、2003年）。コスタリカは長年エコ

ツーリズム産業の世界的リーダーであり、娯

楽的な生態系サービスを販売してきた。1990

年代には、高地の耕作者による水供給のため

の森林管理・回復に対して下流のコミュニテ

ィと企業が支払いを行う制度を開発した。最

近では、他の熱帯諸国とともに気候調整のた

めの炭素隔離とバイオマス貯留の経済的便益

を捉えるひとつのアプローチとして、森林減

少・劣化に由来する温室効果ガス排出削減

（REDD）のためのインセンティブと資金調達に

関する手法を活発に開発している。

政策や市場における生態系サービスの重要性

の高まりを踏まえ、国家や地方政府、非政府

組織（NGO）は生態系サービスを最も望ましい

形でもたらすアプローチを模索している。効

果的な計画を策定する鍵は目的を明確にす

ることである。たとえば、ある機関は清潔

な水の利用機会をもたない人々の割合の半減

（ミレニアム開発目標７の一部）を目的とし

ているが、このような目的を明確にした後

は、データを収集し、モデルを構築して、

（浄化もしくは脱塩化のための）インフラの

設置や衛生改善、流域内の森林生息域の管理

など、この目標の達成を助けるオプションを

把握することができる。オプションの組み合

わせや空間的構成が異なれば、コストや恩恵

も異なる。コストには直接的な建設・管理、

モニタリング、評価だけでなく、機会費用

（森林生息域の維持のためには、森林伐採を

あきらめる必要があるなど）も含まれる。恩

恵には直接目標に貢献

するものから、複数の

生態系サービスを「束

ねあわせ」たり、もし

くは他の投資を呼び込

むために「細分化」し

（たとえば森林生息域

の管理はREDDへの投資

機会ももたらす）、間

接的に目標達成に貢献

するものがある。こうしたデータを入手すれ

ば、コスト便益分析や逆オークション制度を

利用して最低のコストで目標を達成する（も

しくは一定の予算内で目標に最大限近い成果

をもたらす）計画を練ることができる。 

価値の評価とその先

生態系サービスの考え方は、市場取引される

財・サービスを重視し、生態系の価値やその

他の非市場便益を軽視する傾向のある現在の

市場の力のアンバランスに光を当てるもので

ある。保全関係者は、生態系サービスの全価

値に対する意識向上を促進し、政策決定者が

行動を起こし、人間の福利と生態系の健全性

の真の関係をより望ましく反映するように市

場が改革され、その結果自然環境保全が促さ

れるよう望んでいる。このためにしばしば行

われるのが特定の生態系サービスの価値を金

銭に換算し、経済的根拠を作ることである。

”
“    世界の多くの文化や宗教

には、生物多様性に固有の価値を

尊ぶ価値観が深く根付いている 
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この後、生態系サービスのための支払いな

ど、潜在化している価値を実際のキャッシュ

フローと行動変化に変換するメカニズムが導

入される。

そのための第一歩は、生態系サービスの価値

の評価である。生態系と生物多様性の経済学

（TEEB）の研究はまさにこれを目的として実

施されている。この研究の中間報告書（EC & 

BMU、2008年）は人間の福利は完全に「生態系

サービス」に依存しているとし、しかしなが

ら生態系サービスのほとんどが公共財で明

確な所有権や市場、価格がないので、経済政

策や決定に適切に反映・統合されていない。

その結果、保全のコストと利益を完全に理解

できないため生物多様性が失われ続けている

としている。TEEBは、生態系サービスの価値

評価を助ける経済ツールの開発・普及を通じ

て、この状況が修正されるよう願っている。

同時に、多くの人々が道徳や生物多様性の本

源的価値を重視し、自然を単純に功利的に捉

えることを嫌がる。これらの価値の評価が

難しいのは周知の事実であるが、政策に反映

するアプローチはすでに複数確立されている

（絶滅危惧種の保護に関する法令を通じてな

ど）。自然の本源的価値は、他の道徳的価値

や偉大な芸術作品や、おそらくは人権などと

いった文化的価値と同じように捉えられるだ

ろう。

生物多様性の本源的価値の尊重は、多くの

文化や宗教の世界観に根付いている。世界

のすべての宗教が、自然界の保護あるいは

自然界への配慮という考えを包含している

（Gardner、2002年）。これは重要な政治哲

学者も同様である。しかし、このような価値

は自然を構成する要素の間で均一ではない

（ほとんどの文化が植物や微生物よりもカリ

スマ性のある動物種により高い本源的価値を

与えているなど）。現代の思想家では、E.O. 

Wilson（1984年）が進化の基盤の詳細など本

源的価値を最も活発に発信している。

経済発展する世界において、自然の本源的価

値と生態系サービスの価値評価の占める位置

は、その目的の明確化によって特定する事が

できる。経済発展の目的は人間の福利の改善

である。生物多様性保全の目的は、何よりも

まず不可逆の種の絶滅速度が自然の程度を超

えない事を保証したうえで、生物多様性と生

態系を維持・回復することである。生態系サ

ービスの価値評価は、人間の福利と生物多様

性保全の両方を促すという２つの目的をもつ

手段であり、価値評価自体が目的ではない。

生態系サービスの考え方は一部から批判され

た（McCauley、2006年）が、こうした批判はす

べて反論可能なものである（McNeely他、2009

年）。 

• 一部の自然の構成要素は、文化的恩恵以外の

生態系サービスをほとんどもたらさない。こ

のため、たとえば南アフリカの半砂漠植生の

2,000種近い固有植物などの保全に対する支

援を唱える戦略はほとんどない。しかし、同

地域は特に重要なオプション価値や南アフリ

カ人にとって高い文化的価値を持つかもしれ

ない。生態系サービスに基づく議論は経済性

に関するものだけではない。 

• （2008年に全世界で起こったように）市場

は大きく変動する。市場価値が今日よりも

明日低くなる場合、我々は自然資産を現金

化すべきだろうか？答えはもちろん否であ

る。生態系サービスのすべてが経済的価値

の評価に従属するわけではなく、意思決定

において本源的価値や文化的価値、経済的

価値のすべてを考慮することを生態系サー

ビスの考え方は奨励している。本源的価値

と経済的価値の双方が高ければ最も強い保

全根拠となる。 

• 保全の根拠として生態系サービスに依存す

ることは、生態系サービスと同じサービス

をもたらすより安い方法が人工的に実現で

きる場合、生態系がなくても問題ないとい

う議論を引き起こす可能性がある。しかし

この懸念は、生態系が複数のサービスをも

たらすことを意思決定において考慮するこ



とによって、その重大性が薄れるだろう。 

• 自然保全がもたらす世界的な経済利益より

も自然破壊がもたらす地方経済の利益が大

きい場合、問題が生じやすいのは明らかで

ある（例：ビクトリア湖へのナイルパーチ

の放流。これによって地方経済には活況が

もたらされたが、湖の固有魚種は大打撃を

受けた）。このようなトレードオフは資源

管理においては珍しくないが、トレードオ

フが避けられない場合、その決定において

生態系サービス全体を考慮することは有用

であろう。コスタリカの経験は、生態系サ

ービスの考え方がいかに実際的で好ましい

成果をもたらすかを実証している。

Oates（1998年）は、第5の根本的な懸念を提

唱した。それは保全事業自体に対して経済が

「崩壊をもたらす」影響である。しかし、生

態系サービスの考え方は多くの資源管理課題

にとって有用である。Reid他（2006年）は、

「我々の星は、人間にとって有用な生態系サ

ービスと有害なサービスをもたらすシステム

のモザイクである。積極的にこうしたサービ

スの流れを測り、受益者を把握し、望ましい

管理と利益共有を促進する政策やインセンテ

ィブ、技術、規制を検討しなければ、このよ

うなシステムの効果的な管理はできない」と

指摘している。

どんなツールであれ不適切に使用される可能

性はあるが、近年の分析によると、価値評価

と生態系サービスへの支払いは適切に用い

れば保全に大きく貢献するとされている。特

に、生物多様性保全の優先事項と生態系サ

ービスの価値の間の空間的対応に高い一致

（Turner他、2007年、Polasky、2008年）もし

くは少なくとも部分的一致が見られる（Chan

他、2006年、Naidoo他、2008年）ことが新し

い証拠によって示されている。これは、生物

多様性の面から優先順位の高い地域の保全活

動への投資が、少なくとも一部の高い生態系

サービス価値ももたらすことが多いというこ

とを意味している。熱帯地域の生物多様性保

全と貧困緩和のニーズからみると、優先順位

の高い地域はある地域に集中している。これ

を踏まえると、生態系サービスの考え方に基

づいて、IUCNや他の保全団体が持続可能な将

来へ向けてたどるべき生産的な道が見えてく

る。
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5. 気候変動と生物多様性
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気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、2007年に第４回評価報

告書を発表し、近年の温室効果ガス（GHG）排出が産業革命以前の値

を大きく上回るという初期の発見を再度確認したうえで、1995年から

2005年までの10年間にこれまで以上に排出量が急増したと追加した

（IPCC　2007a）。北半球では等温線（気温が同じ地域を結ぶ線）が10

年間で40kmの速度で移動している。これによる生息域の損失や汚染な

ども加わって、一部の種は適応が困難になるだろう（Hansen他　2006

年）。

生物多様性に関する主な発見として以下の点

が報告されている。 

• 気候システムの温暖化は、観測されている大

気・海洋温度の世界平均値の上昇や、雪冠と

氷河の溶解の拡大、海面水位の世界平均値の

上昇に明らかに証明されているとおり、疑う

余地がない事実である。

• 特に気温の上昇をはじめとする地域的な気候

変動に多くの自然システムが影響を受けてい

ることを、すべての大陸と海洋の大部分の観

測から得た証拠が示している。 

• 20世紀中頃以降の世界平均気温の上昇のほと

んどが、GHG濃度の人為的な増加に起因する

可能性が非常に高い。

IPCCの科学者が昨年発表した証拠（2009年

3月）によると、第4回評価報告書の悲惨な証

拠さえ楽観的すぎる。主に石炭を発電に利

用する中国とインドの急速な経済発展によっ

て、2000年から2007年の温暖化は過去最悪の

規模となった。     

Solomon他（2009年）は、気候変動がもたらす

影響の大きさは変動の規模だけではなく、潜

在する不可逆性にも関連すると報告した。二

酸化炭素排出による気候変動の大部分は、排

出削減に応えて気温が下がるまでに時間を必

要とするので、排出停止からおよそ1,000年後

まで不可逆的であると結論付けた。 

2009年12月の国連気候変動枠組条約（UNFCCC）

囲み5.1　気候変動で何が変化しているのか？

温室効果ガス濃度の上昇

その結果

気温上昇

海面上昇

海流の移動

大気・海洋化学の変化

極端な気象事象



COP15（コペンハーゲン）の準備会合として

2009年4月にドイツのボンで代表団が会合を開

いた際には、マンハッタンと同じ大きさの南

極氷板であるWilkins氷棚崩壊のニュースが気

候変動の加速の劇的な証左として代表団全員

の頭に刻まれ、このことがこの会合での交渉

に緊急性を追加する結果となった。 

図5.1に気温上昇の影響予測を図示した。

水

生態系

食糧

沿岸

保健

0	 1	 2	 3	 4	 5°C

0	 1	 2	 3	 4	 5°C

最大30%の種の　　　　　
絶滅リスクが高まる

地球全体で顕著な　　　　
絶滅が起こる

1980～1999年と比較した年間平均世界気温変化（℃）

1　「顕著である」はここでは40％以上とする。　2　2000年～2080年の年間平均海面上昇を4.2mmとする。

図5.1　気温上昇の影響（IPCC、2007a）

白化する

洪水・嵐の影響が増える

  世界の沿岸湿地の
  約3割が失われる

 沿岸洪水被害をうける人口が 
 毎年百万人単位で増える

湿潤熱帯地方と高緯度地域での利用可能な水が増加する

中緯度地方と半乾燥地方での水不足と干ばつが増加する

数百万人がより多くの水ストレスを抱える

              栄養失調、下痢、心肺疾病、感染症の被害が増える

熱波、洪水、干ばつによる疾病率、致死率が増える

一部の病原媒介生物の分布が変わる

                     保健サービスに大きな負荷がかかる

小規模の世帯・自給農家・漁師に複雑で局地化した悪影響が起きる

 低緯度地方の穀物生産が  低緯度地方の穀物生産が
 減る傾向が出てくる　 減少する

 中～高緯度地方の穀物生産が 一部地域で穀物生産が 
 一部増える傾向が出てくる  減少する

子午面循環が弱くなり生態系が変化する

陸上生物圏の正味炭素源化の影響を受ける生態系 
∼15%                                          ∼40% 

種の分布変動と自然火災リスクが増える

サンゴ礁白化が増える       大部分のサンゴ礁が       サンゴ礁の死滅が広がる
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我々の環境は、気候変動の影響だけでも激し

く変化しているが、気候変動はすでに自然に

負荷をかけている他の生物多様性の脅威の影

響も倍増・加速する。こうした脅威には、生

息域の劣化や汚染、侵略種、新しい伝染病や

過剰開発などが挙げられる。最終的には、実

質的にすべての生態系サービスの供給にまで

影響が及ぶ。こうした変化への対応が人類に

とって今後数十年間の主な課題となるだろう。

メディアや科学報告書によって醸成された

緊急性の意識によって、現在、気候変動はす

べての人、事業、保全関係者、地域社会、地

方政府、民間土地所有者、保護地域管理者そ

の他にとっての課題として広く認識されてい

る。気候変動への対応行動のために創出され

たこうした異なるセクター間のパートナーシ

ップは、生物多様性問題にとっても有益であ

る。緩和策による回避可能な影響の管理と適

応策による不可避の影響への対応のための行

動が今、必要とされている。 

気候変動と生物多様性

生物多様性に対する気候変動の影響はすで

に明らかになっている。1,700種を対象とし

たレビューでは、自然は気候の変化のトレ

ンドを追従し、両極に向かって10年間で平均

6.1kmずつ移動し、春の訪れは10年間で2.3日

早まっていることが分かった。これは気候が

すでに自然界を変えている確かな証拠である

（Parmesan他　2003年）。

先ごろ発表された「Climatic　Atlas　of 

European Breeding Birds」は、ヨーロッパの

ほとんどの繁殖鳥類の繁殖分布が400～500km

北に移動するだろうと報告している（Huntley

他　2007年）。爬虫類のような変温動物の多

くは、温暖化する世界で苦しむと思われる

（Kearney他　2009年）。両生類の絶滅に

も気候変動が関連してきた（Ron他　2003

年、Burrowes他　2004年、Pounds他　2006

年）。海洋魚類も水温上昇の影響を受ける

（Poertner　＆ Knust　2007年）。水温上昇

によって世界の海洋の酸素濃度が変わり、二酸

化炭素の増加によって海洋の酸性度が高まり

（サンゴ礁のような）海洋生物相の一部に深

刻な影響が及ぶ。気候変動は、種の分布、生

息数動態、生活史に影響を与え、その結果、

疾病分布パターンが変化するなどの影響が人

間生活にももたらされるだろう（囲み5.2）。 

囲み5.2　種に対する気候変動の影響の

事例

種の分布変化

• 海洋魚類（Perry他　2005年） 

• 南カリフォルニアの高山植物（Kelly & 

Golden　2008年） 

• 蝶類（Warren他　2001年） 

• 熱帯両生類・鳥類（Pounds他　1999年） 

• 英国の鳥類（Thomas & Lennon　1999年）

• ホッキョクグマ（Derocher他　2004年）

• ブリティッシュ・コロンビアの樹木分布

（Hamann & Wang　2006年）

生息数動態の変化

• 気温に性決定を依存する種の変化の可能

性（Scwanz & Janzen　2008年）

種の行動変化

• 昆虫の飛翔時期の早まり（Ellis他　1997

年、Woiwod　1997年） 

• 鳥類の巣作りや両生類の繁殖の早まり、

樹木の開花の早まり（Walther　2002年）

• ニシンの産卵シーズンの減少（Engelhard 

& Heino　2006年）

• 一部の甲殻類のカルシウム生成能力

（Gazeau他　2007年）



気候変動の種に対する影響は、分類学上もし

くは地学上の生物範囲に均等に波及するわけ

ではない。より脆弱な種グループに含まれる

ものには、すでに希少または脅威にさらされ

ている種、移動性の種、生息範囲が制限され

る種（生息域の狭い固有種）、南極・北極コ

ミュニティ、分布周縁に生息する種、遺伝的

多様性を失った種、高山や島に生息する特殊

な種などがある。生活様式や生息場所が特に

特殊なものは最も高いリスクにさらされてい

る。このような特性を利用し、種の保存委員

会（SSC）は、気候変動に脆弱で、絶滅リス

クが高まっていると思われる種の評価を行い

（Vie他　2009年）、以下を報告した。

• 鳥類の35％、両生類の52％、サンゴ礁の71

％が気候変動に特に影響を受けやすい特性

を持つ。 

• すでに脅威にさらされている鳥類および両生

類、サンゴ礁の70～80％は気候変動の影響を

受けやすい。 

気候変動は一部の種に好ましくない影響を及

ぼす一方、ある種にとって好ましい条件を創

出する。ある種を侵略種とする特性は、不利

な条件下で生存する能力と成長速度が速いこ

とならびに分布範囲が広いことであるが、こ

うした特性によってしばしば侵略種が気候変

動下で繁栄する。気候変動と侵略種は相互に

働き、適応限界を超えた状況に多くの在来種

を追いやる。たとえば、ムラサキイガイの侵

略種Mytilus　galloprovincialis は、カリフ

ォルニアに自生するムラサキイガイ（Mytilus 

trossulus）より高い水温と塩分濃度に耐えら

れるためにカリフォルニア南部・中部の海岸

線のほとんどの地域で在来種にとってかわっ

て繁栄している（Braby & Somero　2006年）。 

気候変動は、生態系レベルでも影響をも

たらす。両極の生態系と地中海盆地やカリ

フォルニア、チリ、南アフリカ、西オース

トラリアの地中海性生態系は特に気候変動

の大きな影響を受けるものと予想されてい

る（Lavorel　1998年、Sala他　2000年）。

「Status　of　Coral Reefs of the World」

の2008年改訂版には、正負両方の報告が含ま

れている。西太平洋とインド洋のサンゴ礁は

かつて海洋温度の上昇による深刻な白化現象

に悩まされたが、回復途上にあると報告さ

れた。しかし、気候変動と人的活動の影響

は、世界のサンゴ礁の長期的な生存にとって

いまだ大きな脅威である（Wilkinson　2008

年）。高地の生態系と雲霧林もリスクにさら

されている。土地利用と気候変動の相乗効果

によってブラジルの北東部の植生が変化し、

これによりアマゾン川東部の熱帯林がサバン

ナ化することが予想されている（Margin他

　2007年）。

気候変動は、確かに生物多様性の管理・保全

の方法を変える。Burns他（2003年）は、米

国の国立公園における哺乳類の多様性に対す

る気候変動の影響をレビューし、最大20％の

種の損失が起き、新しい種が急速かつ大量に

出現するために、保護地域が当初の保護目的

を達成するのが難しくなることを報告した。

管理組織は、将来の気候変動の可能性に適応

するために、今日どのように保護地域を設

計・管理するのが最良であるか決定し、（植

生や土壌、水への炭素貯蔵などによって）気

候変動要因の軽減を助けなければならない。

ユネスコの世界遺産委員会は、気候変動はす

でに世界の保護地域に影響を与えており、近

い将来その影響がさらに広がる可能性は高い

とし、その対応として各国による気候変動の

脅威への対応を支援する戦略を採択している

（UNESCO 2006年）。

種や生態系のレベルで測定できる影響が生じ

ているのは明らかであるなか、生態系サービ

スの供給にも影響が及ぶことは避けられな

い。たとえば、インド洋の温度が変化したた

めにアフリカ南部の降雨量が変化し、同地域

の農作物生産高が減り、食糧安全保障が低

下するという予測が科学者によって行われ

ている（Funk他　2008年）。反対に、生態系

はこうした影響の緩和に貢献する。Sheilと

Murdiyarso（2009年）は、森林が水循環と

降雨量の維持に果たす役割の可能性を報告し
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た。この発見とその他の同様の発見は、景観

アプローチによる気候変動への適応と緩和を

支持する大きな根拠となる。

島嶼国特有の課題

特に小さな島国は気候変動の影響に脆弱であ

る。海面上昇による国土面積の減少、海洋酸

性化による保護サンゴ礁の消失が起こる。ま

た、多様性が低いために植生が新しい気候に

適応できない。多くの島国ですでに汚染や生

息域の破壊、侵略的外来種、過剰収穫の結

果、環境の劣化が起こっている。さらに気候

変動の影響が加われば、最も頑強な種だけが

生き残ることが予測される（こうした種は往

々にして侵略種である）。

気候変動の影響に適応するための島嶼国によ

る取組みを支援するには、景観規模のアプロ

ーチが必要である。内陸の森林と湿地が沿岸

生態系と結びついているところでは、これ

らはひとつのものとして管理されるべきであ

る。さまざまな保護地域は、生態系に基づい

た気候変動影響への適応策を支援する景観モ

ザイクの重要な一部となる。

島嶼国は、気候変動の影響と緩和・適応行動

の影響の双方を研究する優れた実験地として

有用である。IUCNは「Mangroves　for　the 

Future」イニシアティブを通じて、他の機関と

連携して、沿岸生態系の持続的な管理と適応

能力の向上、沿岸生態系に依存するコミュニ

ティの適応能力の向上に取り組んでいる。 

緩和と適応、生物多様性

気候変動緩和は、管理できない事態が起きる

ことを避けることを、気候変動適応は、回避

できない事態を管理することを目的としてい

る。緩和および適応の双方における対策は、

動的な背景とすべての脅威への影響の連鎖、

関係者間における潜在的影響の理解に基づい

て立案される必要がある。2006年末、英国政

府は気候変動の経済に関する詳細報告書を発

行し（囲み5.3）、気候変動を止める行動は経

済学的にも有益であると結論した。この報告

書は、特に気候変動を遅らせるための非常に

コスト効果が高い方法として森林保全を重視

し、気候および保全のために森林伐採を避

ける事の正当性を述べている（Stern　2006

年）。

囲み5.3　気候変動に係るスターン報告書

の主なメッセージ 

気候変動が「現状のままの」シナリオの

もとで進行すると、世界のGDPの5％～20

％のコストが発生する。気候を安定化さ

せた低炭素経済への移行には世界のGDPの

約1％のコストがかかる。すなわち、気候

の安定化の利益はそのコストをはるかに

上回ることが分かった。

気候変動影響は各国間で大きく異なり、

前述の分析のとおり、途上国が最大の影

響を受ける可能性が高い。 

出典： Stern, 2006年



WCCの決議4.075などを通じて、IUCN加盟団体

は保全と生物多様性、気候行動の強い結び付

きを確認している。この行動は、森林や泥炭

地、草地、流域などの生態系と沿岸生態系の

気候変動の緩和および適応を助ける機能を認

めている。UNFCCCの国際的気候変動政策に関

して、IUCNは特に森林減少・劣化に由来する

温室効果ガス排出削減（REDD）と生態系を基

盤とした適応（EbA）という２つの重要な生物

多様性の機会に着目している。

REDD

REDDは、気候影響を緩和しながら世界の森林

資源と関連の生態系サービス、それに依存す

る人々の生活を保全する現実的な機会をもた

らす。20世紀に記録された地球温暖化の大き

な原因の一つは森林伐採と森林生態系の劣化

であり、世界のGHG排出量の17％を占めてい

る。これは全運輸セクターを超える数値であ

る。英国政府によるエリアシュ（Eliasch）レ

ビュー（2008年）は、「森林の損失に対応し

なければ、大気中の温室効果ガス濃度を安定

化させ、気候変動の最悪の影響を避けること

はできない」としている。

世界が頼れるもうひとつの資源は、世界の保

護地域の固定炭素ストック（森林）である。

これは炭素312Gtもしくは世界の隔離炭素量

のおよそ15％と推計されている（CBD　2008

年）。

しかし、UNFCCCのREDDメカニズムは最も直接

影響を受ける人々の懸念を統合していないた

めに失敗が避けられない。成功するREDDメカ

ニズムは、地域の森林依存社会を除外した

り、その権利を奪ったり、衝突を悪化させる

ものではなく、排出の永続的減少・追加的減

少の可能性を損なわないようガバナンスに注

意を払う必要がある。国家レベルのREDDメカ

ニズムを支えるために、各国政府は確固たる

国際合意とベストプラクティス指針を利用で

きるだろう。国連のあらゆるタイプの森林に

関する法的拘束力を持たない文書、生物多様

性条約の森林生物多様性に係る拡大作業プロ

グラム、先住民の権利に関する国連宣言など

がこうしたものに含まれる。

生態系を基盤とする適応（EbA）

生態系サービス（第４章）は人間の福利を支

えるもので、その一部は気候の調整や気候変

動影響の管理に不可欠なものである。一方、

避けられない気候パターンの変動は、生態系

がもたらすサービスの一部を損ない、人間の

生活を脅かす。地球温暖化の影響による海面

上昇、暴風雨、氷河の溶解、干ばつ・洪水は

数百万の人々の住居や生活を奪い、時にその

命さえ奪うことがある。

環境変化に際して、多様性に富むシステムは

回復力が高く、生態系の適応力も高いことを

示す証拠がある。種とひとつの生態系のなか

で同様の機能を果たす個体群の多様性が、環

境変化のなかで生態系プロセスを維持できる

確率を高める可能性が高い（McCann　2000

年）。EbAは、人間による気候変動影響への

適応を可能にするためのサービスの継続的な

供給を確保するために、生態系の管理、保

護、回復の戦略を策定し、実施する2ものであ

る。EbAは適応策としてコスト効果が高く、

迅速な効果が期待でき、実行可能な解決策で

ある。EbAには高潮時の洪水被害減少のため

の沿岸生態系管理などが含まれる。マングロ

ーブや塩沼その他の沿岸植生は、内陸への波

エネルギーの影響を軽減する天然のインフラ

となり、防波堤として働き、沿岸浸食を減ら

す。また、保護地域の効果的な管理と周辺地

域・海域の管理改善システムを通じた景観規

模の生態系回復力の維持・促進もEbAの例であ

る。 

気候変動の人間への影響は、地域や世代、年

齢、収入、職業、性別によって異なる。地域

社会は、往々にしてその地域の天然資源に最

も直接的に依存しているため最も影響を受け

ると思われるが、中でも特に、最も生態系が

脆弱な地域のコミュニティが影響を受けるだ

ろう。貧困層は途上国以外にももちろん存在

するが、変動への適応能力が限られているこ

 2 この定義は生物多様性条約アドホック技術専門家グループ（AHTEG）による気候変動と生物多様性に関する報告書案から

引用したもので、これに則している。
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と、さらに水や食料など気候変動影響を受け

る資源に依存していることから彼らは極度の

影響を受ける（IPCC　2007b）。反対に、こ

のようなグループが災害軽減や森林伐採、エ

ネルギー利用において主要な役割を果たす事

によって、変化の強力な主体となる事ができ

る。さらに、EbAは地方の貧困層にとって、技

術やインフラによる解決策よりも実行可能性

が高い適応手段である。EbAは、気候条件の

変化への適応を目的として、天然資源に関す

るジェンダー特定のニーズを統合しつつ伝統

的知識を利用し、先住民を支援する方法にな

る可能性もある。

気候変動の影響により貧困削減戦略の達成

が難しくなり、ミレニアム開発目標（MDG）

全般の達成への取組みが妨げられる可能性

がある。このため、貧困削減戦略と開発計

画の策定においては、貧困削減と気候変動

適応の双方に対応するための全体プログラ

ムの最重要要素としてEbAを取り入れるべ

きである。地域社会の気候変動影響に対す

る脆弱性と将来の適応に向けたオプション

の特定を助ける実用的なツールは多数ある

が、国際持続可能な開発研究所（IISD）と

IUCN、Intercooperation、ストックホルム

環境研究所（SEI）が開発した気候リスク・

スクリーニング・ツールのCRiSTAL　(www.

cristaltool.org)は、地域社会と共同で開

発・保全を計画する人々がプロジェクトに気

候変動適応ニーズを統合するのを助けるツー

ルである。 

その他の検討

気候変動影響の管理において、エネルギー選

択が緩和と適応の計画策定および実施にもた

らす影響は無視できない。これについては第

7章で詳細に議論する。気候変動の課題には、

権利に基づくアプローチおよび気候変動関連

の国際的文書間の相乗効果ならびに災害リス

ク軽減（第10章）を補完的アプローチとして

盛り込むべきである。

ストックホルム宣言（1972年）は、人間は「尊

厳と福利を伴った生活を許容する環境のもと

で、自由、公平、適切な条件のもとで生きる基

本的権利がある」と述べた。気候変動影響は、

これらの「適切な生活の条件」を助ける多数の

基本要素を危険にさらすことによって、人権に

影響を及ぼすものである。従って、すべての適

応行動には基本的な要素として人権への配慮が

含まれるべきである。2009年4月、国連人権高

等弁務官事務所は国連人権理事会の要請のもと

に気候変動と人権の関係に関する報告書を発表

した（国連　2009年）。 

気候変動に関する課題のガバナンスは、単

にUNFCCCや政府機関だけのものではない。気

候変動は生物多様性と結び付いているので、

その他多くの国際合意に基づいた行動が必要

である（McNeely　2008年）。たとえば、生物

多様性条約は炭素隔離と気候変動適応の双方

における生物多様性の役割を論じている。湿

地に関する条約（ラムサール）や砂漠化防止

に関する条約（UNCCD）は生息域に関するもの

で、生息域の効果的な管理は今後数十年間の

気候変動適応に貢献する。国連海洋法条約

（UNCLOS）は対象を海洋生態系に特定してい

る。近年の研究により、気候変動課題への対

応における海洋環境の重要性が示されてい

る。ボン条約（「移動性野生動物の種の保全

に関する条約」CMS）は、気候変動影響を受け

る可能性の高い種を対象とし、こうした種の

適応プロセスを支援するものである。資源と

時間は限られているので、こうした文書に基

づくより効果的な行動の協調と確固たる実施

方策の整備が重要な課題である。

気候変動適応と災害リスク軽減は補完的なアプ

ローチである。2005年から2015年を対象とする

兵庫行動枠組を通じて、各国は気候関連の災害

リスクの特定とリスク軽減対策の設計、計画立

案者や技術者、その他意思決定者による気候リ

スク情報の利用改善および日常的利用によって

気候変動適応と災害リスク軽減を統合する取組

みを進めている。 



気候変動は、現在の世界の変化の最も大きな要

因であり、生物多様性とそれが供給する生態系

サービスに対する脅威である。ポスト2012年気

候変動枠組みに関する議論と合意のために開か

れるコペンハーゲン会合で議論されるべき課題

には以下が含まれる。

• 森林減少・劣化に由来する温室効果ガス排出

削減（REDD）や生態系を基盤とした適応など

を通じて、気候変動緩和および不可避の変動

への適応のためのすべての取組みに生物多様

性配慮を統合する。

• ジェンダー・権利に基づくアプローチを主流

化する。

• 兵庫行動枠組のもとの取組みを適応計画・戦

略の設計および実施の際に考慮する。

しかし、やるべき課題は政府以外も抱えてい

る。幅広い生態系サービスへの支払いモデル

を提供する炭素市場などの斬新なインセンテ

ィブの開発を含む、経済の脱炭素化のために

国際経済を刷新する取組みに、金融危機の幕

開けという機会を利用すべきである。製品や

サービスに支払われる対価には「炭素の社会

コスト」を含め、原材料供給、生産、流通、

消費の全プロセスの気候変動影響を反映すべ

きである。これは輸出製品を含み、すべての

国に適用されなければならない。生産関連の

GHG排出を反映するために輸入製品への「炭

素料金」の上乗せを提案する声もある。輸入

品の炭素税は一部の人々にとって受け入れが

たい可能性があるが、地球の生存に必要であ

るという共通の確信をもって論ずることがで

きる。

保護地域は、保護地域がなければ失われる可

能性のある生物多様性を保全する事ができる

という価値を、すでに実証している。適切な

設計と管理が行われれば、保護地域は気候変

動の緩和・適応にも貢献することができる。

さらに、「追加性」を証明するという課題が

克服できれば、保護地域内の森林保護はREDD

に有意義に貢献する事ができるだろう。保護

地域を含む景観規模の生態系管理は、気候適

応計画の重要な側面となるであろう。 

気候変動緩和への取組みは、エネルギー選択肢

のひとつとしてのバイオ燃料の利用を含む代替

エネルギー戦略が、確かに気候や生物多様性、

生活への悪影響に対する防御策になることを保

証しなければならない。この点は、本章の最後

になったが決して重要性が低いわけではない。
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6. 保護地域：生命のために 



しかし、ダーバン宣言では懸念も表明され

た。地球の11.5％が何らかの形態で保護され

ている一方で、既存のネットワークは特に海

洋などの統合が不十分であり、生物多様性全

体を網羅していない。保護地域のコストと便

益の配分は衡平ではなく、資金調達も整備さ

れていない。その結果、多数の地域の管理が

妥協され、「多くの保護地域は書面上だけの

ものになっている」。地域社会や先住民、移

動性の民族の生物多様性保全における歴史的

役割や、彼らにとっての保護地域の価値が計

画の策定や実施において認識されたり、統合

されることはほとんどなかった。気候変動と

いった変化によって世界の保護地域の既存の

課題はさらに深刻度を増している。 

ダーバン宣言が掲げた成功と懸念は、もちろ

ん現時点でもその通りである。たとえば世界

遺産199ヵ所のうち、ガラパゴス諸島やイン

ドのマナス国立公園、コンゴ民主共和国の5

つの国立公園を含む13地域は「危機遺産」と

されている。この原因は内戦や観光、侵略種

の影響などである（ユネスコ　2009年。数値

は2009年5月時点のもの）。このユネスコの危

機遺産リストにも深刻な脅威に直面する世界

遺産のすべてが反映されているわけではない

（Badman他　2009年）。

バルセロナでは、これらの多くの課題の進捗

が議論された。こうした議論は本書のなかで

も取り上げている。第3章では地域住民と保

護地域の役割を、第5章では気候変動と保護地

域を、第9章では内戦と平和と公園を、第17章

では海洋保護地域を取り上げた。本章では保

護地域の代表性と管理効果、資金調達につい

て議論する。 

保護地域の代表的ネットワーク

保護地域として指定された11.5％の地域

の中にもいまだ大きな「ギャップ」があ

る。Rodrigues他（2004年）は、代表的保護地

域ネットワークの確立の手段として地球規模

の目標を掲げることの問題を指摘し、既存ネ

ットワークのいくつかの「ギャップ」を示し

た。調査対象となった種の少なくとも12％は

どこの保護地域にも存在しないこと、植物や

昆虫など固有性が高いその他の分類群はさら

に保護地域によってカバーされている割合が

低いことを報告し、生息分布が小さい種にお

いて「抜け落ちている種」の割合が高い傾向

2003年、ダーバンで開かれた第5回IUCN世界公園会議に結集した保全

コミュニティは、将来に向けた新しい枠組みとしてダーバン宣言を採

択した（IUCN　2003年）。同宣言は、生物多様性保全に加えて貧困削

減、経済開発支援、平和の促進における保護地域（PA）の重要な役割

を認め、過去20年間に保護地域数が3倍に成長したことを評価した。
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があるとした。 

この「ギャップ」をさらに詳細に特定し、こ

の問題に対する意識を向上させるツールを開

発しなければならない。この点に着目した重

要な取組みのひとつが2008年版世界保護地域

データベースである（2009年版がwww.wdpa.

orgより入手可）。これは非常に完成度の高い

オンライン・ツールで、これを使ってユーザ

ーは100,000以上の国立公園をクローズアップ

したり、上空を飛行したりして探検すること

ができる。 

もうひとつの前進はGoogle　Oceanである。こ

れは、IUCNとGoogle、その他のパートナーが

共同ですすめている既存の海洋保護地域ネ

ットワークに関する取組みである（http://

earth.google.com/ocean/）。このほか、世

界的に標準とされる基準としきい値を用いた

生物多様性重要地域（KBA）の特定、優先順

位付け、ギャップ分析を助けるガイドライン

の開発などのツールが利用できる（Eken他

　2004年）。保護地域管理者は、KBAの知識

があれば、ギャップ分析を行い、生物多様性

保全に向けたより包括的な保護地域ネットワ

ークの整備を行うことができる（Langhammer

他　2007年）。 

各国が国内の保護地域システムをレビュー

し、主な生息域と自然の特性が適切な管理分

類のもとで確実に保護されることが望まし

い。特に海洋保護地域（MPA）については配慮

が必要である（第17章）。現在、海洋保護地

域の数は5,000で、合わせて235万km2をカバー

しているが、これは排他的経済水域内の総海

洋面積のわずか1.6％に過ぎない。IUCNの世

界保護地域委員会（WCPA）と海洋プログラム

は、2010年までに海洋生息域の10～30％を保

護するために多くのパートナーとともに取り

組んでいる（Laffoley　2008年）。

保護地域の効果的管理

利用可能なツールとガイドライン、地域社会

の関与、侵略種、景観規模の保護地域管理ア

プローチの必要性などがバルセロナで議論さ

れた管理効果の課題である。

ダーバン以降、WCPAは既存の保護地域ネット

ワークの管理効果改善を助けるツールとガイ

ドラインの開発に精力を傾けてきた。Hockings

他（2006年）は、効果の評価枠組みを開発し

た。バルセロナでは、IUCN保護地域カテゴリ

ー・ガイドライン（Dudley　2008年）が発表

され、すべての保護地域の優先目標は自然保

護であるが、同時に保護地域は人間の生活の

向上に関する他の重要な目標も持っているこ

とが強調された。 

保護地域内や周辺に住む住民のニーズに対し

てもさらに慎重な配慮が必要である。Redford

とFearn（2007年）は、トレードオフや紛

争、利益の流れとコスト、法的課題等、多

くの保護地域管理が民主的になるにつれ対応

が必要となる数多くの側面について検討を行

った。地域社会における保護地域のコストと

便益についてレビューを行ったCoad他（2008

年）は、保護地域の生活への影響は保護地域

の状況、管理戦略、コミュニティのガバナン

ス関与に左右されると報告した。生活に対す

る主なコストは、トップダウン型の管理構造

をもつ保護地域（一般的にIUCN管理カテゴリ

ーI‐IIに関連するもの）に関するもの、あ

るいは管理・制度能力に欠け、ガバナンスと

土地所有権の問題が未解決の保護地域に関す

るものである。一方、コミュニティによる管

理スキームと持続可能な資源利用を許容する

保護地域管理（IUCN管理カテゴリーV‐VIに

関連するものなど）は有形の利益をもたら

す。Borrini-Feyerabend他（2004年）は、保

全とともに保護地域内の地域社会・先住民社

会の衡平を促進するためのメカニズムを議論

している。

生物多様性条約（CBD）や多くの政府、保全団

体は、地域住民および先住民の権利と能力、

知識を認め、神聖な自然地に特別に配慮し、

これを尊重している。このような保護地域の
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文化的側面は近い将来より大きく注目される

べきであり、保護地域の代表性の検討にも反

映される必要がある。IUCNとユネスコは、保

護地域管理者を対象とした聖なる自然地に関

するガイドラインを開発し、自然保護の文化

的・精神的価値を認識し、保護地域のこれら

の価値の管理に係る実際的な指針を提供して

いる（Wild ＆ McLeod　2008年）。IUCN加盟

団体は、WCC決議4.038において保護地域内の

聖地の重要性を再確認した。

その場所を問わず、

事実上世界の全保護

地域における主な生

物学的脅威は、在来

種以外の種による侵

略である。これはガ

ラパゴス諸島におけ

るヤギからアフリカ

大湖沼群におけるホ

テイアオイまでさまざまである。一部の在来

種には脅威であるが、観光客向けに魅力を高

めるために米国の山地の保護地域の一部河川

にマスが導入された。このように、一部の保

護地域管理者は、意図的に外来種を公園内に

導入している。より一層の努力を払って、在

来種以外の種による保護地域の侵略を防ぎ、

侵略が生じたら直ちに根絶し、その影響を最

小化しなければならない（McNeely他　2001

年）。さらに、保護地域内の侵略種根絶の

戦略には、間接的な副次的影響のリスク管

理をできる限り早い段階で統合すべきである

（Bergstrom他　2009年）。 

現実的な将来シナリオでは、保護地域の保全

目的に矛盾しない方法で保護地域システム外

の土地と水が管理されない限り、保護地域だ

けでは地球の生物多様性を現実に保全するに

は不十分である。保護地域は、もはやそれ以

外の土地利用の海に囲まれた自然生息域の島

ではなく、地域住民の利益に反する砦でもな

い。逆に、幅広い種の有効領域を拡大する生

息域コリドーで結ばれ、生態系サービスや変

動への適応を通じて地域住民に貢献する地域

景観の一部として保護地域を捉えるべきであ

る。保護地域が直面している課題は非常に複

雑で、多数の関心を持つグループが関与して

いることから、個々の地域での解決は難し

い。このために、景観や沿岸景観といった大

きな規模で保全に取り組むことが成功への鍵

である。

IUCN加盟団体は、決議4.062において保護地

域の連結性の必要性を認め、保護地域を広い

景観に結びつけるイ

ニシアティブなどの

大規模な保全イニシ

アティブにおける保

護地域連結の重要性

を呼び掛けている。 

このような景観アプロ

ーチの事例には、イエ

ローストーン～ユーコ

ン・コリドーやメソ

アメリカ生物コリドー、ヨーロッパのグリー

ン・ベルト、インドとネパールのテライ・ア

ークなどがある。こうした課題への対応は、

一般の意見が強く保護地域を支持している場

合、より容易になる。また今後、都市人口が

さらに増加するので、都市住民に働きかける

新しい方法の開発が必要となる。

管理効果を支援するために、WCPAは（これま

でに述べたものに加えて）管理計画策定ガ

イドライン（Thomas & Middleton　2003年）

や越境保護地域ガイドライン（Sandwith他

　2001年）などを含む16のベストプラクティ

ス・ガイドラインを発表している。このすべ

てを網羅したリストはhttp://www.iucn.org/

about/union/commissions/wcpa/wcpa_puball/ 

wcpa_bpg/で入手できる。保護地域ラーニン

グ・ネットワーク（PALNet）などのインター

ネット・ツールや、IUCN加盟団体やパートナ

ーが支援する活動を通じて、研修の機会も提

供されている。 

”
“   その場所を問わず、事実

上世界の全保護地域における主な

生物学的脅威は在来種以外の種に

よる侵略である。



保護地域のための適切な資金調達と能力	

保護地域には相当な資金が用意されている

が、近年の保護地域の拡大に追いつくほど十

分ではない（Emerton他　2006年）。保護地域

への資金のほとんどが短期的で設備投資に集

中しており、長期にわたって保護地域の構造

と制度を維持するための援助は非常に限られ

ている。このため、多くの保護地域が資金不

足に陥っている。現状のままでは、今後も資

金不足から抜けだす可能性は低い。Bruner他

（2004年）は、既存の途上国の保護地域の資

金不足はおよそ13億米ドルと概算し、これは

アメリカ人が1年間にソフトドリンクに消費

する金額の2％であると皮肉をこめて記してい

る（Jacobsen　2004年）。これ以外の保護地

域の資金調達ギャップに関する試算結果は非

常に高額である（Balmford他（2002年）は、

陸上の保護地域と海洋保護地域の両方を保護

し拡大するには、今後30年間にわたって年間

最大450億米ドルと見積もっている）。その

数値がどのようなものであれ、保護地域内コ

ミュニティの財務や事業計画策定能力を開発

し、援助政策と市場環境を整備することが持

続可能な資金調達の達成に必要であるのは明

白である。

すでにダーバン宣言で強調されているよう

に、需要が増加するなかで保護地域を存続さ

せていくにはかなりの経済的援助が必要であ

る。これは、保護地域がもたらす利益からみ

れば常に難しいとは限らない。たとえば2003

年にはおよそ26,600万人が米国の国立公園を

訪れ、滞在中に100億米ドルを消費したと推

計されている。国立公園観光は45億米ドル規

模の賃金、給与、利益を生みだし、267,000

人の職を支えた。保護地域自体が生む利益の

公正な分け前を確保する方法の開発は創造的

な思考が求められる課題であるが、入場料や

観光事業者の事業権手数料の値上げなどと

いった「利用者支払い」原則の強化に基づけ

ば、成功の確率が高まるだろう。加えて、政

府がもっと熱心に「利用者支払い」という考

え方を活用し、保護地域が創出する収益を保

護地域自体がより一層得ることができるよう

努めるべきである。たとえば、タンザニアの

セレンゲティ国立公園は、適切な公園管理を

助けるために十分な年間600万米ドル程度を入

場料で得ている。 

しかし、一部の保護地域は観光客にとっての

魅力に欠け、それ自体で十分な収入を創出で

きない可能性が高い。こうした保護地域は公

的資金に引き続き依存するか、社会に供給

する生態系サービスの対価を受け取る新しい

方法に頼ることになる。保護地域は、それ自

体が収入創出サービス（娯楽、観光、生態系

サービス機能）と非収入創出（生物多様性保

全、教育、文化的価値）サービスを社会に供

給するサービス提供者である、と捉えられる

べきである。 

文化的サービスについては、社会や創造性、

それを裏打ちする価値を支える重要な手段と

して、政府は保護地域に対する投資を教育や

芸術に対する投資と同じように捉えるべきで

ある。 

バルセロナ以降

今後数年間、ガバナンスと若年層を保護地域

の取組みに関与させるという点から保護地域

にとって重要な機会がある。 

環境の国際的なガバナンスについては、CBD

や世界遺産条約、国際的に重要な湿地に関す

る条約（ラムサール条約）、国連気候変動枠

組条約（UNFCCC）、国連海洋法条約（UNCLOS）

などの保護地域を通じて保全を支援する

国際条約がすでにその価値を証明している

が、公海の海洋保護地域のガバナンスや越

境保護地域、情報交換や能力開発における

協力など、さらに推進すべきものは多数あ

る（IUCN　2001年）。世界遺産条約は、世

界の保護地域面積の8％をカバーする非常に

成功した保護メカニズムであるが、指定遺産

が直面する保護課題への行動強化など、実施

面に対する認識と支援が拡大すれば、条約の

役割を一層高める事ができるかもしれない
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（IUCN　2009b）。

2010年にCBD締約国は、2004年に合意された

保護地域のための作業プログラムのレビュー

を行うことを予定しており、保護地域に関す

る多数の方策の相乗効果の向上が図られるで

あろう。（CBD　2004b）。また、CBD締約国

は新しい戦略計画としてポスト2010生物多様

性保全枠組を採択するが、この枠組みに保護

地域の重要な役割を統合すべきである。

第5回世界公園会議で若者代表が非常に直接

的なコメントで指摘した通り、保護地域の将

来は今の若者にかかっている。WCPAは若者を

保護地域に関与させ、国際レンジャー連盟や

青年保全家アワードなどを共同で設立するた

めの行動に参加させるために熱心に取り組

み、2012年までに35歳以下の加盟者の割合を

30％とすることを目指している。青年保全家

アワードは、保護地域・保全に対して優れた

取組みを行った若者に毎年贈られるものであ

る。

本章のまとめとして、保護地域を通じた生物

多様性保全は、人間と人間以外の自然の間に

適正で衡平で持続可能な関係を構築するため

に大きな役割を果たすことができる。しか

し、このゴールに到達するにはいくつかの課

題がある。保護地域の保全への貢献という確

かな伝統を継続するために、IUCNは保護地域

の完全な代表性の整備や保護地域の効果的な

管理の確保、こうした管理を実施するための

適切な資金調達に向けた取組みを今後も支援

しなければならない。さらに、貧困削減を支

援するメカニズムとして保護地域が提供する

機会（Scherl他　2004年）と気候変動緩和・

適応の取組みを促進し、実施すべきである。



7. 種の保全：現在の課題



このような保全の初期から、自然保全のアプロ

ーチは景観規模や生態系サービスを基盤とする

ものなどに拡大してきた。しかし種に基づいた

保全活動は、今でもすべての保全活動の要であ

り、表示が簡単で、たくさんの聴衆が理解しや

すい測定可能な基盤を提供している。キースト

ーン種やフラッグシップ種、保全ホットスポッ

トなど、現在の保全理論のほとんどは種に基づ

くものである。そして、ほとんどの生物多様性

指標が種の測定に基づいている。世界保護フォ

ーラムのワークショップの発表でよく扱われる

主題は種であり、世界自然保護会議（WCC）の

決議と提言の中心的な主題でもある。

こうしたことにも関わらず、無脊椎動物や海

洋生物種をはじめとする多くの生物群の種の

多様性や状況の理解はいまだ入門レベルに過

ぎないなど、種に基づく保全活動の課題はい

まだ多い。また種の持続可能な利用に関する

現在進行中の議論や人間と野生生物の衝突、

そして皮肉にも他の種を生存させるための一

部の種（侵略種）の調整の必要性なども課題

である。 

種に関する知識のギャップ解消

既存の種のうち、科学者が特定している種はわ

ずか10％程度である。我々が生物多様性につい

て知っていることと知らないことのギャップの

解消は、無数の要素がからむ非常に複雑で大き

な課題である。ゲノミクス技術の発展によっ

て、ポリメラーゼ連鎖反応などの先端技術を通

じた種の特定が容易になり、情報管理技術の急

速な発展によって参照情報へより短時間でア

クセスが可能になりつつある（McNeely　2002

年）。

しかしながら、種の定義に関する合意の確立や

分類学の能力開発、種に関する知識へのアクセ

ス向上の支援など大きな課題もまだある。

地上の生物の記録の最初の試みは、18世紀半ばにリンネとその仲間た

ちによって種レベルの記録として行われた。以降、少なくとも170万

種が正式に記録され、まだ発見されていない種は地球上に1,000万～1

億種存在すると推定されている。種は、自然の構築物のなかで最も理

解され最も広く説明されているもので、従って保全活動の当然の焦点

でもある。IUCN設立からわずか1年後の1949年に設立されたIUCN初の

委員会は種に焦点を絞ったもので、種の保存サービスという名称であ

った。トラの個体数の急減の報告を受けて1973年にインドで開始され

た「プロジェクト・タイガー」など、非常に知名度の高い保全プログ

ラムの一部は種をベースとしている。
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地球規模生物多様性情報ファシリティ（政府

間イニシアティブのひとつhttp://www.gbif.

org/）から全分類群生物多様性インベントリ

ー（http://www.dlia.org/atbi）まで、種に

基づく情報イニシアティブが多数開発され、

さまざまなレベルで実施されている。こうし

たイニシアティブのほとんどは、博物館や植

物標本、学会の既存コレクションの目録作成

に焦点を置いている。IUCNの種の情報サービ

スなどの一部のイニシアティブは、現在の生

息地における個体数の特定・評価も試みて

いる。しかし、その課題の範囲は非常に大き

く、種レベルの生物多様性の代表的配列の状

況と動向について詳細にわたって理解するに

は世界的な取組みが必要である。

科学者が種を分類する手段である分類学は、我

々の種の知識を管理する能力を試す多くの課題

に直面している。記録されている種のうち、か

なりの割合のものが複数回にわたって公式に

記録されたために分類上の異名という複雑な問

題が起きている。たとえば毎年およそ13,000の

新種に名前がつけられているが、そのうち20％

が異名をもつ同じ種で、異名を除くとこの数は

およそ10,000種になるという推計もある（May 

1999年）。この問題を象徴しているのが中国淡

水カメが純粋種であるか混合種であるかという

議論である（Dalton　2003年）。名前をもつ種

をひとつにまとめた文献や指標はなく、概観を

知ることも簡単ではない。さらに、分類学者自

身が絶滅に瀕した種になりつつある。生物学専

攻の学生にキャリアとして分類学を追求するよ

う促すことが急務であり、そのために分類学の

分野を一層知的満足の得られる挑戦にすること

から始めなければならない。

分類学を支援する国際的イニシアティブは

いくつかある。世界分類学イニシアティブ

（http://www.cbd.int/gti/）は、生物多

様性条約（CBD）のもとで活動を展開してい

る。Species 2000はユーザーや分類学者、

資金提供機関と密接に連携したデータベース

団体の「連盟」の成果である（http://www.

species2000.org/）。分類学とフィールド生

物学は、新しい技術にも幅広く支えられてい

る。DNA鑑定の導入は、既知のバクテリアと古

細菌の主な分類群の数を倍増させた（Boucher 

＆ Doolittle　2002年）。 

種の状況に関する情報は、IUCNの絶滅の恐れ

のある種のレッドリストにまとめられてい

る。2008年版のIUCNレッドリストには44,838種

の種が含まれ、うち16,928種（38％）に絶滅の

恐れがあると評価されている（図7.1）。2007

年～2008年の間にレッドリスト・ステータスが

変わった223種のうち、183種（82％）に対して

脅威が拡大し、40種（18％）に対して脅威が減

図7.1　総合的に評価された生物群のレッドリスト評価（IUCN　2008d）



67
少した（IUCN　2008d）。

IUCNとパートナーはレッドリストの歴史的デ

ータを使用し、鳥類のレッドリスト・イン

デックスを作成した。これによると、1988年

～2004年までに脅威の状況が着実に悪化した

ことが明らかとなった。この悪化傾向はすべ

ての生物群系に見られる。 

種：利用すべきか利用すべきではないか

「持続可能な利用」の考え方は最も単純にと

らえると、適切な制限と効率のよい収穫を行

えば野生種は枯渇を避けて利用できると提案

するものである（Mace & Hudson　1999年）。

しかし、「持続可能な利用」という表現は、

保全戦略として積極的に利用を促すアプロー

チにも使われる。利用の促進もしくは利用の

継続の許容という議論によって、野生資源の

価値評価が高まる。野生生物種とその生息域

が価値を持つ場合、これが保全を促し、自然

生息域の他の競合的土地利用への転換を軽減

する。北米における鹿やカモなどの狩猟動物

の管理は、しばしば保全戦略としての消費

的利用の議論を支持する事例として参照され

る。 

経済的に測定できる利用のひとつの形である国

際的な野生生物取引の価値は、1990年代初期の

申告輸入額1,589億米ドルから2005年の3,300億

ドルまで伸びている（Engler　2008年）。この

価値の大部分（82％）は木材および漁業に由来

するが、非木材林産品（277億米ドル）、装飾

用植物（134億米ドル）、薬用植物（130億米ド

ル）、毛皮および毛皮製品（49億米ドル）も大

きく伸びている。

東南アジアの４ヶ国における野生生物取引の社

会的・経済的動機に関する専門家の見解のレ

ビューでは、消費者の収入、法規制の状況、対

象種の利用可能性／量と価格が野生生物取引

の規模を左右するとしている（TRAFFIC　2008



年）。その他、通信と市場へのアクセスの改

善、道路やインフラの改善、違法伐採などが野

生生物取引に関連する要素である。従って野生

生物取引の管理には、野生資源の違法な取引や

持続不可能な取引が発生した場合のために、こ

れら保全以外の問題に対する計画を含めておく

ことが必要である。

IUCN/SSC持続可能な利用専門家グループは、全

世界から集められた経験に基づいて、持続可能

な利用を成功させるために必要な一連の配慮を

特定している。野生生物資源の利用が持続可能

となる確率を高めるには、以下の原則に配慮す

る必要がある（IUCN　2000b）。 

• それ自身外因性の環

境変化によって左右

される生産性や回復

力、安定性など、種

と生態系に固有の生

物学的特徴が、利用

可能な生物製品と生

態系サービスの供給

を制限する。

• 管理と調整の制度構造には、前向きなインセ

ンティブと罰則、良いガバナンス、そして適

切な規模での実施が必要である。このような

構造には、関係者の参加と土地所有権や利用

権、規制制度、伝統的知識、慣習法を含むべ

きである。

• 野生生物種の文化的、倫理的、生態学的、経

済的等の複数の価値は保全のインセンティブ

になる。野生生物種に経済価値を付与でき

る場合には、負のインセンティブを廃止し、

コストと便益を内部化し、資源の保全と持続

可能な利用に対する好ましい投資条件を創出

できる。

• 野生生物資源の需要の程度と変動は、社会や

人口、経済の要素が複雑に絡み合った影響を

受けるが、近い将来には増加が予想される。

持続可能な利用の促進には、需要と供給双方

への注目が必要である。

持続可能な利用を支える考え方と原則がある

一方で、多くの種が何の処罰もなく持続不可能

なやり方で利用されているのが現実である。

たとえば、食糧農業機関（FAO）による世界

の漁業に関する報告は乱獲の横行を伝えてお

り、EUの共通漁業政策に関する議論は利益が

競合し、「実際の漁獲規模がわからない」た

めに難航している（Economist　2009年）。ま

た、Brashares他（2004年）も、西アフリカに

おける乱獲による漁獲高減少によって、ブッシ

ュミートなどの天然資源に対する負荷が増えて

いると報告している。

持続不可能な利用は、漁業以外のセクターで

も起きている。野

生動物の肉の利用

によって地域的な

絶滅が起きている

（Milner-Gulland他

　2003年）。食糧

安全保障は意思決定

者の関心事なので、

これは特に大きな懸

念となっている。

肉のために消費される種への直接影響に加え

て、これらの種の消費が植物の多様性を含む

生態系にさまざまな変化を及ぼしていると科

学者たちは報告している（Nunez-Iturri　& 

Howe　2007年）。 

持続可能な資源の利用を支える効果的なガバナ

ンスとガイダンスが必要である。たとえば、熱

帯生産林の保護の確保は、近年採択された熱帯

生産林における生物多様性保全のためのガイド

ラインの達成目標となっている。このガイドラ

インは、保護地域外での林産品（木材およびブ

ッシュミートを含む非木材林産品）の持続可能

な利用の枠組みとなるべきである（ITTO 決議6

（XLIV）– www.itto.int/en/decisions）。

しかし、資源利用管理のために整備された一部

のメカニズムには、上述のEUの漁業政策の場合

と同様に、政策的な圧力によって割当量を持続

不可能なまでに高く設定するなどの課題があ

る。別の例は、絶滅の恐れのある野生動植物の

”“    持続可能な資源の利用に

は効果的なガバナンスとガイダン

スが必要である。 
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種の国際取引に関する条約（CITES）における

もので、ある取引規制から別の取引規制への移

行中に非常に大きな過剰収穫が起きる危険性が

ある（Rivalan他　2007年）。

サイの角を使ったフィンガープリント法や市場

において鳥類や魚類、クジラ製品を特定するた

めの分子レベルの技術など新しい技術が開発さ

れている（Palsboll他　2006年、Baker他　2007

年）。しかし、Rubinoff（2006年）は、特にあ

まり知られていない種においてはDNAのバーコ

ードは必要な情報の一部をもたらすだけという

ことを、その利用に関する決定の際に念頭に置

くべきであると警告している。水の同位体分析

（Bowen他　2005年）も野生生物の一部分の取

引管理の潜在的な方法である。降雨と雪の安定

同位体は場所ごとに大きく体系的に異なる。そ

の結果、食糧摂取を通じて動物の細胞に残るも

のも異なるため、地理的な由来を追跡するため

の潜在的な手段となる。ただし、由来が明らか

なサンプルを用いたキャリブレーションが必要

である。

少なくとも一部の天然資源の持続可能な利用

は、あらゆる持続可能な開発プログラムの重

要な要素であるが、保全の世界においてはいま

だに大きな議論を呼ぶテーマでもある（Hutton 

＆ Leader-Williams　2003年）。関連資源の生

物学的特徴、生態学的特徴よりもさらに詳細な

すべての要素への着目と、不法な利用や持続不

可能な利用の軽減をもたらす可能性のあるアプ

ローチの特定に向けた連携の強化が成功の鍵で

ある（TRAFFIC　2008年）。特に、保全と持続

可能な利用に対する前向きなインセンティブの

整備は不可欠である。一部のグループは、特定

の種の利用を決して認めないだろうことが予測

されるので、種の利用に関する議論の完全な解

決は今後も課題であり続けるだろう。 

人間と野生生物の衝突

大型のネコ科動物やクマ、ワニ、オオカミなど

の大型捕食者は、象など他の種とともに作物や

家畜などの資産を破壊し、人間の生命と生活を

脅かす可能性がある。たとえばブータンのJigme 

Singye Wangchuk国立公園に住む農家における家

畜被害のレビューによると、一世帯当たり年間

現金収入の最大3分の2の被害が発生しているこ

とが分かった（Wang & McDonald　2006年）。警

戒が不十分であることや防御が不適切であるこ

と、過放牧、夜間の囲いがきちんと整備されて

いないこと、住居と放牧地の距離などが捕食率

に影響を与える。

こうした衝突は新しいものではなく、1700年代

には人間を捕食するオオカミ（ヨーロッパ）や

トラ（アジア）などの歴史的記録がある。しか

し、野生の面積が縮小し、人口が拡大するにつ

れて、対立や衝突の可能性は増加する。衝突の

直接的原因に加えて、問題の種に対応するため

に時間をとられるための収入の減少などの間接

的な影響もある。 

対応は、保護、緩和（補償とインセンティ

ブ・スキーム）、予防（管理方法の変更

や移転を通じて）に分けられ、短期的な生

物学的アプローチと長期的な社会的アプロ

ーチを併用することが成功への道である

（Distefano　2005年、Thouless　2008年）。ま

ず衝突を減らし、次に耐性を強化し、最終的

に将来の衝突発生を防ぐための利益共有と土

地利用計画策定を実施する。以下が主要な段

階である。 

• 土地利用計画の策定において注意を払う。生

息域の分断化と衝突は、直接問題に関連する

場合が多い。一部の事例ではバッファゾーン

が効果的であるが、これは土地交換によって

実現できる。

• コミュニティを強化する。往々にして、野生

生物に対するオーナーシップの意識が地域住

民による野生生物管理につながる。

• 経済的インセンティブを創出し、耐性を高め

る。 

景観全体にわたって衝突が起こるところではケ

ース・バイ・ケースでの問題解決は難しく、関

係者全員の連携による対応に向けた枠組みの開

発が重要である。ゾウについては衝突を測る標



準化された方法が開発されているが、各地域に

おける衝突の集中度を比較する方法を提供し、

対応の優先順位をつけるために他の種について

も同様のものを作成することが急務である。

侵略種

侵略的外来種は、生物多様性と生態系サービ

スに重大な脅威をもたらす。ミレニアム生態

系評価（MA）（2005年）では、侵略的外来種

を生態系の完全性に対する５大脅威のひと

つとして捉えている。侵略種は、光や空気、

食糧、シェルター、繁殖地に影響を与える

とともに生物多様性の損失や水質の変化、生

化学プロセスの変化、水文変化、食物連鎖

の変化をもたらす（Dukes ＆ Mooney　2004

年、Ehrenfeld　2003年）。鳥類に関して

Butchart他（2008年）は、侵略種は、成鳥の捕

食や卵や雛の捕食を通じた繁殖ストレス、生

息域の劣化（特に草食侵略種や侵略的植物に

よって）など複数の要素によって鳥類を脅威

にさらすとしている。絶滅の恐れのある鳥類

種の3分の1が、肉食侵略種や齧歯動物による捕

食をはじめとする侵略種の脅威にさらされて

いる。

Baillie他（2004年）は、データが入手可能な

絶滅の恐れのある両生類種の11％と哺乳類の

8％にとって侵略種が主要な脅威であると報

告した。また、島に生息する種は特に影響を

受けやすく、大陸の絶滅の恐れのある鳥類の

うち侵略種の影響を受けている種が8％であ

るのに対して、大洋島の絶滅の恐れのある鳥

類においてこの数値は67％に達する。Darwall

他（2008年）は、南アフリカの絶滅の恐れの

ある魚類の85％、ヨーロッパの絶滅の恐れの

ある淡水魚の55％、マダガスカルの絶滅の恐

れのある魚類の45％弱が侵略種の影響を受け

ていることを報告している。マダガスカルで

は、主に24の外来種の導入による地域漁業の

再構築計画がこの主な原因である（Benstead

他　2003年）。 

侵略種に固有の要素と侵略が起きる生息域に

固有の要素などが、侵略の可能性を決定する

要因である。HowardとZiller（2008年）は、

以下のような要素を挙げた。 

•  急速な成長速度 

• 乾燥や悪条件下における成長能力（環境耐性

の高さ）

• たくさんの保護された果実・種子を生産する

能力（多産種）

• 成長初期と発達段階における果実および種子

（もしくはその他の珠芽）の生産能力

• 風や水、捕食動物もしくは珠芽を運ぶ動物を

通じて広く拡散する能力

• 他の植物との効果的な競争

SSCの侵略種専門家グループ（ISSG）は、侵略

種に関する専門知識のネットワークと主要な

脅威を持つ侵略種を幅広くカバーしたデータ

ベース（www.issg.org）を提供している。世

界侵入種計画（GISP、www.gisp.org)は、知識

の拡充と問題意識の改善、侵略を予防・管理

するために必要なツールと手法の開発を通じ

て侵略種の脅威に対応するための国際的パー

トナーシップである（IUCNを含む）。 

人間の起業家のように、侵略はタイミングと

変化により複雑になりうるために、種の侵略

性の可能性予測作業は難しい（Baskin　2002

年）。生物学的侵略は、複雑な生態系、進

化、社会経済の問題であるが、特に侵略性と

侵略に対する生息域の脆弱性に関する生態学

的理解が向上している。この知識は、すでに

定着してしまった侵略種をコントロールする

のにどの程度の取組みを行うべきか、また管

理者と土地計画担当者が検討しなければなら

ないトレードオフを明らかにする上で不可欠

である。 

侵略種の根絶とコントロールにはさまざまな

戦略や手法が用いられてきた（Wittenburg ＆ 

Cock 2001年 Veitch ＆ Clout 2002年）。侵

略的植物種の化学的コントロールは、時に伐

採や枝打ちなどの機械的除去をともなうもの
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で、少なくとも一部の侵略種のコントロール

には有効であったが根絶においては特に有効

性が証明されてはいない。侵略種の生物学的

コントロールも試されてきた。このアプロー

チの背景にある論理的根拠は、侵略者とコ

ントロールのための媒体として導入された

もうひとつの外来種の間の競合や捕食、寄

生、植食などの生態学的関係性を利用する

ものである（コントロールのための媒体は、

侵略種と同じ自然生息地に由来するものであ

ることが多い）。結果はさまざまである。た

とえばオーストラリアで侵略種のウチワサボ

テンのコントロールに使われたマダラメイガ

（Cactoblastis cactorum）は、最近米国に侵

略し、在来のウチワサボテン種に深刻な脅威

をもたらしている（Stiling　2002年）。 

根絶の成功事例に共通するのは、種の特定の

生物学的特徴（たとえば分散能力の低さな

ど）と長期間にわたって十分な経済的資源が

あること、関係機関と一般市民から幅広い支

援が得られることの3点である（Mack他　2000

年）。完全な根絶が不可能な場合や、在来種

が範囲を拡大して侵略した場合など完全な根

絶を望まない場合、侵略種の生息数を受容可

能な低いレベルに維持することを目的とした

「維持管理」の方策を試みる事もできるだろ

う。しかし、利用する化学的・機械的なコン

トロールが高コストであったり、一部の活動

を一般の人々が受け入れないなど多くの問題

がある（Mack他　2000年）。 

種の保全の将来

生態系サービスの理論的枠組みや貧困層のた

めの保全、権利に基づく保全アプローチが脚

光を浴びているが、これらのアプローチはす

べて、これらの理論的枠組みを支えるために

種が果たす基本的な役割への継続的な着目を

呼びかけている。勇敢な保全の新しい世界に

おいても種アプローチが中心的な取組みであ

る事実は変わらない。我々は、種の行動計画

の開発・実施から種の再導入や生息域外での

管理など、種の保全のためのツールをすべて

継続して追及しなければならない。 

今後10年間、それを知りながら種が絶滅する

ことを許容してはならない。保全コミュニテ

ィは、指標の開発と報告など、種の状況や脅

威のトレンドに関するモニタリング・評価の

取組みを続けるべきである。種の「持続可能

な利用」を定義する指標に対する理解向上の

ための取組みと、種の管理者によるこうした

知識の活用の促進は不可欠である。同様に、

保全コミュニティは侵略種を管理・コントロ

ールするためのすべての取組みを促進すべき

である。



8. ポスト石油の将来：
保全にとって何を意味するのか？



2008年の夏に1バレル当たりの石油価格が147米

ドルに達したとき、多くの保全関係者が歓喜

と絶望の間で引き裂かれた。歓喜は、この石

油価格の急騰が、我々の近代社会がいかに石

油に依存しているかを明白に示し、代替エネ

ルギーの将来について真剣に考え始める必要

性を強調したからであった。この急騰は、利

用可能な石油量の半分がすでに生産され、こ

れ以降供給が減少することを意味する「ピー

クオイル」の症状であると多くの人が考えた

（Deffeyes　2005年）。石油の需要高が続けば

高価格が続き、気候への負荷がはるかに少な

い代替エネルギー源への投資促進につながる

希望が生まれる。需要が減少しても、価格の

急騰は代替物の検討が必要であるという警告

として働く。

石油価格に関する懸念は、エネルギー需要予

測を踏まえて検討すべきである。世界エネル

ギー概況2008年版は、2030年までにエネルギ

ー需要は50％増加し、増加需要の70％が途上

国から、うち30％は中国一国から発生すると

予測している（OECD/IEA　2008年）。化石燃

料は次の20～30年のエネルギーミックスの大

部分を占めると予想されるが、現在石油は枯

渇の兆候を示しており、その他のエネルギー

オプションを検討する格好の時期である。こ

れらの検討は、気候変動やエネルギー安全保

障、エネルギーに由来する利益の衡平な配分

に関する懸念に後押しされている。

利用可能なエネルギーの選択は、いかなるも

のであれ生物多様性に対する影響の可能性を

もつ。たとえば、化石燃料は気候変動と大気

エネルギーの利用によって、人間はその他のすべての生物種に対して

大きな利点を手にした。火を使って初めて炭素をエネルギーに変えた

我々の祖先の時代から、エネルギー利用は人間以外の環境と人間の関

係性において非常に重要な一部を占めている。冬には火で暖をとり、

火を使って調理し、火で下生えを取り払って狩猟が容易になり、夜間

でも活動的でいられる。水車を動かすための水の利用や、帆船を動か

したり水のくみ上げや作物を挽くための風車を動かすための風の利用

など、火に続いてその他のエネルギーを変換し、人間はその生態的地

位を拡大するとともに人口を増やしてきた。石炭は産業革命の動力と

なり、今でも多くの国の主要なエネルギー源である（ごく一部を挙げ

ると米国、中国、インドなど）。20世紀には石油が広く利用されるよ

うになり、自動車や飛行機などによる機動性の向上など、無数の新し

いエネルギー利用が起こった。 73



汚染、それに基づく自然への影響に関係す

る。加えて、水生・海洋生態系への原油漏れ

による直接的影響と油田と関連インフラの開

発、生物多様性保全に価値のある過疎地にお

ける人的活動（アラスカの北極圏野生生物保

護区など）による間接的な影響も考慮しなけ

ればならない。 

ポスト石油の将来に向けたオプション

エネルギー効率

環境に望ましくない影響をもたず、最も早く

て安い現在の唯一のオプションは省エネルギ

ーである。省エネルギーとは、単純に消費を

減らし、生産プロセスの効率改善を通じてエ

ネルギー使用量を減らすことである。たとえ

ば、日本は中国の経済生産の単位当たりエネ

ルギー量の約10％しか使用していない。省エ

ネルギーは、公共交通の利用から建物の断熱

性を高めるエネルギー効率の高い装置の利用

まですべてに関連し、実現可能性が非常に高

いことが石油価格の高騰によって実証され

た。個人レベルでも、かなりの省エネルギー

を達成できる。エネルギー効率と省エネルギ

ーは、ポスト石油の将来におけるまず初めの

対応であり、炭素排出からエネルギー安全保

障、生物多様性まですべてに対して利益をも

たらすものである。

代替エネルギー源

原子力

20世紀後半には支持が低下したが、石油価格の

高騰と気候変動にともなって、現在また原子

力が選択肢として復活している。これを支持

する人々は、原子力は気候影響という面で非

常にクリーンで、現在相当量の原子力エネル

ギーを消費している国々（フランスやスイス

など）において効果が証明されているほか、

新しい技術を適用すればさらに大きく改善さ

れる可能性があるとしている。しかし、「ク

リーン」は必ずしも「グリーン」を意味する

わけではない。原子力を支持しない人々は、

永遠の懸念である廃棄物処理と拡散リスク、

それによる国際社会の安全、高い設備コス

ト、内在するメルトダウンの危険、大量の冷

却水の必要性、さらに主な原料であるウラン

が非再生可能資源（その採鉱による影響もあ

る）であり、供給が少ないという現実を指摘

している。ブリーダーやペブル炉などの最新

型の炉は、後者の懸念に一部対応するかもし

れないが、その技術的可能性はまだ証明され

ておらず、商用利用は遠い将来の話である。

開発コストや炉の廃止、核廃棄物の処理に係

るコストがめったに検討されないために、原

子力エネルギーの真のコストを決定する事は

非常に困難である。さらに、原子力はかなり

の規模の政府支援を必要とするように思われ

る。たとえば、米国の原子力発電所は最大32

のタイプの補助金給付の対象となっており、

最も効率の悪い温室効果ガス（GHG）排出削減

方法の一つである（Earthtrack　2008年）。

バイオマス	

バイオマスは、古代のエネルギーの一種であ

る。現在、世界の25億人以上が木材や炭、動

物の糞などの伝統的なバイオマスを照明や暖

房、調理に使用している（OECD/IEA　2008

年）。これは、多くの途上国世帯の一次エネ

ルギー需要の90％以上を占めている。伝統的

なバイオマスのエネルギーの活用自体は必ず

しも持続不可能ではないが、利用の速度と方

法が環境や健康に関する課題を引き起こす可

能性がある。産業規模のバイオ燃料生産に対

する初期の興奮は、バイオ燃料生産のために

食糧生産などの重要な土地利用から土地が奪

われるいう現実によって下火となった。バイ

オ燃料作物は、通常単作で栽培され、害虫や

病気の広まりが速いので、バイオ燃料戦略に

はリスクがついてまわる。IUCNと世界侵入種

計画は、バイオ燃料植林地における侵略種の

リスクを警告している。さらに、バイオ燃料

がもたらすと思われる気候上のメリットは一

時的なものであり、原料の栽培場所・方法に

よって実際は便益よりも害が大きくなる可能

性がある（Howarth ＆ Bringenzu 2009年）。
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バイオ燃料の生物多様性影響は大きい。興味

深いのは、成長が早いことや生産性が高いこ

と、幅広い土壌や気候条件に適応すること、

害虫や疾病に対する耐性が高いことなど、バ

イオ燃料作物の特徴の多くが侵略種の特徴と

同じである点である。たとえば、ニッパヤシ

はナイジェリアの大西洋沿岸の200km2以上に

わたって侵略しコロニーを形成したが、一部

の専門家によると、サトウキビよりもはるか

に大量のバイオ燃料を1ha当たり生産すると

のことである。バイオ燃料生産のために導入

されたすべての作物

は、そうではないと証

明されるまで侵略種の

可能性があるとして扱

うべきである。ホテイ

アオイ、シチヘンゲ

（Lantana camara）、

ニッパヤシなど、すで

に問題になっている侵

略種を単純に収穫する

ことは、バイオ燃料原

料の興味深いオプションではあるが、一方で

その市場が創出されるという好ましくないリ

スクが発生し、侵略種の拡大と生物多様性へ

のさらなる負荷が起きる可能性がある。

IUCNは、決議4.082において、大規模もしくは

産業規模のバイオエネルギーを開発する政府

に対して、生態学的に持続可能で社会的に適

切で経済的に実行可能なバイオマスの生産・

利用のための基準作りと施行を要請した。 

a. 生物多様性の正味損失ゼロを実現する。 

b. 森林伐採および森林劣化、その他天然の生態

系の劣化による排出をなくす。

c. 食糧安全保障に悪影響を及ぼさない。

d. バイオマスエネルギーが、代替手段に比べて

温室効果ガスの正味排出を減らすことを保証

する。 

e. 特に地方の貧困層や女性、先住民などの脆

弱なグループを含む原料生産者に利益を供

給する。 

f. 水を効率的かつ持続可能な方法で利用し、

在来種の栽培を優先し、侵略種となる可能性

がある種の栽培を避ける生産方法を義務付け

る。

g. 非保護貿易的対策を使って、持続可能ではな

い方法によって生産されたバイオエネルギー

の取引を阻止する。

持続可能なバイオ燃料円卓会議は、将来の

より持続可能なバイオ燃料開発のためのガ

イダンスの枠組みと

なる12原則を開発し

（RSB　2008年）、

国際リスクガバナン

ス委員会（IR G C）

はバイオ燃料に由来

するリスクの管理

手法に関するガイ

ドラインを作成した

（IRGC　2008a）。

水力

水力は、世界の一次エネルギー需要の2％を

供給する主要な再生可能エネルギー源である

（世界エネルギー概況 2008年）。先進国の水

力の潜在性はほぼすべて完全に利用されてお

り、それ以外の水系は保護下にあることが多

い。しかし、途上国においては大きな成長が期

待されている。ネパールやラオス、コンゴな

どの国には傾斜の大きな山地や巨大な水系が

あり、地域の「バッテリー」になる可能性があ

る。 

しかし、多くのダムは河川流域への水流を制

限したり、漁業など生活への影響を及ぼした

り、貯水池を作るために生物多様性やコミュ

ニティの移転が必要であるため、激しい論争

の対象となるものが多い。

再生可能エネルギーの整備にともなう環境リ

スクと社会リスクのバランスをとる方法を見

つけるために、IUCNは（IUCNが設立を支援し

た）世界ダム委員会の経験に基づいて、水力

”
“    環境に望ましくない影響

をもたず、最も早く安い現在の唯

一のオプションはエネルギー保全

である。 



発電セクターのパフォーマンスを測定・ガイ

ドするために広く受け入れられる持続可能性

評価ツールの整備を目指す水力発電持続可能

性評価フォーラムと協働している。IUCNが水

力発電セクターにおいて特に重視するのは、

上流域の持続可能な管理と、下流の生態系と

それが人間に提供するサービスを維持するこ

とができる環境に配慮した水流の実現であ

る。

IUCNは、ダムをともなうものを含むすべての

河川水系の水流維持の重要性を実証するプロ

ジェクトに世界中で取り組んでいる。たとえ

ばベトナムのHuong河流域の水流評価では、

川の流れの変化が経済的便益と生態系の健全

性に与える影響が明らかとなった。これに

より、河川流域を所轄する機関は、下流の生

態系とそのサービスを保護しながら経済目標

を達成する選択肢を決定する事が可能となっ

た。環境に配慮した水流は、経済成長と持続

可能な人々の暮らし、保全の優先事項を利用

可能性の制限内で満たすための水利用に関す

る包括的意思決定を可能にし、それによって

水力発電を含む水インフラの持続可能性を強

化する。

風力

世界風力エネルギー会議によると、2009年の

風力設備容量は全世界合計で約120,798MWで

あり、過去数年間に年率25％の速度で増加

している。近年、米国の設備容量は世界最

高の25,170MWとなり、ドイツが第2位となっ

た。この米国の数値は全世界の設備容量の5

分の1である。ドイツは23,903MW、スペイン

は16,754MWである。中国も急速に開発を進め

12,210MWとなり、9,045MWのインドを抜いた。

風力エネルギー開発の成功に不可欠な要素は

適切な政府支援である。これは、クリーンエ

ネルギーを促進するための料金の一部負担や

補助金、税優遇などの形をとることが多い。

鳥類とコウモリ類はタービン翼へ衝突し、

風力発電所の犠牲となることがある。鳥類

のなかではスズメ目の夜行性渡り鳥が、コウ

モリ類のなかでは木をねぐらとする移動種

が最も影響を受けやすいと報告されている

（NRC　2007年）。コウモリの致死率が高いの

は、木をねぐらとする種が高い鉄塔に魅きよ

せられる性質や風力発電所建設による土地利

用変化によって昆虫が増えること、タービン

音に引き寄せられる性質、急激な空気圧の変

化によって肺がつぶれることなどが原因であ

る（Kunz他　2007b）。夜行性の鳥類やコウモ

リ類への風力発電所の潜在的影響をコントロ

ールするため、Kunz他（2007a）は設備の建設

と運転に関するガイドラインを出版した。

一方その利点は、陸上の風力発電所地域の土

地を、影響を受けるコミュニティの希望に沿

って、農地や生物多様性保護区として継続し

て利用できることである。同様に、沖合いの

風力発電所を支持する人々は、これらが魚の

繁殖のための「保護地域」を提供するので漁

業の利益になると主張している。しかし初期

の研究の一部では、ウィンドタービンから出

る振動が、少なくとも一部の魚類と海洋哺乳

類に影響を与えると報告されていることか

ら、海洋の風力発電所が漁業の利益となると

いう想定は実証を待たねばならない。

ソーラー

現在は世界のエネルギー消費量の0.1％しか

満たしていないが、特に日照が多い国々にお

いて太陽光エネルギーの可能性は非常に大き

い。ソーラー電力セクターは発電分野で最も

急速に成長しており、建物への小型太陽光発

電器設置の進展から大規模太陽集光熱タワー

まで幅広い開発が進んでいる。土地利用と地

域社会が大規模太陽光開発にアクセスできる

かどうかが現在の懸念事項であるが、ソーラ

ー電力の幅広い導入の主な障害は高い投資コ

ストである。加えて、新世代の太陽光電池を

作るために使用される半導体材料には、非常

に希少なガリウムやインジウムなどの鉱物が

必要である。こうしたことから、最も効率的

に使用するためには、ソーラー開発は最も日
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照が豊富な国々に集中すべきであろう。高い

位置へソーラー設備を設置すれば草やハーブ

の生息シェルターとなる可能性もあるので、

そうなれば少なくとも一部の種には生息地を

提供することにもなる。 

地熱

電力需要の26％を地熱エネルギーで供給する

アイスランドが世界のリーダーであるが、そ

の可能性を有している国は多い。ニュージー

ランドやインドネシア、日本、ロシアは特に

その可能性が高い。マサチューセッツ工科大

学（MIT）（2007年）は、適切な研究開発に

投資すれば、地熱

エネルギーは今後

50年にわたって米

国に100GWのエネル

ギーを提供すると

報告している。開発

の視点からみると、

東アフリカのリフト

渓谷は14,000MWの地

熱エネルギーの可能

性があるが、現在、

同地域で同技術を

先導するケニアが

200MWを利用してい

るだけである。これ

によって、ケニア

は同国の電力の14

％を供給している

（Economist　2008

年）。環境への影響

は非常に少ない。

波力エネルギーと

潮汐エネルギー

海洋の波や潮は非常に大きなエネルギーを有

しており、こうしたエネルギーを回収する方

法が多数検討されている。英国は、海洋エネ

ルギー利用を促進する政策を既に整備してお

り、このエネルギーに対する投資を先導して

いる。たとえば、イングランド南西のセバー

ン河口に提案されている幅10マイルの潮力ダ

ムは、世界第２の潮差を作って英国の電力需

要の5％（標準的な石炭火力発電所8つ分に相

当）を発電する予定である。しかし、これも

この地域の湿地と鳥類保護区に影響を与え

る。この例は、沿岸生態系はすでに多くの需

要（ときにこうした需要が衝突する）を抱

え、その結果、一部では生態系の劣化が非常

に進んでいることを実証している。 

エネルギーと持続可能な開発

社会の生存と繁栄にはエネルギーが必要であ

る。しかし、手ごろ

な価格で持続可能

なエネルギーが利

用できない地域は

世界に多数存在す

る。Elsayed（2009

年）は、サハラ以

南アフリカ諸国を

中心とする30ヶ国

以上では人口の半

数以上が電力への

アクセスを持って

いない（図8.1）と

報告している。固形

燃料（木や糞、農業

残余物、石炭などの

伝統的燃料）に依存

する国々の地図はほ

ぼ図8.1の鏡面図と

なり、サハラ以南ア

フリカとアジアの途

上国に集中している

（Elsayed　2009年）。

伝統的なエネルギー利用は、特に女性と子ど

もに脅威をもたらす。燃料と水は伝統的に女

性と女児の責任であり、通学や収入創出活動

よりも燃料を集めたり、水を運ぶために女性

と女児の時間と体力が使われている。多くの

女性と女児が、バイオマス燃料の回収や使用

による健康上の問題に悩まされている。女性

”
“             エネルギー

効率改善と省エネル

ギーはポスト石油の

将来に向けてまず初

めにとるべき対応で

ある。



データなし

0%

1-20%

21-50%

51-75%

76-90%

> 91%

は、通気性の悪い屋内での調理が原因の呼吸

器系疾患やガン、目の病気などさまざまな健

康リスクにさらされている。通気性の悪い屋

内での火の使用による煙が、年間200万人程度

の若年人口を死に至らせている。伝統的なバ

イオマスなどの質の悪い燃料を灯油や天然ガ

ス、現代的バイオ燃料、電力など効率の良い

燃料に変えれば、女性と女児に偏って影響を

与える煙と肉体労働を大きく減らすことがで

きる（UNDP　2004年）。

こうしたことから、新しいエネルギーの設計

基準を設定する際には、環境的背景と関連す

る生活コストおよび便益に照らしてエネルギ

ーオプションを検討する必要がある。ポスト

石油の将来に向けて多数の選択肢が検討され

ており、その一部は、他よりも持続可能性に

秀でている。環境に影響を及ぼさないエネル

ギー源はないが、最も衡平で効率がよく、持

続可能な選択肢を促進するためにコストと便

益を完全に評価することが重要である。しか

し、真に再生可能である可能性を持つのは環

境資源の持続可能な利用に依存するエネルギ

ー源だけである。環境の限界を認識したうえ

で、環境が果たす役割の促進に焦点を当てた

取組みを行うべきである。

IUCNはすべての関係者とドナーに対して、持

続可能な開発を支援する生態学的に持続可能

で社会的に衡平で経済的に効率のよいエネル

ギーシステムの開発と実施を可能にするため

に必要な支援を提供するよう呼びかけている

（IUCN決議WCC 4.081）。 

エネルギー需要の高まりによる課題と同時に

気候変動の影響の増加も経験している我々

は、将来のエネルギー転換に向けて迅速に取

り組まなければならない。何よりもはじめ

に、すべての保全計画と新しいエネルギー・

アプローチの一部として省エネルギーを促進

しなければならない。我々の一人ひとりが不

要な移動を避け、照明やエアコン、コンピュ

ーター、その他電化製品をこまめに消すなど

省エネルギーに取り組むべきである。エネル

ギー効率に加えて、他の選択肢も追求する必

要がある。さまざまなエネルギー選択肢の正

確なコスト便益分析を含む、より包括的な戦

略的環境・社会アセスメントに投資する必要

がある。バイオ燃料やウィンド・ファームと

同様に、すべてのエネルギーオプションそれ

ぞれの環境影響を考慮したうえで、各選択肢

図8.1　電力の利用機会をもたない人口比率																												

（Earthtrends（www.earthtrends.org）2009年。人間開発報告書2007/2008年版のデータ使用）
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のガイドラインを開発・実行すべきである。

持続可能な開発はこれにかかっている。



9. 保全と武装衝突



現在、武装衝突は特に重要な生物多様性地域

で発生している。20世紀後半の大規模な武装

衝突の80％以上が、植物種の半数以上と脊椎

動物種の42％以上が生息する生物多様性ホッ

トスポットで起き、同時期に世界の34のホッ

トスポットの３分の２で武力闘争が起こった

（Hanson他　2009年）。貧困国にはホットス

ポットが存在することが多いが、貧困は自然

資源に大きな負荷をかけるので、ホットスポ

ットは特に脅威にさらされているというのも

特徴である。ホットスポットで戦争が起きれ

ば、難民による森林の食糧や建材への転換が

起こり、保全がさらに難しくなり、生態系に

一層の負荷がかかる。

1990年以降、非常に多くの国が野生生物の重

要な生息域における戦争によって影響を受け

てきた。アンゴラやボスニア、コンゴ民主共

和国、カンボジア、中央アフリカ共和国、コ

ロンビア、グアテマラ、インド、インドネシ

ア、リベリア、メキシコ、ミャンマー、ネパ

ール、パキスタン、ペルー、フィリピン、シ

エラレオネ、セネガル、スリランカ、ソロモ

ン諸島、スーダンなどがこうした国の一部で

ある。これは非常に気が滅入るリストであ

る。内乱は政府の管理の中心から遠い地点、

数百万の人口に公共サービスがほとんど行き

届かない辺境地で起きることが多い。

紛争と生物多様性

天然資源は、特に内乱などの紛争において大

きな意味を持つ。47の内戦を分析したとこ

ろ、木材や鉱物、石油といったいわゆる「略

奪可能な」資源の輸出に対する依存度が内戦

の発生率を左右する要素であることがわかっ

た（Collier　2003年）。略奪可能な資源は、

武装運動の助けとなる十分な資金を提供す

る。さらに、勝者はこうした資源を継続して

利用できる。また、紛争はすでにその他の問

題について衝突している政治的・民族的派閥

に関するものである場合も多いが、少なくと

も一部事例の主な動機は資源採掘による経済

的利益を得たいという欲求である。この事例

のひとつはリベリアである。リベリアの反乱

軍占領地域から売られる木材は、反乱軍が武

器を購入したり利益を継続的に得る手段とな

っている。恐らく、戦闘を長引かせれば利益

争いあう団体の武装衝突は、関係する人間社会とより幅広い生物多様

性の双方に大きな影響を及ぼす。当然、人間が受ける苦難が最大の懸

念であるが、武装衝突と衝突後の再建が環境に及ぼす影響も大きな注

目に値する。IUCNは多くの紛争地域で活動しており、ネパールやパキ

スタン、ソマリア、スーダン、スリランカ、コンゴ民主共和国など苦

境にある国における保全問題対応の経験を多数有している。
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を継続して得られるという考えによって、平

和への欲求が削がれている。 

紛争が生物多様性に及ぼす影響には、人間と

野生生物種の分布変化、資源採掘パターンの

変化や貧困などその他の懸念の悪化の可能性

などが含まれる（囲み9.1）。 

武装衝突は、歴史的に長い間、種と生態系の

分布、より一般的には生物多様性に影響を及

ぼしてきた。特に一部の大型哺乳類は、紛争

の状況下では脆弱である。たとえば、スーダ

ンでは内戦（1955年～1972年）のために白サ

イが姿を消し、1978年～1980年のウガンダと

タンザニアの戦争によって、両国では黒サイ

が事実上根絶された。

1996年にコンゴ民主共和国で始まった内戦の

コストは大きく、380万人以上が死亡した。

自分たちの土地から追いやられた定住農民は

掠奪者や避難民となり、その多くが国立公園

の内部や周辺に住みついた。ヴィルンガ国立

公園は、2003年に平和合意が取り交わされた

にもかかわらず、いまだ武装集団によって占

拠され、狩猟用大型動物が食糧や売買目的で

勝手に略奪されている。このような状況のも

とで、コンゴ民主共和国のブッシュミート取

引はより広範な非公式なコミュニティと密接

に結びついている。MerodeとCowlishaw（2006

年）は、政情不安と武装衝突状況下にある都

市の市場と地方市場における保護されている

生物種および保護されていない生物種の販売

と同市場に供給されているブッシュミート流

通に関する情報を収集した。平時にはガラン

バ国立公園の保護されている生物種の肉（主

にゾウとバッファロー）は地方市場にめった

にでないが、都市の市場ではそれらはブッシ

ュミート販売量の過半数を占める。

このパターンは地方と都市の商品流通形態の

違いを反映している。大型の保護生物種の狩

猟には自動小銃が必要だが、こうした銃器は

都市の取引を管理する軍の担当者によって狩

猟者に供給される。銃器の使用は、村の市場

を管理する伝統首長達には好まれない。戦時

下では、都市の市場での保護生物種の販売量

は5倍に増える。これは軍担当者が現場から逃

インドのナクサル党とトラ

インドでは、不満を抱いた部族などが政府

に背きナクサル党として知られる毛沢東主

義ゲリラなどのグループを支援し、内戦の

問題が大きくなっている。ナクサル党は、

トラの主な生息域であるインド中央部や東

部の辺境林の広大な面積を手中に収めてい

るので、トラ回復の脅威となっている。ナ

クサル党は意図的にトラを狙うことはない

が、インド国内の生息域の最大30％を占め

る地域でのトラの保全活動に支障が生じて

いる。トラが標的でなくともトラの捕食対

象の鹿や野ブタなどが過剰収穫されれば、

トラは家畜動物（もしくは人間）の捕食に

走り、地域社会との衝突が起こる。 

フィリピンの暴動による保全の促進

フィリピンのミンダナオでは有害な森林伐

採者に対する暴動が起き、ミンダナオ島の

森林を脅威にさらしている伐採行動の停止

を政府に求めた。2005年2月、ナショナル・

デモクラティック・フロントの広報担当

は、蜂起した人々は林産品の持続可能な利

用を助け、移動耕作の悪影響を最小化する

ために植林と地域住民を対象とした教育活

動を行うなど、環境保護として自分たちに

できることを実行していると主張した。ま

たこれらの活動はミンダナオに固有の多数

の鳥類やほ乳類の野生生物生息域の維持に

も役立っているとし、保全は政府がやるべ

きことであるだけではなく人々の課題であ

ると主張している。

囲み9.1	内戦と野生生物のケーススタディ
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亡し、誰も保護生物種の狩猟を管理しなくな

り、保護生物種の収穫が急激に増加するため

である。反対に、村の首長が継続して管理す

る地方市場は比較的安定を続ける。この発見

は、暴力的な衝突下にあっても伝統的な権力

は生物多様性保全に重要な役割を果たすこと

ができることを示唆している。

複数の戦争が続く中央アフリカでは、人間お

よびカバなどの野生生物種に深刻な影響が及

んでいる。たとえば、ウガンダとコンゴ民主

共和国の国境にあるエドワード湖のカバの個

体数は、反乱民兵が肉を求めてカバを略奪し

たために、1970年代の9,600頭から2005年には

およそ680頭まで減少

した。カバ減少の自然

に対する影響は深刻

である。排泄物を通じ

て、健全な生息数のカ

バは湖に年間10万トン

近い栄養素を供給す

る。これが植物プラン

クトンのえさになり、

さらに植物プランクト

ンが水生蠕虫や幼虫のえさになり、さらにこ

れらがティラピアのえさになり、このティラ

ピアをヴィルンガ国立公園内に住む数千人の

漁師が収穫する。魚の減少という問題は、テ

ィラピアに対する需要の伸びによってさらに

悪化している。需要に応えるためにより細か

い漁網を使う漁師が増え、稚魚などが捕獲さ

れ、回復が追いつかなくなっている。これに

よって人々は野生生物からたんぱく質をとる

よう強いられるようになる。漁師と野生生物

にとってこの問題は打撃であるが、エドワー

ド湖では外来種であるティラピアの枯渇が固

有の在来種（その多くがいまだ記録されてい

ない）の回復をもたらす可能性もある。エド

ワード湖に境を接し、紛争と避難民の定住に

よる副次的影響の脅威にさらされているヴィ

ルンガ国立公園の野生生物は、さらに深刻な

問題に直面している。

野生生物の反応のひとつは、害の少ない生息

域への移動である。歴史が示唆するのは、世

界中の多くの地域において衝突している民族

グループ同士の間の緩衝地帯は、特に生物多

様性に富んでいるという事実である。これは

少なくともある程度、他の民族との衝突の恐

れのために、こうした地域に対する狩猟の負

荷が少なくなっているためだろう。たとえ

ば、野生生物保護協会が2007年に行ったスー

ダン南部の調査では、アフリカ最大の淡水湿

地スッドの周辺地域に、130万匹以上のホワ

イトイヤー・コーブが生息することが判明し

た。これは、恐らく世界最大の哺乳類の残さ

れた個体群の移動だと思われる。また、ゾウ

8,000頭、リーボック

13,000頭、バッファロ

ー8,900頭、ナイル・

リチュウェ（この地域

にのみ生息する種）お

よそ4,000頭もこの地

域に生息することがこ

の調査によって明らか

になった。スーダン内

戦のためスッドの開発

は進んでいないが、西

アジアや中国、西アフリカの穀倉地帯として

の可能性があり、この地域の開発に貪欲な関

心が寄せられている。

ポスト・コンフリクトと生物多様性

紛争よりも、実際に保全にとって問題なのは

紛争後の平和である。闘争が止めば紛争のた

めに立ち入り禁止だった地域が開発の優先地

域になり、森林伐採や野生生物の略奪その他

の劣化が起こる。保護地域がいくつか整備さ

れているが、（アンゴラやモザンビークなど

では）戦時中よりも戦後の現在のほうが生物

多様性に対する脅威は大きい。さらに、紛争

の際に利用できるようになった銃器が普及

し、歴史的経験から判断すると、平和になる

と少なくとも一部の反乱勢力は野生生物を略

奪して、非常に不安定な時代を生き抜こうと

するようになる。

”
“    内戦は歴史的に、種と生

態系の分布、より一般的には生物

多様性に長い間影響を与えてき

た。



さらに驚くことに、戦争が終わると新発見が

ある。たとえばインドシナ戦争が終わったベ

トナムの森林では、野生生物保護協会など

IUCN加盟団体の生物学者が驚くべき数の新種

を発見した。最大のホエジカであるオオホエ

ジカ、非常に特異なために新属とされた森林

アンテロープのサオラ（ベトナムレイヨウ）

、新属の森林ヤギの種で地域ではリン・ズオ

ングとして知られる動物、シカの新種を少な

くとも２種示す証拠、100年間目撃されなかっ

た豚などがこうした発見の一部である。ラオ

スやベトナム、カンボジアにおけるIUCNの活

動は、ポスト・コンフリクトの保全に貢献し

ている。

紛争の予防と生物多様性への影響の軽減

国家の安全保障は無くなる事のない課題であ

り、政府に対する脅威は現実に存在するが、

こうした脅威は想定外の形をとる可能性があ

る。武装衝突を先回りして回避する事を目的

としたひとつの対応策は、国際平和公園や複

数国にまたがる保護地域を設立し、近隣諸国

間の協力を促進することである。たとえば南

アフリカには少なくとも４つの国境をまたが

る保護地域（ボツワナと南アフリカにまたが

るKgalagadi、レソトと南アフリカにまたがる

Maloti-Drakensberg、モザンビークと南アフ

リカ、ジンバブエにまたがるGreat Limpopo、

マラウィとザンビアにまたがるNyika）があ

る。このような越境保護地域は、新しい課題

と機会をもたらす。

紛争の原因と結果、戦争の環境への影響をよ

り良く理解すれば、近年のネパールにおける

内乱の際のように武装衝突時でも保全団体が

活動を続ける事ができる。たとえば、非常に

優れたKangchenjunga保護地域などの保護地

域では、管理を地域社会に委ねることによっ

て、少なくとも一部地域での野生動物の肉を

目的とする狩猟が大きく減少した。ネパール

でのIUCNのプロジェクトの多くは内乱下でも継

続できたため、平和が戻った時、成功が花咲

いた。

紛争は中央政府から遠い国境地域沿いに起き

ることが多い。このような地域は、往々にし

て野生生物に富んでいる。平和促進の手段と

して国境をまたがる保護地域を開発する選択

肢は一般的になった。平和公園は新しいもの

ではなく、衝突している政府間の一種の緩衝

地として働く。国際越境保護地域ネットワー

クは、3,043近い保護地域、指定地域を含む460

万km2をカバーする複数の国にまたがる227の保

護地域地帯を特定した（GTPAN　2009年）。こ

のような、いわゆる「平和公園」は継続的な

国際協力を確立し、地域的な認識や関心を養

い、衝突の可能性を軽減し、野生生物の自然

生息域を拡大し、保全が人間と自然の双方に

平和をもたらすという希望を提供する。

ほとんどの国で軍は、いまだ政治・社会・経

済において主要な力を持っている。現代の軍

隊は、政治的、経済的、生態学的実行可能性

は相互に密接に関係しているという認識を徐

々に持つ様になり、多くの国で保全活動に貢

献している。軍隊は、訓練施設や軍事保留地

として広大な土地を管理しているほか、生物

多様性に重要な辺境の国境地域をパトロール

することも多い。国家安全保障に対する脅威

の多くが天然資源の不適切な管理に根ざして

いるという議論さえあり（Klare　2001年）、

軍は合法的に資源管理の改善を支援できる可

能性を持つものと期待されている。IUCN加盟

団体の一部は、この目的のもとに軍と共同で

取組みを行っている。

もちろん、政府も紛争が生物多様性にもたら

す害を認識している。生物多様性条約（CBD）

はその第３条で、「自国の管轄内又は管理の

下における活動が他国の環境又はいずれの国

の管轄にも属さない区域の環境を害さないこ

とを確保する」という国家責任を認識しつ

つ、国連憲章を支持している。これは、政府

間の暴力的な衝突による環境影響を避けるた

めの明確な国際的な法的基盤である。同条約

はまた、生物多様性に対する平和の価値を強
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調し、「生物多様性の保全と持続可能な利用

が、究極的に、諸国間の友好関係を強化し、

人類の平和に貢献する」と結論付けている。

しかし、武装衝突下の環境管理・保護に関

する既存の国際法には、規範上のそして行

政上の（規範的要件をいかに実現可能とする

かという問題だけではなく）大きなギャップ

があり、これを埋める新しい施策が必要であ

る。環境損失の申し立てを調査する特別国際

法廷や、武装衝突による環境影響に関するケ

ーススタディは、武装衝突下の環境と天然資

源に対する影響の責任と補償制度の一部にな

り得る。

こうした状況が、IUCNやその加盟団体をはじ

めとする保全団体に示しているのは何であろ

うか？紛争地域で保全活動に従事する場合、

保全を継続するために全力を尽くすべきであ

る。紛争地域の住民の合法的な利益を支援す

る活動を行う事ができるかもしれない。この

ためには、地域の非政府組織（NGO）を通じた

取組みを行ったり、政府の手先として捉えら

れることを避ける必要がある。中米やネパー

ル、インド、アフリカの一部におけるIUCNの

経験によると、反乱グループはNGOによる地域

社会の利益となる保全活動を許容する場合が

多い。さらに、保全コミュニティは、地域の

保全組織を最大限、継続支援すべきである。

地域住民による資源管理が保全活動の基盤で

あることを踏まえ、政府支援が撤退したあと

に介入したり、地域住民と現地スタッフの良

好な関係の維持を支援することなどがこれに

含まれる。

紛争をかかえる辺境地域の地域社会の歴史的

な不満を客観的に理解するよう努め、こうし

た理解を適切な保全上の利益を助ける仕組み

の設計に活用することは重要である。

過去30年の経験から、天然資源の効果的な

管理は紛争後の平和構築と回復を助け、反

対に、天然資源問題への対応の誤りや効果的

な天然資源管理の失敗は紛争後の社会の平
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和を損なうといえる。紛争とそれによっても

たらされる結果は、人間にとっては議論の余

地なく打撃であるのは明らかだが、野生生物

にとっては必ずしも打撃であるとは限らない

（McNeely　近刊）。

環境や紛争、平和構築の分野に従事する人々

は、紛争後の地域社会支援において地域社会

の人々の期待を非現実的に高めるべきではな

い。平和構築プロセスにおける天然資源管理

は、非常に長期にわたり、進捗は遅く、容易

ではないためである。また、保全関係者は、

保全価値を損なわない適切な地域への難民の

再定住を促進するために、人道的組織とも連

携すべきである。

 



10. 災害：
災害後の復興における生態系への配慮



環境に対する懸念への対応は、復興計画の成

功の欠かせない要素であると同時に、地域住

民の将来の災害に対する脆弱性を軽減する事

にもつながる。歴史を振り返ると、地震は同

じ地域で再発する傾向があり、洪水や台風、

干ばつの頻度は高くなり、その規模は大きく

なっていることが分かる。こうした事前の警

告を踏まえ、計画策定には世界で進行しつつ

ある変化を緩和し、これに適応するために可

能な対策をすべて含めるべきである。現在復

興に関与する人々は、長期的な再建の課題と

持続可能な暮らしの確立に向けた対策の方法

を変える機会を手にしている。しかし、この

機会を最大限活用するには、過去の災害への

対応で学んだ教訓を活かし、適切な戦略を用

いて対策を立てていく必要がある。

典型的な災害後対応の全段階において、環境

に対するニーズを主要検討事項とすべきであ

る。もちろん初期の救助段階では、災害の被

害を受けた人々の急を要するニーズに焦点を

合わせなければならないが、救助と救援段階

においては、人間の苦難を軽減するためにと

られる行動が、環境に想定外の悪影響を及ぼ

す可能性があることを念頭に置くべきであ

る。たとえば、灯油や天然ガスのかわりに薪

を供給すれば周辺地域の森林伐採につなが

り、森林伐採による地滑りの脅威が増す。一

時的移住などの短期的な対策は、たとえば災

害避難民が国立公園内に避難した場合などに

は長期影響が生じる場合がある。一般的に、

長期的な復興には人間と環境の双方に対する

調和のとれた直接的行動が必要になる。　　

短期的復興計画の策定と環境

救援段階の２つの主要な活動は、廃棄物管理

と被害を受けた人々の再定住であるが、これ

らの活動はともに生態系の機能に大きな影響

を持つ。この両方の活動は環境劣化の直接的

原因として、生息域の損失や分断化、汚染、

侵略種の拡大をもたらす可能性がある。ま

近年、地震や津波、ハリケーンなど極端な自然事象の発生が増えてい

る。自然事象によって人々の利益に影響が及ぶと災害になる。災害の

影響の拡大は、脆弱な地域の人口増加による可能性がある。災害後の

人々のニーズには、重要で迅速な対応が必要であるが、復興の取組み

では自然がいかに貢献できるかを考慮すべきである。生態系サービス

（第４章）は、こうした極端な事象の影響をうけるが、同時にこうし

た事象に対する対策の一部ともなる。災害後の再建の取組みは、人々

の暮らしと安全、それらが依存する生態系の回復を助ける広範囲かつ

長期におよぶ変化を実現する機会にもなる。

89



た、再定住は天然資源の過剰利用という想定

外の結果をもたらす可能性がある。これは、

新しい条件下に暮らし始めた人々が、食糧や

暖房、調理に木材を使ったり、消費もしくは

（収入獲得手段として）売却するために自然

製品を利用する可能性が高いためである。

将来の計画策定に重要な教訓をもたらすの

は、過去の大規模災害への対応の経験で

ある。たとえば、アジア開発銀行（ADB）

は、2004年にスリランカのハンバントタのア

ンダマン海で起きた津波からの復興のレビュ

ーにおいて、環礁その他の沿岸生態系へのが

れきの堆積と内陸への塩分

の侵入が地域の漁業・農

業の生産性に悪影響を与え

たことを報告している。ま

た、市町村が湿地に廃棄物

を捨てたことが排水システ

ムと洪水緩和地域に影響を

及ぼし、水を媒介とする疾

病の可能性が増加するな

ど、清掃活動が環境に影響

を与えたとも報告してい

る。同報告書は、再定住が

提案されている場所の一部は生物多様性に富

む地域を脅威にさらす可能性があるので、再

定住地は生物学的に影響を受けやすい地域か

ら十分なバッファゾーンをおくべきてあると

し、再定住世帯数を地域の許容範囲内に抑え

るべきであるとしている（ADB　2005年）。

侵略種は、もうひとつの重要な脅威の原因で

あるが、見過ごされることが多い。国連環境

計画（UNEP）がスリランカ環境天然資源省と

共同で行った津波後の環境評価では、大波

によってウチワサボテンや塩分に耐性のある

メスキート（プロソピス）などの侵略的外来

種がかなり内陸に運ばれ、ヤラ国立公園など

の保護地域にまで達したことが明らかとなっ

た。これらの外来種は、スリランカの家畜と

野生生物に適した在来種にとってかわりつつ

ある（UNEP　2005年）。2006年にニューオー

リンズを襲ったハリケーン・カトリーナの復

興計画においても侵略種は大きな懸念となっ

た。中国在来のイエシロアリは偶然米国に導

入され、現在までに少なくとも南部９州で

侵略が発生している。ハリケーン・カトリー

ナ以前、イエシロアリはニューオーリンズ地

区の住居・事業におよそ年間100億米ドルの

被害をもたらしていた（US EPA　2005年）。 

ハリケーン・カトリーナ後、ルイジアナ州農林

業局によってイエシロアリ対策法が整備され、

災害のがれきに対して効果的な検疫が行われて

いる（ルイジアナ州農業局　2005年）。この

法律は、「イエシロアリが寄生するものを含む

数百万トンの本質のがれき

がハリケーンによって残さ

れ」、「本検疫は、イエシ

ロアリの広がりと地域への

寄生を防ぎ、現在寄生の起

きていない住居や構造物、

今後建設される建物、再建

される建物への寄生を防

ぐ」としている。

短期的優先事項のひとつ

は、廃棄物とがれきの管

理である。2008年に起きた中国中部の地震で

は、廃棄物の大きな問題が起きた。中国軍

は、地震による廃棄物800万m3以上を廃棄した

と報告したが、これは北京の「鳥の巣」オリ

ンピック・スタジアムの容積のおよそ16倍で

ある（WRI　2008年）。さらに、多くの人々が

負傷し、その治療から慎重な処理が必要な医

療廃棄物が大量に発生した。中国中部は、農

業用のさまざまな化学製品の主要生産地であ

るため、リンやアンモニアなどの化学物質の

環境への放出などの被害評価がいくつかの報

告書で報告されている（RSC　2008年）。

医療廃棄物とがれき、化学工場からの化学物

質漏出の可能性は、人間にとって食糧や水の

源であり、避難地でもある環境に脅威をもた

らす。これらの生態系サービスへの脅威に短

期間で対応できなければ、人々の生活の再建

が非常に遅れる。 

”
“    将来の計画策定

に重要な教訓をもたらす

のは、過去の大規模災害

への対応の経験である。 



長期的復興計画の策定

環境の懸念に対応した長期的復興計画策定

は、コスト効果の高いアプローチである。

復興の初期計画策定開始段階から、知識、能

力、政策支援の３つの主要要素に基づいて環

境に関する検討を行う必要がある。

知識

環境への影響とそれに続く生態系サービスへ

の影響の理解は、計画策定における重要なス

テップであり、復興活動の効果を測定するベ

ースラインとなる。災害の影響は、直下の地

域から離れた地域のほうが明らかである場合

も多く、影響評価はこの点を考慮すべきであ

る。たとえば、影響地域内の資源に依存して

いる職に従事する人々が、数百km離れた場所に

住んでいるケースなどがこうした例である。

効果的な活動には、活動開始時の環境の状況

に関する十分な知識のベースラインだけでな

く、順応的管理を支える長期的な生態系変化

のモニタリングが必要である。

能力	

災害に対応する能力は、成功の重要な要素で

ある。ほとんどの災害は、利用できるすべて

の人々の力が必要なほどの被害を及ぼす。生

態系の修復には地域住民からの支援が必要

で、援助機関への政府による資金調達が求め

られる場合も多い。すべての復興活動に対す

る一般の人々からの支援と協力も必要な能力

の一部である。復興を助ける環境の役割の重

要性に関する一般の人々の意識啓発も必要で

ある。

活動を支える政策

過去の災害から、我々はすでに長期的な環境

管理を支える政策の必要性に関する教訓を学

んでいる。たとえば、建造物や建材の種類の

ゾーニングについて構造物建築基準に関する

政策の整備が必要だろう。もちろん短期的イ

ンフラと長期的インフラの双方に対する環境

影響評価（EIA）の義務付けも不可欠である。

また、災害は地域の環境を大きく変える可能

性があるので、復興にはバッファゾーンとし

ての保護地域の設立・施行が必要かもしれな

い。

長期的計画の立案において考慮しなければな

らない政策には、以下のものが含まれる。 

• サイト選択において、空間的・生物学的多様

性を育み、農村社会や自然コミュニティが依

存する主要な生態系プロセス（水循環、栄養

素循環・フローなど）を再確立し回復力を高

めるような生態系に関する政策 

• 生態系への影響を最小化するインフラ開発を

支援し、新しい持続可能な資源および潜在的

資源を生みだし、利用可能な経済資源の多様

性を高める社会経済政策

知識と能力、政策が整備されたときに効果的

な活動が可能になる。この活動は、景観規模

のアプローチを念頭に置いて実行されるべき

である。景観規模の管理は、土地利用を決定

する重要な影響要素と関係者の役割のすべ

てを認識するために十分な規模で実施され

る（McNeely ＆ Scherr　2003年、Scherr ＆ 

McNeely　2007年）。望ましい景観管理は、現

在の土地利用に関する産業や社会、環境のニ

ーズの間のトレードオフのバランスをとり、

社会的ニーズを満たす。

景観アプローチは、環境水流などに特に配慮

すべきである。環境水流とは、河川や湿地、

沿岸の生態系とその便益を維持するために

供給される水のことである（Dyson他　2003

年）。上流での水資源開発によって、下流の

ユーザーの暮らしと生態系に影響が及ぶ。適

切な環境水流は、河川の健全性や経済開発、

貧困削減に大変有用で、これによって健全な

河川と地下水系が社会にもたらす多数の恩恵

が継続的に利用できる。これは、ミレニアム

開発目標（MDG）７（環境の持続可能性）の

達成に直接貢献するほか、保健関連と教育関

連のMDGの達成を間接的に支援する。

生態系回復計画の立案にはさまざまなオプシ

ョンを検討すべきである。関係者は、地域村
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民から都市生活者、地域産品の購入を通じて

貴重な収入を与える国際観光客までさまざま

である。さまざまな関係者の要望はそれぞれ

異なるため、開発の選択においてはこうした

要望のバランスをとる必要があり、開発シナ

リオや予測フロー、戦略的環境影響評価など

のツールを利用してバランスのとれた開発を

選択すべきである。しかしながら、最終的

に、計画策定者には、理想的な「ウィン‐ウ

ィン」は実現可能性が低く、最も望ましい

「Win more-Lose　less（得るものを多くし、

失うものをなるべく減らす）」オプションを

見つける必要があるとの認識が求められるだ

ろう。

天災と人為的な脅威からの生態系回復に関す

る経験から、災害からの回復の計画に統合す

べきいくつかの重要な原則が導かれている。

• この機会を生かし、物事をより良くする 

• 計画は、単純に以前と同じものを再建するも

のであってはならない

• 取組みの実行可能性が最も高い地域を選ぶ

• 災害の影響を受けた全地域が積極的な修復を

必要としているわけではない

• 適応の柔軟性をもって計画を作成する

• 実施途中の計画変更の可能性を念頭に置く

• ひとつの戦略がすべてに適用できると考えな

い

• 行動実施によって環境にさらなる損害を与え

てはならない

復興計画策定に対する気候変動の影響	

対処計画を立案する際には、適応と緩和に関

する将来の気候変動の影響可能性の検討が必

要である。復興のオプションには温室効果ガ

ス（GHG）排出削減の取組みを含め、排出増に

つながる対策を避け、被害コミュニティによ

る気候変動適応を支援する対策を設計するべ

きである。

災害復興計画の一部としてとられるすべての

活動は、他の災害の対応管理から学んだ教訓

と気候変動影響などの複雑な要素に関する知

識を基盤とし、生態系にも配慮すべきであ

る。これには再植林に用いる種を慎重に検討

することで将来に適応したり、未来の脅威に

対する脆弱性の軽減を目指して村の位置を調

整したりする事が含まれる。

災害から完全に復興するには、大規模で協調

した取組みと大規模な資源投入が必要であ

る。しかし、これは同時に人々を結びつけ開

発を助け、持続可能な生態系サービスの管理

を備えたより望ましい未来をつくり、進行中

の気候変動に対する緩和・適応対策を実施す

る機会でもある。

極端な事象と災害は、特に気候変動の影響下

では環境にとって大きな問題である。今後10

年間、保全コミュニティは生態系を基盤とす

る気候変動適応の経験から学び、そこから得

られた教訓を極端な事象に対する人間の脆弱

性の軽減に役立てなければならない。また、

極端な自然事象からコミュニティを保護する

ために、生態系サービスのより良い管理方策

を促進し、再建と適応のための生産的なオプ

ションを提供する必要がある。
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11. 健康と生物多様性：
保全による貢献 



世界の保健に関する状況が深刻度を増すにつ

れ、保健と生物多様性の関係に注目が集まっ

ている（Chivian & Bernstein　2008年）。保

健と気候変動と生物多様性の関連は何か？こ

の関連を研究すれば一層効果的な政策対応を

整備できるだろうか？各分野の科学者と政策

決定者の連携は、より効果的な行動に結びつ

く共通の基盤を見つけられるだろうか？

都市生活と近代技術によって、人間の健康維

持が健全な自然環境に依存するという事実は

一般市民に意識されなくなった。さらに、近

代の医薬研究は個別のリスク行動や珍しい病

気を引き起こす病原体に焦点を置く傾向があ

る。水や土壌の質、免疫系に変化を起こす可

能性のある汚染物質、内分泌系を阻害してあ

る種のガンのリスクを高める有機薬品、さら

にマラリアやデング熱を媒介する蚊のような

特定の疾病の媒体の拡大をもたらす気候変動

など、集団レベルの保健に対する影響への注

目は少なすぎる。このような要素は、より包

括的な保健アプローチの中で考慮されるべき

である。

保健は世界経済の一部であるにもかかわら

ず、いまだに多くの人々が健康は個人的な問

題と捉えており、予防も治療も個人を対象と

している。しかし、健康は集団の特徴でもあ

り、この問題を社会という総体的で大きな視

点からみると全く異なる方向に向かう可能性

がある。もちろん、最終的に病気を患うのは

個人であるが、そのリスクは集団が生活する

社会的・環境的条件に大きく影響される。

熱帯林や他の生態系の破壊や分断化によって

発生した感染症（エボラ・ウィルスなど）や

野生生物と人間の疾病の結び付き（西ナイ

ル・ウィルスなど）による感染症の出現、自

然に存在する多くの既知と未発見の医薬品、

人々の健康への生態系の貢献、動物と人体の

健康を阻害する内分泌阻害物質の発見の増

加、生態系への気候変動の影響、これらすべ

てが複雑な保健関連の課題における生物多様

性の重要性を示している。

生物多様性を構成する要素は、我々の健康に

とって味方にも敵にもなりうる。バクテリ

アとウィルスは病気を起こし、大型肉食動物

や有毒な生物、植物は人間を殺すことができ

る。ネズミなどの小型肉食動物とゾウなどの大

型草食動物との衝突は食糧生産システムを損

ない、人間の栄養状態を損なう。外来種は、

我々の健康への脅威をもたらす場合がある。

20世紀のある時点で、伝染病は基

本的に根絶もしくは少なくともコ

ントロールされたと思われた。し

かし、現在、エイズの感染者は継

続して増えており、多くの病原体

が抗生物質に耐性を持ちはじめ、

かつてはコントロールされていた

風土病の多くが復活し、病原体が

拡大し、社会の対応より早い速度

で新しい病気が出現している。
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こうした生物多様性の人の健康に対する望ま

しくない影響を大きくしのぐのが、植物や動

物に由来する医薬品などの生物多様性の健康

への便益や清潔な水や、大気を提供する生態

系サービスによる便益である。多くの研究

が、植物種や動物種に由来する健康への便益

に着目しているが、生物多様性の他の側面も

人々の健康にとって重要である。特に、若年

層にとって自然は精神的健康と肉体的健康の

源である（Louv　2005年）。しかし、今日の

我々の行動の一部は、明日そして遠い未来の

健康を脅かしている。生息域の損失、過剰収

穫、気候変動による環境の劣化は、すべて人

々の健康と福利に意味を持つ。 

生物多様性：植物種と動物種による保健への

貢献

薬効をもつ生物多様性の理解は、種に基づく

ものである。医薬品の直接的な原料から研究

モデルまで、人々の健康を助ける種の役割は

さまざまである。一方、（人間も含む）生物多

様性の管理の方法は人々の健康にも影響する。

保健のための連携

医薬品に利用される植物種はおよそ50,000

～70,000種で、このうち15,000種が脅威にさ

らされている（Schippman他　2006年）。薬用

植物に由来する医薬品の製造・生産は、人々

の健康を支え、植物の多様性を保全する。世

界人口のおよそ80％が自然の植物に含まれる

物質を含む療法や薬を利用しており、その多

くが自国内で生産されている。薬用植物の世

界取引は、1991年から85％増加しているが、

これらの取引は主に10ヶ国程度の国々の間で

行われている。

薬用の生物種は、伝統医薬と「西洋医薬品」

の双方に利用される。現在、肥満などの健康

問題は、フーディア種などのアフリカの薬用

植物を使って治療されている。自然界との結

び付きは、ほとんどの伝統的な先住民の知識

の重要な一部である。多くの伝統的保健慣習

に測定可能な便益があることが発見されてお

り、今後も新たな薬用動植物の発見を促すだ

ろう。

保健に関する伝統的知識（TK）は、男女間

で異なることが多い。ブラジルのジャウ国

立公園で行われた民族植物学調査は、助産師

はある種の植物に関する知識が豊富で、伝

統的な呪医はその他について詳しいことを発

見した。ニカラグアのLos Guatuzosコミュ

ニティでは、コミュニティの土地や森林で

見つかる薬用植物のタイプについて質問さ

れると、男性は配偶者を呼んで答えさせた

（Azofeifa　2003年（Rodriguez、Blanco & 

Azofeifa  2004年より引用））。

冬眠中でも骨量が減らないクマを利用した骨

粗鬆症の研究など、多くの動物も人の健康の

研究のための重要なモデルとなる（Chivian 

＆ Bernstein　2008年）。（これらのカエル

は現在絶滅してしまったが）胃の中で子ども

を育てるカエルは、消化性潰瘍の理解など人

の健康を向上する貴重な発見のもととなるユ

ニークな生理を持っている。多数の動物が、

攻撃（毒蛇やイモガイなど）や防御（両生

類）のために毒をもつが、こうした毒が医薬

品に利用できる場合もある。

保健への課題

人間は、人体を構成する細胞よりも多くの微

生物を体内・体表に宿している。このうち少

なくとも217のウィルスとプリオン、538のバ

クテリアとリケッチア、307の菌類、66の原生

動物、287の寄生蠕虫を含む1,400種以上が少

なくともある条件下では人間に対する病原体

となる（Chivian ＆　Bernstein　2008年）。

通常、人体はこうした微生物の健全な機能に

頼っているが、この豊富さと多様性は、一方

で新たな病気の出現機会ともなる。人間がこ

のように多様性に富んだ有機物の宿主である

のは、他のどの種よりも広い地域を移動し、

たくさんの生態系型を占有している伝播に優

れた宿主であるためである。 



人体の移動や生態系の変化を通じて、これら

の微生物間におけるコンタクトが増えると、

新しい病気が出現する。たとえば、ブラジル

のアマゾンではアルボウィルスその他の190

近い新種が1954年～1998年の間に発見された

（Vasconcelos他　2001年）。ブラジルのアマ

ゾンは、生物多様性が豊かなためにアルボウ

ィルスが非常に豊富である。これらのウィル

スのほとんどについては、未だ良く知られて

いない。生物多様性の損失につながる環境変

化、すなわち森林伐採、採鉱、ダム・高速道

路建設、人間の入植、都市化は、人体に対す

る既知の病原体を含む関連アルボウィルスの

出現や再出現に関連する大きな環境変化であ

る。生物多様性損失の二次的影響として、そ

の他の病気も発生する可能性がある。

生態学的な関係性が変化すると、新しい集団

に新しい病原体が導入され、疫学的リスクが

増える。たとえば、人間が野生の鳥の営巣地

域に進出すると遺伝子交換の機会が増える。

特に懸念されるのは、ウィルス感染した人間

と野生・家畜化動物の間の遺伝子交換であ

る。２つのウィルスの間に遺伝子交換が起き

るとウィルスに新しい外膜が生成され、人間

の免疫系に侵入できるようになる。これが、

インフルエンザの流行が起きる主なメカニズ

ムである。こうしたインフルエンザには、人

間に感染していたウィルスと、野生を含むア

ヒルやその他の鳥類に感染していたウィルス

が関与していることが多い。

微生物を対象とした一部の疾病管理プログラ

ムは、たとえ成功したものでも生態系を阻害

し、保健全体を損なっている可能性がある。

この一例は、マラリアを媒介する蚊を殺すた

めに使われたDDTである。想定外の結果とし

て、受粉を助ける昆虫の相互作用が阻害さ

れ、一部の鳥の種の繁殖が減少し、食糧生産

も減少した。栄養改善による保健向上の目的

で設計された農業開発プロジェクトも病気の

パターンを変え、生態系を阻害することがあ

る。持続可能な保健の促進においては、生態

系アプローチをとり、複数の規模、視点から

検討し、不確実性の高さを念頭に置くべきで

ある。

世界保健機関（WHO）（2002年）は、世界の

疾病の25％、サハラ以南アフリカでは最大35

％の原因が環境問題によるものであると報告

した。環境条件の改善によって救われる人命

は、年間最高1,300万人である。環境管理の改

善によって、乳幼児に死をもたらす３大疾患

であるマラリアによる死亡の40％、下気道感

染症による死亡の41％、下痢性疾患による死

亡の94％を防ぐことができる。生態系の健全

性の確保は、極端な自然事象の影響に対する

人間の脆弱性改善にも貢献する。

生物多様性に関連した人の健康への影響は、

他の脅威によって悪化する場合がある。たと

えば、国際化は旅行者数と国際貿易量の増加

をともない、人間に対して危険性をもつ多数

のウィルスの範囲を拡大する。気候変動も生

物多様性に影響をもつ。分布の変動や降雨パ

ターンの変化は、病気の媒体の分布変化、食

糧や水の供給変化など人の健康に二次的影響

をもたらす。Patz他（2004年）は、土地利用

の変化と感染症の出現の関連について報告

し、ひとつの景観内で生態系は互いに複雑に

関連しあっているので、土地利用管理におい

ては幅広い視点が必要であることを強調して

いる。

人の健康のための、生物多様性に関連する支

援の最適化

生態系サービスは、それ全体で人間の健康を

支えている。医薬品や食糧といった供給サー

ビス、食糧や栄養をもたらす土壌といった基

盤サービス、持続可能な水と大気の質のため

の調整サービス、精神保健を支える文化サー

ビスなどがその例である。自然とのふれあい

は人間をリラックスさせる効果があり、屋外

で過ごす時間は健康を回復させ、ストレスを

緩和し、人生のバランスを取り戻す効果を持

つことを研究が示している。自然とのふれあ

いによる保健価値は世界共通で、「先進」国

に限られたものではない。平和な場所を想像
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”
“    平和な場所を想像してく

ださいと言われると大部分の人は

自然の中の場所を思い浮か　　　

べる。

してくださいと言われた時、大多数の人は海

岸や森林、湖など自然のなかの場所を思い浮

かべる。今日の世界の変化が生物多様性と保

健に及ぼす影響を認識することは、こうした

脅威の発生源や脅威に対する対応を理解する

ために不可欠である。保全関係者は、自然が

保健の全側面に及ぼす影響を認識し、生物多

様性に関する政策を重視し、薬用植物の価値

評価と健康産業に関連する在来種の調査およ

び持続可能な利用を促進することができる。

薬用植物の保護には、さまざまな関係者が関

与する。自然保護に主眼を置く関係者は、主

に生息域保護や野生からの持続可能な収穫、

適切な取引管理などを重視する。社会的関心

をもつ関係者は、伝

統的知識の理解や、

収穫者や農家の安定

した十分な収入の確

保を求めている。商

業的関心をもつ関係

者は、品質の標準化

や取引の可能性、収

益の多い取引につな

がる加工産業を模索している。

WHOはIUCNやWWF、TRAFFICとともに薬用種保護

のためのガイドラインを開発した（1993年）。

さらに近年では、産業界・保全団体・コミュ

ニティ・政府のパートナーシップにより、薬

用・芳香性植物の野生からの持続可能な採取

に関する国際基準（ISSC-MAP）（IUCN SSC 薬

用植物専門家グループ　2007年）を策定した。

これは1993年のガイドラインとWHOの薬用植物

の栽培と採取に関するグッドプラクティス・

ガイドライン（GACP）（WHO　2003年）に基づ

くもので、野生の薬用植物と芳香性植物の持

続可能な利用と取引に対する将来の連携アプ

ローチの達成手段となる。

保全関係者は、人間と動物の健康の関連につ

いても研究している。野生生物保護協会と

IUCN、その他のパートナーは、2003年の第5回

世界公園会議で環境と開発のための動物およ

び人の健康（AHEAD）と名付けられたプログラ

ムを発足させた。以降、AHEADはアフリカ南部

のさまざまな関係者をとりまとめ、環境管理

が支える野生生物の健康、家畜の健康、人の

健康と暮らしの三角形で表される景観規模の

関連性を検討している。ひとつの大きな焦点

はグレート・リンポポ越境保護地域（TFCA）

で、AHEADは越境景観開発に関する複数の専

門分野にわたる対話と、野生生物・家畜の疾

病管理計画（動物と人間の間で共通する感染

症を含む）を支援している。国境をまたぐ保

護地域のコリドーは、動物と人間を結ぶだけ

ではなく、媒介生物とそれによって運ばれる

病原菌にとっての「生物学的橋」となる。こ

のような大規模な土

地利用計画活動につ

いては、総体的なア

プローチの確立が

急務である。グレー

ト・リンポポのよう

なTFCAにおいては、

ここ数十年間で初め

てフェンスが取りは

らわれ、野生生物と家畜がお互いに行き来が

できるようになった。これは、保全と自然を

基盤とする観光（写真や狩猟など）収入にと

っては画期的な出来事であるが、その一方で

注意が必要である。国境をまたぐ地域が野生

生物と家畜、人間の地域社会の保健および持

続可能性に及ぼす影響はなにか？実施・促進

メカニズムであるAHEADは、時に競合するさま

ざまなセクターが文字通り同じテーブルにつ

き、保健と病気を独立してとりあげるのでは

なく、当該地域の社会経済・環境条件の中で

このような課題への対応に向けた連携の方法

を見つけるために活発な取り組みを進めてい

る（Osofsky他　2005年）。

人口増加や国際化、国際取引、気候変動は、

生息域の損失を加速し、新種の病気をもたら

し、自然のシステムがそれ自体を調整する方

法を変えている。ひとつの生態系のなかで似

たような機能を果たしている種の多様性が高
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まれば、環境変化のもとで生態系プロセスが

維持される可能性が高まるだろう。人の健康

の視点から見ると、生態系の多様性が優れて

いれば、人の健康が依存する生態系サービス

が継続する可能性が高くなる。人の健康のレ

ンズを通して生物多様性をみると、人の健康

を支える視点をともなった新しい生物多様性

保全の政策と行動に関する視点が見えてく

る。同様に、人の健康のために生物多様性を

保全することは、保全活動の支持者の増加に

もつながる。生物多様性と人の健康の関連を

実証することによって、保全は人道主義の中

心的課題になるのだ。

生物多様性を構成する全要素の人の健康に対

する明白な重要性を念頭に置くと、今後10年

間における人の健康の維持・向上を支援する

生物多様性保全活動の実施には、薬用生物の

多様性保全に向けた知識共有の向上、景観規

模での生物多様性資源に関するパートナーシ

ップおよび管理の拡大、ISSC-MAPなどのよう

な政策とガイドラインの実施が必要である。 



12. 「グリーン」経済の開発 
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気候変動や漁獲高の減少、減少しつつある淡

水資源、修復が追いつかない生態系の劣化な

ど、ミレニアム生態系評価（MA）に記録され

ているとおりまだまだ課題はある。金融危機

をもたらしたものと同じ成長モデルは、生態

系のバランスの崩壊という危機を招きつつあ

る。限度を無視し、コストを外部に求める成

長モデルは持続可能ではない。母なる自然

は、政府とは異なり「救済」はしない。

現在、貨幣経済を動かしているシステムは持

続不可能なエネルギーと製品の生産と完成品

の消費、それらにともなうサービスを基盤と

している。人々は消費を歓迎し、実際多くの

人がより多く消費したいと思っている。しか

し、持続不可能な消費の環境への影響は広く

知られるようになってきており、消費者はそ

れに対応し始めている。ナショナル・ジオグ

ラフィックはGlobescanと連携して、消費者選

択と環境を測るグリーンデックス指標を開発

した。2009年の報告書は、17ヶ国に関する情

報をカバーし、そのうちインド人とブラジル

人が最も環境意識の高い消費者でカナダ人と

アメリカ人がリストの最後であるとしている

（図12.1）。

どうすればグリーンデックスの上位国になる

だけではなく、実際の消費行動が地球規模の

環境に正味ニュートラルとなるのだろうか？

これは、グリーン経済が直面する主要課題で

ある。個人レベルでは、持続可能な生活の実

施とは、個人消費を管理し、過度の負荷を地

球にかけないようにするといったことであ

る。反対に事業者にとっては、持続可能性と

は奪うものよりも多くを地球に返すことであ

る。グリーン経済は、環境と経済、社会はす

べて同じ貸借対照表の一部であると捉えてい

る。消費と生産に基づく経済の健全性は、環

境の健全性とのバランスの中にある。  

持続可能性の測定

よりバランスのとれた健全な地球を実現する

鍵は、経済成長をもたらすものとしての天然

資源利用から遠ざかることである。環境と生

態系サービスを世界経済の計算に統合すれ

ば、環境支援や環境保護・保全に経済手段を

利用できる。しかし、国内総生産（GDP）や人

間開発指数（HDI）他、同様の指標を通じて現

在我々が進捗を測っている方法は環境貢献を

適切に反映していない。

先進国の過剰消費の環境影響は、自然の財と

2008年の金融危機とその後の金融

救済措置、緊縮政策は、制度変化

の準備が整いグリーン経済の可能

性が広がるという保全関係者にと

って望ましい可能性を示唆した。

しかし経済制度崩壊の懸念によっ

て、地球規模の生態系というもう

ひとつの崩壊の危機にあるシステ

ムは注目を奪われることとなっ

た。



サービスの価格に生態系と環境に対する真の

コストが正確に反映されていないために正確

ではない。裕福な人々は購買活動を通じて環

境を損ない、市場の力は往々にして環境標準

の整備・執行が不十分である途上国や自国内

の天然資源の枯渇を促す。 

グリーン経済への移行のためのツール

環境の価値評価

ますます多くの経済学的研究が、経済に対する

環境の価値、行動を起こさないことのコストや

環境保全に失敗することのコストの理解をテー

マとするようになっている。Ten Brink（2008

年）は、今生物多様性の損失に歯止めをかけな

ければ、2050年までの人間の福利に対する累積

コストは、森林から得られる財とサービスの損

失によるものだけでも14兆ユーロ（全世界GDP

の７％）になると推計した。

生態系と生物多様性の経済学（TEEB　第４章）

は、現代的なサプライチェーンと生産システ

ムにおける消費の真のコストと外部性の問題の

理解向上を目的としたものである（TEEB　2008

年）。サプライチェーンとは、一次生産者と製

造者、そして消費者に完成品を届けるために

売買を行う流通業者の間の結び付きである。サ

プライチェーン管理者は、効率改善のために持

続可能な生産に必要なコスト全体の支払いを断

り、コスト削減を行う場合がある。汚水を処理

しなかったり、開墾中に失われたカーボンシン

クをオフセットしないことでコストを「節約」

するなどがこの例である。これらはサプライチ

ェーンに反映すべき現実のコストであり、最終

的に購買者が負担することで、消費者は自分た

ちが購入する製品を生産した生態系サービスの

価値を理解する。 
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注：2008年の総合グリーンデックス

のスコアは全体の結果に影響を与え

ないように再調整している

図12.1　グリーンデックス2009（ナショナル･ジオグラフィック）

グリーンデックス：総合順位
各国の消費者（2008～2009年）
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インセンティブ：その利点と欠点

保全支援に利用される市場メカニズムは、単

純な水の価格決定から複雑な環境ヘッジファ

ンドまでさまざまである。理想的には、この

ような金融メカニズムは資金を一回限り提供

するものではなく、継続的な保全インセンテ

ィブとして運用すべきである。このようなメ

カニズムを通じた生態系の長期的な役割を踏

まえ、持続可能性は経済的決定に統合され

る。もちろんこのようなスキームは、信頼で

きる基準、検証、執行制度が整備されてなけ

れば効果的に機能しない。 

オフセット	

オフセットは他の行動の影響に対応する、も

しくはそれを補償するためにとられる方策

である。気候変動においては、1997年の京都

議定書（および特にクリーン開発メカニズム

（CDM））が最も有名な炭素オフセット・プ

ログラムであり、これによって議定書のもと

に排出管理を行う国は、自国に義務付けられ

た排出削減の一部を途上国で実施することが

認められている。CDMは、法的な拘束枠組みの

もとで政府間コミットメントを満たすために

設計されたものだが、自主的な炭素市場もあ

る。2008年には、自主市場における炭素取引

量とその取引金額が前年比２倍近くになり、

市場価値は合計で70,500万米ドルとなった

（Hamilton他　2009年）。

一部では、種と生息地にオフセットが適用さ

れている。後者への適用は比較的新しいが、 

ビジネスと生物多様性オフセット・プログラ

ム（BBOP）は、自主的生物多様性オフセット

のベストプラクティスを支える原則と方法論

の規定に取り組んでいる（BBOP　2009年）。

生態系サービスへの支払い（PES）	

生態系サービスへの支払い（PES）は、人が自

然から受け取る便益の価値を反映させる重要

な手段（Wunder　2005年）として本書におい

て頻繁に言及されている。ラテン・アメリカ

をはじめとする数ヶ国でPESスキームの対象と

なっている生態系サービスは、流域保護への

支払いである。流域が提供する多くのサービ

ス（産業や生活、娯楽需要に対する水質、水

量）に対する消費者意識が高まるにつれて、

その保全に対する支払いの意志が高まった

（Smith他　2006年）。このような支払いに

は、民間の水利用者による環境機関や保護団

体（NGO）への支払いや、中央政府から民間の

土地所有者への直接支払いなどがある。これ

までの経験から、以下のような場合に流域保

護への支払いが最も適切である事が示唆され

ている。

• 資源をすべて買うのは高すぎる（し不必要で

ある）

• 代替的な技術的解決策（インフラなど）より

も安価である

• 求められているサービスの提供が検証可能で

実現可能である

• 取引コストが妥当である

• 対価を払う意志のある人がいる  

（Kousky　2005年）

生態系サービス市場の効果的な開発と実施

は、所有権の規定の未熟さをはじめとする市

場制度の弱さ、環境の損失責任に対する不適

切な認識、生態系の健全性に対する貢献を歓

迎する文化の欠如、規制能力の弱さなどいく

つかの要素によって制限される（Bishop他

　2009年）。

認証

生物多様性に関する標準と認証スキームは、

事業者の生物多様性行動を促進する重要なツ

ールとして捉えられ始めている。認証スキー

ムは、消費者が認証製品と認証サービスに対

してより高額な対価を支払うことを選択する

という仮定に基づく。認証は、すでに農業や

林業、観光、金融サービスなどのいくつかの

セクターの重要な一部になっている（Bishop

他　2009年）。認証製品の価値は、オーガニ

ック製品の世界市場価値が230億米ドル（2002

年）（Willer　＆Minou-Yussefi　2006年）な



囲み12.1　開発のためのダイヤモンド：　

ボツワナの事例

ボツワナは、収入安定化基金と公的債務

サービス基金を設立し、貧困削減に天然

資源の富（ダイヤモンド）を利用してい

る。ダイヤモンドは再生可能資源ではな

いが、人的資本は再生可能である。ダイ

ヤモンド加工産業を開発し、経済の多様

化を促進し、鉱物セクターからの年間収

益を教育や保健セクターに振り替えるこ

とで、ボツワナは、ダイヤモンド産業か

ら得た利益を村落の組織や地方の強化、

村の自己意識・文化の開発および政府支

援に依存する体質からの脱却など国の発

展のために再投資した。これにより、人

々が自給のための天然資源の搾取を止め

たため、環境負荷が軽減された。

出所：PEP, 2005年

ど、かなり大きく成長している。同様に認証

製品の生産量も増加している。たとえば、

認証森林面積は1998年には580万ヘクタール

（www.earthtrends.org）だったが、2008年

半ばには3億ヘクタール強まで拡大した。こ

の大部分が、グリーン建物制度と公共調達政

策が導入されたUNECE地域である（UNECE　& 

FAO　2008年）。 

補助金と税制のインセンティブ

生物多様性保全のための経済的インセンテ

ィブは過去数十年にわたって利用されてきた

（McNeely　1988年）が、比較的小規模で（生

物多様性条約（CBD）第2条が求めているよう

に）（CBD　2004a）大幅な促進が必要である。

いくつかの国では、補助金や慈善献金に対す

る所得税減税などの税制面のインセンティ

ブを含む資源保護を奨励するインセンティブ

が導入されている。米国やヨーロッパでは、

このメカニズムは土地の寄付の動機となり、

数百万ヘクタールが保護下に置かれた（The 

Trust for Public Land　2009年、Bräuer他

　2006年）。

しかし、補助金などのインセンティブによる

望ましくない影響の可能性は、世界の漁業の

現状に集約されている。2000年には、およそ

260億米ドルの補助金が漁業セクターに支払わ

れ、そのうち160億米ドルがすでに乱獲されて

いる地域の漁獲高を増やすために使われた

（第17章）（Sumaila ＆ Pauly　2006年）。

持続可能な天然資源管理への開発投資の実施

成長の動因

天然資源は、長年経済成長の基盤であった。

この成長は、その管理が不十分もしくは皆無

であると、長期的な貧困、紛争、環境劣化を

もたらす。歴史的に、植民地制度のほとんど

は天然資源を目的とするものであり、主に入植

者の利益追及のためであった。より最近では、

コンゴ民主共和国の銅やコルタン、コバルト生

産、シエラレオネのダイアモンド採鉱、ナイジ

ェリアの原油採鉱などの事例がある。

天然資源の劣化のほとんどは、弱いガバナン

スに起因している。ガバナンスがしっかりし

た国でも製造とエネルギー生産のために資源

を輸入するが、これは生産活動が地域内で持

続可能ではないことを意味し、国際取引を正

当化する根拠となっている。地域レベルおよ

び国際レベルでの持続可能な天然資源の管理

は、長期的な貧困層支援を指向した経済成長

を促し、これによってより幅広い開発目標の

達成にも貢献する。

天然資源の利用は、貧困削減と人間の健康

と福利に貢献する。自然資本の維持は、

人的資本の保護のためにも不可欠であ

る。OECD（2008年）は、これを「必要不可欠

な自然資本」（人的資本など、他の資本に必

要な自然資本のしきい値）と呼んでいる。地

域の農法に熟練した自給農家等がこの一例で

ある。土壌の肥沃度が一度崩壊すると、これ

らの農家は耕作ができなくなり、結果として

土壌に存在する自然資本とともに人的技術も

失われる。天然資源による成長支援・維持お

よび貧困脱却支援を確かにするために、途上

国は、効率のよい衡平で持続可能な天然資源

の利用を追求している（囲み12.1）。 
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もうひとつの選択肢：

新しい経済システムの開発

これまでに詳細を述べた経済的方法は、環境

コストをマクロ経済政策に統合するものであ

る。こうした自然のシステムと金融システム

をひとつにするステップを称賛する声は大き

い一方、現在の経済は継続的な成長モデルに

依存しており、いくらモデルを修正しても持

続不可能な道に戻ることは不可避であるとす

る懸念もある（Spethなど　2008年）。

現在のモデルでは、まもなく地球の環境を維

持する能力を経済が上回るポイントに到達す

る。我々は、我々の能力以上の生活をしてい

るのだ（囲み12.2）。 

（必ずしも経済学者の大多数ではないが）多

くの人が、世界は、持続不可能な成長に間違

ったインセンティブを与えない新しいシステ

ムに投資する必要があると考えている。世界

は、人々の消費習慣を変え、グリーン・イン

フラに投資し（基本的なインフラとしての環

境への投資と環境に配慮した方法で建設され

る物理的インフラへの投資）、そして、こ

の壊れ易い惑星にいかに生きるかを戦略的

に考慮するためのシステムを必要としてい

る。世界で崩壊しつつあるシステムは、根本

的な変化の時がきた事を痛みをもって明確

に伝えている。経済目標と環境目標を並行

して追求する中国では、「ある施設の廃棄物

が、別の施設の資源になる」ような「循環経

済」モデルが提案されている（Pinter　2006

年）。McDonoughとBraungartは、同様の哲

学を「ゆりかごからゆりかごへ」（2002

年）で取り入れた。もうひとつのアプロー

チは、成長よりも発展を促進し、自然の価

値を完全に制度に取り入れつつ公共経済政

策に予防的アプローチを適用するといった

持続可能な経済に向けた考え方の改革である

（WorldWatch　Institute　2008年）。

もうひとつのオプションは、投入資源のほ

とんどを居住地の近隣に戻すという形のグ

リーン経済である。「地産地消」運動は、こ

のひとつの表れである。こうした考えの支

持者は、一部の世界貿易は不可欠だが、完全

に世界経済に従属するかわりに、食糧からエ

ネルギーまで、すべてにわたって地方の自立

推進を支持する。これにはコミュニティ内で

の一層の連携が必要であるが、近年では軽

視されてきた昔からある適応方策でもある

（McKibben　2007年）。

どのようなモデルを選択するにせよ、個人的

な消費選択と自然の価値評価は、より持続可

能な経済制度に向けた重要な要素である。カ

ーボンオフセットなどの経済的手段は、個人

が旅行するたびに個人レベルで支持されてい

る。持続可能な認証製品の購入は、消費され

た天然資源を効果的に管理していくための手

段である。

「グリーン経済」は、IUCNがその使命を達成

するための不可欠な前提条件である。TEEB、

国連環境計画（UNEP）によるグリーン経済イ

ニシアティブ、生態系サービスへの支払い

他、さまざまな国家レベルでの取組みを通じ

てこの新しい経済の形が急速に形成されよう

とするなか、IUCN加盟団体は、生物多様性と

生態系サービスが望ましく反映されるよう積

極的に働きかけを行っている。 

囲み12.2　能力を超えて

2005年11月、欧州環境機関は「欧州の環

境：現状と展望2005」報告書を発表した。

これによると、ヨーロッパを支えるには

2.1倍の生物学的能力が必要であると結論

付けた。人口は世界全体の7％であるが、

世界的な生態学的能力に対する需要は世界

の生産性の20％近くを占める。ヨーロッパ

の生物学的能力は、世界の他の地域に由来

する。この過剰な需要の衡平な価格はいく

らでどのように支払うのだろうか？

出所：EEA, 2005年





107

“    天然資源の

利用は、貧困削減や

人の健康と福利に

貢献することができ

る。

”



13. 技術と保全



世界中のコミュニティは、過去数千年にわ

たって自分たちの技術を開発してきた。こ

れらの伝統的技術は近代的な形式にとって

かわられたが、現在でも伝統的技術から得

るものは多い（Klee　1980年、Gadgil　＆ 

Berkes　1991年）。こうした伝統的技術の多

くはバイオミミクリーに基づくもので、近代

的な要素を一部取り入れることで一層改善す

ることができる。IUCNの環境経済社会政策委

員会（CEESP）は、このようなアプローチを幅

広く促進している。これらは開発思想の主流

になりつつあり、グリーン経済の一部として

大きな可能性を提供する。

多くの近代的な技術によって、より大々的な

天然資源の採掘と予期せぬ副作用が起き、最

も解決が困難な現在の環境問題の一部を引き

起こしている。しかし、サイモンが論じたと

おり、新技術はこうした課題の一部の解決策

の基盤でもある。 

技術の選択と影響	

環境的な視点からみて、環境保全を助けると

同時に妨げた主要な技術には、情報管理技術

（IT）、バイオテクノロジー、地球工学、エ

ネルギー技術（第８章）などがある。 

情報技術

1992年のリオデジャネイロの地球サミットの

時代には誰も携帯電話を持っておらず、イン

ターネットも日常的なものではなく、ラップ

トップ・コンピューターは持ち運び可能なテ

スクトップ・コンピューターとして考えられ

ていた。この15年余りの間に、ITは目を見張

る発展を遂げ、生物多様性にコストと便益の

1992年10月、ジュリアン・サイモンとノーマン・マイヤーズがコロン

ビア大学で「Scarcity　or　Abundance（希少か豊富か）（Myers　&	

Simon　1994年）という歴史的な討論を行った。これ以降、一部から「悲

観論者」とされたマイヤーズは、環境指標はすべて間違った方向に進ん

でおり、最終的に人間は対価を支払うことになると論じ、サイモンは人

口成長を歓迎し、将来の課題に対応するためにより多くの人々が技術的

ソリューションの開発に取り組んでいるとした。この、人間が世界に及

ぼす影響を克服する技術の力に関する議論はいまだ続いている（Ehrlich	

＆	 Ehrlich　2008年）が、1992年のマイヤーズが正しかったことを示す

証拠が多数集まっている。しかし、地球の環境容量を超えたときに起き

る、マルサス主義者の予測する人類に対する最悪の事態の回避のため

に、技術が役立つのかを問うことは価値がある。
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双方をもたらした。

ITの進歩に伴うコストは、情報アクセス増加

による影響とアクセスを助ける技術の開発・

普及による影響の双方に関して計測できる。

簡単に情報が得られるようになったために、

自然を利用しようとする人々は、貴重な資源

の場所と潜在的な市場が容易にわかるように

なった。我々が集い、知識を共有する道具で

あるコンピューターや携帯電話の原材料、こ

れらの新しいモデルが市場に出た際の廃棄物

も環境に大きな悪影響がある。コルタンなど

の原材料の採鉱・抽出は、すでにコンゴ民主

共和国などの地域では

生物多様性に破壊的な

影響を及ぼしている。

コンピューターと携帯

電話の製造・使用に

は、エネルギーと水の

集約的な利用を伴い、

気候に影響を及ぼす。

IT製品の使用は、大

量のエネルギーを消費する。パソコンやイン

ターネットを使用するためのサーバー設備や

その他ITインフラを動かすためには電力が必

要である。仕様と機械の新旧により異なる

が、コンピューターの年間エネルギー消費

量は52～482kWh、モニターは22～754kWhであ

る（Bray　2006年）。比較をすると、米国の

冷蔵庫の平均年間単位エネルギー消費量は

1,239kWh（http://www.eia.doe.gov/emeu/

reps/enduse/er01_us.html#Electricity）で

ある。

最終的に古くなったコンピューターを廃棄す

る際には、鉛や水銀、その他製造に使用され

ていた有毒物質が深刻な汚染問題を起こす

可能性がある。この廃棄物の量は膨大であ

る。2005年には、およそ200万トンの電化製品

が廃棄され、そのほとんどが埋立地に廃棄さ

れた。英国だけでも１時間ごとに1,700台、毎

年1,500万台の携帯電話が捨てられている。こ

れらの重金属や水銀、鉛、カドミウム、臭素

化難燃剤などの重金属やその他の汚染物質は

残留し、土壌を汚染する。産業国が廃棄した

電子機器のほとんどは、効果的な環境政策を

持たないアフリカやアジアの貧困国に流出す

る。その一方、携帯電話のリサイクルは温室

効果ガス（GHG）の排出を減らし、貴重な金属

の埋め立て・焼却を回避し、天然資源を保護

することにつながる。たった百万台の携帯電

話をリサイクルするだけで、年間1,368台の車

から排出される量と同じ量のGHG排出を防ぐこ

とができる。

情報通信技術（ICT）は特別環境に優しいもの

ではないが、以下のような生態系サービスと

生物多様性の管理改

善への利用が増えて

いる。 

• 世界の保護地域に

関する情報に自由にア

クセスし、ダウンロー

ドできる世界保護地

域データベース（www.

wdpa.org）などへの情

報の統合によって、こうした情報が生態系の

ギャップ分析や環境影響評価、民間セクター

による意志決定、新しいデータの創出に利用

されている。 

• 植物や動物の電子フィールドガイドなどは、

科学者と観光客が野生で遭遇する生物種の特

定を助ける。 

• ユキヒョウやトラなどの捕獲が難しい種のリ

モートセンシングやトラッキングによって、

科学者は統計をとったり、サオラなどの捕獲

が難しい新種の撮影が可能となった。 

• 環境変化の動的トラッキングは、森林火災や

気候変動への対応を助ける。

• 携帯電話などの持ち運びが可能な装置によっ

て、作物価格や天気予報を即座に知る事が可

能となり、また灌漑を効率的に管理できるよ

うになることから、農業従事者の生産性と利

益率が高まる。仲介者（ミドルマン）を経由

しなくて済むので、このようなICTは農民の

貧困削減に役立つ。 

”“    世界中のコミュニティは

過去数千年にわたって自分たちの

技術を開発してきた。



• Google Earthやライブカメラを備えたウェブ

サイトによる野生生物の観察など、環境に

関する情報に一般の人々がアクセスできる環

境が整備されることによって、自然界とその

変化に関する意識と理解の向上が図られてい

る。 

• ITは資源管理における新しい形の民主主義を

生みだし、地域住民はITによって自分たちの

天然資源の管理を強化できるようになった。 

• 地球上の空間情報収集を支援する衛星などを

利用したリモートセンシングは、環境管理技

術の主流となり、さまざまな状況で使われて

いる。 

ITは、機材の小型化という面でも進化してい

る。現在では、捕獲が難しい多くの種が無線

追跡装置と超小型発信機により調査可能とな

った。こうした技術はすでに蝶にまで適用さ

れており、その小型化技術の進歩の度合いを

表している。絶滅の危機に瀕しているカレド

ニア・ガラスに超小型ビデオカメラを取り付

けることによって、科学者は、道具を使うこ

の知的な鳥の複雑な生活を初めて完全に理解

できるようになった。大きさは正反対である

が、ゾウににも発信機が取り付けられ、科学

目的と農家への（空腹のゾウがえさを求めて

畑を荒らす）警告の目的のために無線追跡さ

れている。

ITの進歩とその結果利用できるようになった

情報によって、政策決定者と保全関係者は、

絶滅の恐れのある種と生態系の管理を改善で

きるようになった。ITは、特に気候変動をは

じめとするその他の分野においても、たとえ

ば遠隔地の氷河の大きさを比較したり、極氷

冠の変化を測ったり、離れた場所から地球の

温度を測ったりする事で、真の影響の評価と

意志決定を助けている。また、対応策に対す

る生態系の反応の理解とモニタリングにとっ

てもITは重要である。

ITを最も洗練された方法で使用しているのは

遺伝学者である。現代の技術がなければ、多

くの種の遺伝子構造の理解の機会はなかった

だろう。現在では、多くの種のゲノム地図が

完成されている。多数の遺伝子データベース

がこれまでに整備され、イネからネズミ、ゼ

ブラフィッシュ、人間、カモノハシまでカバ

ーされている。こうしたデータベースは科学

者にとって最先端の研究ツールとなり、研究

活動の加速が可能となっている。

しかし、こうした進歩にも関わらず、より包

括的な生物多様性の知識を効果的な政策およ

び意志決定に活用していくことが最大の課題

として残っている。ITは、この課題に対応す

るために中心的な役割を果たすことができる

し、また果たすべきである。こうした技術進

歩は加速を続け、DNA分析から土壌微生物の豊

富さ、人間の生態系に対するフットプリント

の算出まで幅広い情報が簡単に即時に利用で

きるようになるだろう。これらすべてが、生

物資源管理の大幅な促進や技術と生物学の

「結婚」といった、より持続可能な将来をも

たらす可能性のある技術的将来の構築機会を

提供する。

ITのハードウェアの側面に加えて、ITによる

情報管理・操作の方法も変わりつつある。ム

ーアの法則に沿って（マイクロチップの記憶

容量は18ヶ月ごとに２倍になる）コンピュー

ターの容量が大きくなるにつれ、我々の広範

囲にわたる複雑な計算が必要な分野に対する

研究能力も広がっていく。

自然への影響予測を制限する要素のひとつは

不確実性である。この不確実性は、長年気候

分野の研究コミュニティの悩みであった。

「ファジー数」やベイジアン・ネットワーク

の使用など、不確実性を計算とモデル設計に

統合する新しい手法が形成されつつある。現

在、こうした新しい手法は、IUCN絶滅の恐れの

ある種のレッドリストの一部で行われる評価

をはじめとする環境研究・管理に利用され始

めている。 

バイオテクノロジー

バイオテクノロジーは、新しく興隆しつつあ
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る情報管理技術と密接に結びついている。バ

イオテクノロジーは、生物システムへのあら

ゆる技術の適用として定義できる。バイオテ

クノロジーの歴史は長く、パンの調理へのイ

ースト菌の使用やアルコール飲料の発酵など

にまでさかのぼることができる。こうした歴

史的な適用に、ナノテクノロジーやバイオミ

ミクリー、遺伝子組み換えなどの近代的なも

のが加わった。こうした新しい適用の一部は

強力かつ全く新しいものなので、予防的アプ

ローチが必要である。

ナノテクノロジー

ナノテクノロジーは、およそ10億分の１メー

トル大の原子レベルでの技術である。この大

きさでは、物質は、分子や化合物などを形成

するために結合するときとは全く異なる動き

を見せる。ナノ粒子は非常に小さいため、大

きな粒子が浸透できない細胞に入ることがで

きる。このため、たとえば化粧品におけるナ

ノ粒子の利用は保健に対する影響を持つ可能

性がある。さらに、ナノ粒子はその質量と比

較して大きな表面積をもつので、その化学特

性と電気特性が活性化し、侵入した細胞内の

反応を阻害するリスクがある。

火山などによりナノ粒子は自然に生産される

場合があるが、ナノ粒子加工は大きなビジネ

スになりつつある。2005年のナノテクノロジ

ーへの世界投資は100億米ドルだったが、これ

は2011～2015年には1兆米ドルまで拡大すると

予測されている（Navarro他　2008年）。医薬

品や電化製品、環境分野において人間に貢献

するものと期待されている。たとえば、汚染

された化学物質と結合するナノ粒子の能力に

よって、これらの有害な物質の生体への影響

を低減することができるかもしれない。しか

し、肺への刺激など、ナノ粒子が有害な効果

をもつ可能性も認識されているほか、ナノ粒

子の使用に関して分かっていないことも多い

（Navarro他　2008年）。

現状では、ナノテクノロジー分野は事実上

規制されておらず、生物多様性に対する潜在

的な影響調査もほとんど行われていない。

他の新しく強力な技術と同じように、ナノ

テクノロジーにも慎重なアプローチが必要で

あり、予防的アプローチの適用が適切であろ

う。Sutherland他（2008年）は、ナノテクノロ

ジーを生物多様性が直面する新しい25の脅威

のひとつとした。彼らは、「ナノテクノロジ

ーの使用が普及したり、「生活に近い」シス

テムに統合されたりした場合はリスクに対す

る新しいアプローチが必要だろう」としてい

る。こうした懸念に対して、欧州委員会（EC）

はナノテクノロジーのための「行動規範」を策

定した（EC　2008年）。その持続可能性に関す

るセクションでは、以下の様に述べている。 

ナノサイエンスとナノテクノロジーに関

する研究活動は、安全で倫理的で欧州連

合の持続可能性の目的に資する持続可能

な開発に貢献するものであるとともに、

国連ミレニアム開発目標に資するもので

なければならず、人間や動物、植物、環

境を損なったり、現在もしくは将来の生

物学的脅威、物理的脅威、モラル面の脅

威を創出してはならない。.

国際リスクガバナンス委員会（IRGC）も、

ナノテクノロジーは大きな便益をもたらす

可能性をもつが、社会、経済、政治、倫理面

で深刻なリスクをもたらす可能性も有して

いるとしている。IRGCは、ナノテクノロジー

の課題は他の多くの革新よりも複雑で広範囲

に及ぶので、意志決定者がその不確実性と関

連リスクを管理する必要があるとしている

（IRGC　2007年）。

バイオミミクリー

「バイオミミクリー（Biomimicry）」は、ギ

リシャ語で生命を意味する「bios」と模倣を

意味する「mimesis」を合体してできた言葉で

ある。この言葉は、自然のモデルやプロセス

を人間の課題を解決するために産業や農業の

設計に適用することを指す。この言葉を作っ

たJanine Benyus（1997年）が意図したとお

り、これは単に自然に関するものではなく、
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自然から学ぶアプローチである。

バイオミミクリーは、進化のプロセスにおい

て自然は何が機能し、何が適切で持続可能か

を学んでいるという考えに基づいている。自

然には、飛ぶものや地球全域に生息するも

の、適切な居住条件を維持するもの、驚くほ

ど複雑な構造を構築するものなどさまざまな

有機体が含まれている。海中に住むイガイが

作る糊や、最も頑丈な人工製品よりも強いク

モの巣からとれるシルク、日中の外気温が40

度で夜間に凍りつくような寒さになっても内

部温度を一定に保つことができるシロアリの

巣、滑らかな天井にぶら下がることができる

ヤモリの足など、自然は様々な生分解可能な

素材を開発してきた。

我々は、すでに毎日の生活でバイオミミクリ

ーを適用した製品を利用している。ベルクロ

（マジックテープ）は、オナモミの実から発

想されたもので、最初の飛行機を設計したラ

イト兄弟は鳥の翼に着想を得た。人工衛星の

動力として使われるソーラーパネルは、小さ

な蕾が葉を広げる方法から学んだパターンに

基づいて広げられ、近代的な省エネルギービ

ルはシロアリの巣をモデルとして作られてい

る。バイオミミクリーへの取組みは、持続可

能な将来に向けて、自然の設計の原理に基づ

く適応に優れた新世代技術の役割に光を当て

ている。

バイオミミクリーの適用を通じて、より良い

生活を支える自然の価値に対する認識が深ま

るにつれ、将来ニーズのための生きた実験室

としての生物多様性の有する本源的価値もよ

り一層明らかになる。バイオミミクリーの進

展は、オプション価値を捕えるための中心的

なリスク管理戦略として、すべての自然保全

活動の根拠を強力にサポートする力になる。

遺伝子組み換え生物（GMO）

遺伝子組み換え生物は、遺伝的多様性の改変

に関して特に議論を呼ぶテーマである。GMO

は多くの国で普及し始めており、農業から保

健、エネルギー供給まで多くのセクターで利

用されている。IUCN加盟団体は、この増加傾

向を認識し、GMOの生活改善と開発促進の可能

性を踏まえる一方で、食糧の安全性と環境に

対するGMOの潜在的な悪影響に関する懸念を表

明している。この懸念が反映されたIUCN決議

WCC3.007は、「GMOが生物多様性および人間と

動物の健康にとって合理的な疑いを超えて安

全であると実証されるまで、環境へのGMOの適

用を一時停止」するよう求めた。IUCN加盟団

体は、遺伝子技術分野の急速な発展も認識し

ており、この課題に関する最新状況の提供を

求めた。

GMOの潜在的悪影響には、生物多様性の減少

や人の健康への脅威、植物間での遺伝子交

換による想定外の結果、管理不可能な害虫や

雑草の発生などが含まれる。生物多様性条約

（CBD）締約国は、遺伝子組み換え技術の十分

な事前情報に基づく慎重な利用を促し、各国

による関連する意志決定能力開発に取り組む

カルタヘナ議定書を通じて、GMOの潜在的便益

とコストの双方を認識している。IUCN加盟団体

は、各国政府に同議定書の批准を求めている。

人の健康と食糧生産に責任を有する国連機関

は、今のところ生物多様性や人の健康に対す

るGMOの悪影響の証拠を発見していない。遺

伝子組み換え作物の環境影響評価を目的とし

て行われた2003年の研究レビューでは、何ら

かの決定を行うにはこのテーマに関するモニ

タリングと試験が不十分であるとした（Ervin

他　2003年）。科学者は、生物多様性や人の

健康に対するGMOの直接的な悪影響の決定的

な証拠をほとんど発見していないが、その他

の倫理的問題は考慮すべきである。一部の組

織は、GMO技術が小作農家の安全と生活に急速

に深刻な脅威をもたらすという見解を世界的

な小作農民運動Via Campesinaと共有している

（www.viacampesina.org）。一方、中国やイ

ンド、アルゼンチン、ブラジルなどの途上国

の農家の一部は、綿や大豆、トウモロコシな

どをはじめとするGMO作物を歓迎している。 



地球工学

地球工学とは、人間のニーズに関連する特定

の成果を達成するために、環境を故意に操作

する技術である。気候変動に関しては、たと

えば太陽光硫黄エアロゾルなどを利用した日

照管理、炭素回収貯留技術（CCS）や炭素貯蔵

のためのバイオ炭利用（Victor他　2009年）

などのGHG排出管理、という地球工学の２つ

の側面が考えられる。こうした技術がもたら

す副作用については、ほとんど知られていな

い。少なくとも、炭素を吸収する植物プラン

クトンの成長促進のために鉄を使った海洋肥

沃化という地球工学技術がこれまでに試験さ

れているが、これは世界の環境政策の舞台に

大きな議論を呼び起こし、各国政府は今後の

試験の一時停止に合意した。

日照管理の問題に特に着目しているMathewsと

Caldera（2007年）は、地球工学による解決

策はいくらかの緩和をもたらす可能性はある

が、かえってGHG排出増加を隠してしまう危険

性があると報告した。地球工学による解決策

が失敗もしくは突然停止した場合、非常に急

速な気候変動が起こり、現在の速度の20倍の

速さで温暖化が起きる可能性がある。炭素排

出削減のための補完的取組みを行わず単に地

球工学に依存する事になれば、世界の気候シ

ステムに大きなリスクがもたらされると結論

づけた。 

合成生物学

遺伝子工学の単なる延長として捉える人もい

るが、合成生物学は実際非常に複雑で、有益

な目的のために自然に存在しない新しい生物

システムや部品、装置を作ったり、既存の生

物要素の再設計や再構成を行うというもので

ある（IRGC　2008b）。遺伝子工学は、通常

一度に１つ、または２、３の遺伝子しか扱わ

ないが、合成生物学は完全に新しい有機体や

代謝機構を作り出す。この技術はまだ新しい

ものであるが、ポリオウィルスの様なウィル

ス性ゲノムを作り出せる可能性が示されてい

る（Cello他　2002年）ほか、1918年のイン

フルエンザ流行の原因となったウィルスを再

構成できる可能性も示されている（Tumpey他

　2005年）。

生物学の新しい分野である合成生物学の成果

のほとんどは、商業的適用には全く向かな

い。しかし、この技術の支持者は、バイオレ

メディエーション（農薬を分解し汚染物質を

除去するなど）や有害な化学物質を探知する

バイオセンサーの開発、ガン細胞を特定し、

必要に応じて治療的媒体を運ぶことのできる

バクテリアやウィルスの開発、より効果的な

医薬品の開発、新しいエネルギー源となる微

生物の創出、その他現在の我々の想像力を超

える応用の可能性を期待している。

一方、合成生物学は、バイオレメディエーシ

ョンのために設計された合成生物の事故的放

出による想定外の環境への悪影響など大きな

リスクをもたらす可能性もある。合成生物学

によって微生物を生成すると予測不可能な影

響がもたらされる場合があり、最悪の場合、

意図的に有害な生物が作られる（現在では他

の方法で病原体を入手するほうがより簡単で

はあるが）ことも考えられる。哲学的なレベ

ルでは、合成生物学は自然の中ではなく実験

室の中で多くの進化を導くことになり、自然

という概念自体、そして生物多様性に大きな

リスクをもたらす可能性があると考えられる。

2003年に、J. Craig Venterとその研究チー

ムは、２週間で完全に合成の染色体を構築す

ることに成功した。それ以来、Venter　研究

所は合成ゲノム技術の先駆者として生命の

遺伝子の研究と複製の最前線に立っている

（Smith他　2003年）。2008年には、J. Craig 

Venter Research Instituteの科学者が初の

完全な合成バクテリア・ゲノム（Mycoplasma 

genitalium）を発表し、人工生命への大きな

一歩を踏み出した。

合成生物学のツールは、オンラインのオー

プンアクセス図書館であるRegistry　of 

Standard Biological Parts (http://parts.

mit.edu)から簡単に入手できる。学部生は、
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すでに自身の合成生物装置を開発するために

「バイオブロック」の競技会を開催している

が、このような実験が環境に脅威を及ぼさな

いよう保証する規制策は整備されていない

（IRGC　2008年）。合成生物学には、もちろ

ん予防的アプローチが必要であるが、保全分

野からもさらに多くの注目が必要な分野でも

ある。 

環境を支えながら今日の技術の多くを活用する

今日の保全課題、特に気候変動や汚染、侵略

的外来種などの生物多様性と生態系サービス

に対する主な脅威への対応手段として、新技

術は重要である。すべてのケースにおいて、

今後環境保全に適合する多くの技術を活用す

るにあたっては、脆弱な生態系を効果的に管

理し、地域住民の持続可能な生活を保証する

ためのツールと情報技術の開発を促す必要が

ある。さらに、予防的アプローチを適用し

て、こうした技術の一部に付随する長期的影

響に関する多くの不確実性を管理し、これら

の技術利用の影響を管理するために3R（リデ

ュース、リサイクル、リユース）へ注目する

など、基本的な行動変化を実現していく必要

がある。



14. 国際協力



生物多様性の国際的課題に関して、ほとんど

の国際環境協定（MEA）やプロセスは、既存の

コミットメントと作業プログラムの実施に焦

点を絞っている。ポスト2010年生物多様性目標

と枠組みの必要性に関する議論、生物多様性

条約（CBD）のもとでの遺伝資源へのアクセス

と利益配分（ABS）に関する国際的体制、国連

総会における公海の管理に対応する方策など

が新しい課題である。国連総会は、2010年を国

際生物多様性年と宣言し、国連総会と国連生

物多様性に関するハイレベルセッション、2010

年10月に日本で開かれる第10回生物多様性条

約締約国会議（COP10）といった2010年のマイ

ルストーンに関する議論にスポットライトを

当てている。持続可能な開発委員会（CSD）も

2010年は生物多様性に着目している。

気候変動は特に、こうした交渉において環境

問題を重要なテーマとするための入り口とな

っている。しかし、現在の議論に環境問題を

完全に統合するにはたくさんの障害がある。

様々な方策や議論の間の調和の必要性に関す

る合意、生物多様性と気候変動の一本化（第

５章）、導かれた決議を実施する能力開発

（技術面および財務面）、グローバルな公共

財のために行動する政治的意志の動員などが

こうした障害に含まれる。

国際協定間の調和と相乗効果

20世紀後半、特に1972年のストックホルム人

間環境会議と1987年のブルントランド委員会

報告書の発表後、数百という環境協定が起草

され、作成され、批准された。生物多様性の

視点から特筆すべきは、生物多様性条約、ボ

ン条約（移動性野生動物の種の保全に関する

条約）、ワシントン条約（絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の国際取引に関する条約）

、世界遺産条約、国際的に重要な湿地に関す

る条約（ラムサール条約）などである。

こうした保全の枠組みの一部は、複雑に絡

み合い実施が容易ではない。たとえば、大

カリブ地域のタイマイは12以上の世界条約

（CITES、ラムサール、UNCLOSなど）と7つ以

上の地域協定、3つの大西洋協定の対象となっ

ている（CITES　2001年）。残念なことに、こ

れらの法的文書の義務と要件は常に合致する

とは限らず、カリブ地域諸国はタイマイの適

今日の国際政治のアジェンダは、金融システム崩壊やテロリズム、武

器拡散、気候変動など、経済問題と安全保障問題に主な焦点が置かれ

ている。これらの問題の環境側面はある程度知られ始めているが、世

界の人々に対する直接的影響に比べるとその注目度はまだ追い付いて

いない。しかし、生物多様性や生態系サービスなどの世界的な公共財

に対する影響の責任は、漁業管理から気候変動まで複数のセクターに

おいて議論され始めている。
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切な管理制度の特定に手を焼いている。

国連気候変動枠組条約（UNFCCC）は気候変動

分野に関する国際協力の卓越した文書である

が、他の多くの国際合意や地域合意も気候を

その範囲に含んでいる。生物多様性の観点か

らみると、国際レベルではCBD、国連砂漠化防

止条約（UNCCD）、UNCLOS、CMS、ラムサール条

約などが含まれる（McNeely　2008年）。これ

らの約束間の課題と要件は異なり、締約国に

よる実施活動に混乱を与えている。UNCCDとCBD

で乾燥地の定義が違うなど、いくつかの事例

では課題の定義や行動範囲までも異なる（囲

み14.1）。 

効果的な国際的機構を備えていない700以上

の環境関連国際協定が、こうした国際的なコ

ミットメント実施の調整のために設立され、

分断化や重複だけでなく、多くの国で深刻な

能力の問題（いわゆる「条約渋滞」問題）が

起こっている。協定の数や決定、実施すべき

行動の数が増えるにつれて、調和化と相乗効

果を求める締約国の声が高まっている。効率

改善、調和、相乗効果を支援する試みは、テ

ーマ毎に各種合意や条約における決定や決議

に関する速報を提供するオンライン・ツー

ルのTematea（www.tematea.org）や、IUCN

の環境法センター（ELC）が国連環境計画

（UNEP）と食糧農業機関（FAO）との連携で

作った、保全および天然資源利用、汚染と廃

棄物による環境汚染に関する600を超える国

際条約や45,000の国内法規制をカバーする

ECOLEX（www.ecolex.org）などがある。上述

のタイマイの事例でも述べたとおり、助言の

矛盾の可能性は新たに方策が起草されるたび

に高まるので、既存の方策との相乗効果およ

びそれらを効果的に実施する手段を確保する

よう配慮すべきである。

実施能力

調和はもちろん答えの一部であるが、対応が

必要なもうひとつの国際協力の側面は、既存

のコミットメントを実施する技術的能力と財

政的能力である。これらの点は、特に政府間

会合の議論で合意に至る完全なパートナー国

となることが期待されている一方で、交渉に

完全に参加したり交渉の結果を実施するため

の基本的な支援と制度を欠いている途上国に

とって大きな懸念である。

地球環境ファシリティ（GEF）は、CBDを支え

る主要な資金調達メカニズムとして設立され

た。1991年～2006年の間に、GEFは155ヶ国に

おける750以上の生物多様性プロジェクト支援

におよそ22億米ドルの資金を提供し、51.7億

米ドルの協調的資金を生み出した。これらの

金額は、保全活動全体のニーズからみればわ

ずかである。効果的な国際的保全活動には、

年間200億～250億米ドルの投資が必要だと計

算されている（James他　2001年）。これは、

銀行を救済するために何十億ドルも費やして

いる今日の金融システムが、十分許容できる

金額の範囲内である。

財政的能力について、生物多様性が人間の

福利を支える役割を踏まえると、もうひとつ

の支援資金源は途上国に対する政府開発援

助（ODA）であると思われる。2008年のODAは

1,198億米ドルであった。これは、OECD開発

援助委員会加盟国（OECD DAC）の国民総所得

（GNI）合計のわずか0.3％で、目標であった

0.7％をはるかに下回った（OECD　2009年　図

14.1）。ODAは、通常人間開発の課題（教育や

保健など）を対象とし保全は対象範囲外であ

囲み14.1　政策的な観点からの乾燥地の定義

UNCCDの乾燥地域および半乾燥地域の定義

極地域および亜寒帯地域以外の年間降雨

量の潜在蒸発散量に対する比率が0.05

～0.65の範囲にある地域

CBDの乾燥地および亜湿潤地の定義

乾燥および半乾燥地域、草地、サバン

ナ、地中海ランドスケープを含む乾燥地

および亜湿潤地



るが、社会的弱者が彼らの居住する環境の生

態系サービスに依存して暮らしている事を多

くの人が認識するにつれ、OECD DACは「貧困

層のための成長」における持続可能な天然資

源管理の役割に光を当て、「天然資源管理の

改善のために開発協力援助を提供する」こと

を勧告した（OECD　2008年）。

国連目標のGNIの0.7％を上回ったのは、デン

マーク、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウ

ェー、スウェーデンである。米国、英国、ス

ペイン、ドイツ、日本、カナダは最大の増額

を達成した。しかし、2008年に起きた世界的

な金融システムの急激な変化を踏まえると、

この投資規模の維持は難しいだろう。環境破

壊が富裕国によってもたらされていることが
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次第に明らかになるにつれ、こうした破壊の

大きな影響を不当に被っている途上国は、健

全な生態系の維持（もしくは回復）支援のた

めの確固たる論拠を持つようになってきてい

る（Srinivasan他　2008年）。国際的な生態

系サービスへの支払い（PES）制度は、世界経

済のグリーン化と保全に向けた国際的な連携

を育むひとつの重要な手段かもしれない。

しかし、途上国に対するODA支援や生物多様性

保全に対するGEFによる支援にだけ焦点をし

ぼってしまうと、途上国に対する最大の資金

流入が二国間投資によるものであるという現

実が見過ごされてしまう。2007年には、2兆米

ドル近い海外直接投資（FDI）があり、うち

5,000億米ドルが途上国経済に投資されたこと

を国連貿易開発会議（UNCTAD）は報告してい

る。FDIの金額はODAの数倍の規模で成長して

いるが、1990年代後半の「アジアの虎」経済

の崩壊のときに起きたように、FDIの資金は非

常に不安定で年によって急速に変動する。世

界的な信用問題の副作用が続くため、今後数

年にわたって変動が続く可能性が高い。

こうした海外直接投資は、既存の二国間協定も

反映している。CrawfordとFiorentino（2005

年）は、地域貿易協定（RTA）は「今日の多国

間貿易制度（MTS）の主要かつ恐らく不可逆な

特性」であると報告している。彼らはまた、

ドーハラウンドのもとでの多国間貿易交渉が

思うように進まないことが、世界中（特に西

半球とアジア大洋州地域）でRTAを加速したよ

うにみえると示唆している（図14.2）。 

政治的意志と世論

最終的に、決定に合意したりこうした決定を

完全に実施する上で、すべての国際協力を制

限している要因は政治的意志である。

1992年以降、旭硝子財団は環境問題と人類の

生存に関する調査を行ってきた。2008年の

調査結果（図14.3）は81ヶ国732人の回答を

反映したもので、回答者の70％が地球温暖化

を最も大きな環境懸念とし、次に水不足（50

％）、生物多様性の損失（43％）を挙げてい

る。この調査では、環境危機時計（真夜中に

向かって動いている）を使って、人類が直面

する環境問題の影響に対する意識を測定して

いる。2008年には、中東とアジアをのぞく全

地域の回答者が、環境破壊に関する自身の懸

念の程度を示す環境危機時計で、夜中に向か

って２分前進した平均21時33分を選んだ。こ

れは、この調査が始まって以来最大の前年比

増加であった（旭硝子財団　2008年）。

政治的意志が世論を反映する限りにおいて、

この制約要素には一般の人々への環境問題の

効果的な伝達も課題として含まれてくる。気

候変動を政治的課題にするために必要とされ

た時間と努力、投資を生物多様性にも振り向

ける必要がある。

環境コミュニティにとって、意思決定者の関

与と政治的意志、強固な一般の人々からの支

持を得る重要な手段は、環境以外の議論の中

で保全の役割を認めさせることである。新し

い開発と開発援助の思想では、環境を開発の

主要要素として常に考慮する様な貧困削減計

画を重視している。効果的で衡平な保全と天

然資源管理を、特にコミュニティレベルで実

現するためのガバナンスのニーズを把握する

事が求められている。こうしたガバナンス

の側面に対するドナーの関心は、たとえば

2005年の世界サミットにおける貧困層の法的

立場の強化に係るハイレベル委員会の発足

などにみられるように重視されてきている

（UNDP　2005年）。

持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）

での2010年生物多様性目標を上回るコミットメ

ントなど、生物多様性関連の国際環境協定の

外で行われたコミットメントは、保全と開発

の双方を将来実現するために重要であろう。

しかしながら、2010年目標や、より包括的な

ミレニアム開発目標（MDG）の実現に向けた進

捗は遅い（第1章）。これらの目標を達成する

には、国際コミュニティにはこれまで以上の
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図14.2　地域貿易協定（Crawford	&	Florentino　2005年）

努力が求められている。

一部のケースでは、地域的規模や国をまたが

るレベルの方が政治的意志がより容易に達成

されやすいかもしれない。すでに多くの地域

プロセスや地域制度が、環境や持続可能な開

発に関する議題の重要な要素を構成してい

る。アフリカ条約やバルセロナ条約、中米環

境開発委員会（CCAD）、中央アフリカ熱帯雨

林生態系会議（CEFDHAC）、汎ヨーロッパ生物

学的・景観的多様性戦略、アフリカ開発のた

めの新パートナーシップ（NEPAD）、インド洋

および東南アジアにおけるウミガメとその生

息域保護のための覚書（IOSEA）、カリブ海環

境プログラム、アマゾン条約協力機構、米州

自由貿易地域（FTAA）などがある。国際レベ

ルの外交イニシアティブ（WSSDやCSD、国連森

林フォーラムなど）はこうしたプロセスの重

要性を認識しているが、各国政府はいまだ国

際レベルと地域レベルの調整と連携の効果的

なモデルを見つける事ができていない。一般

市民は往々にしてこうしたプロセスに無関心

で、一般市民からの支持は入念に構築された

ものというより、むしろ仮定に過ぎないこと

を示唆している。

よりローカルなレベルで政治的意志・一般の

人々の意志を創出するメカニズムの例には、

グレート・リンポポ越境保護地域などの国境

をまたがる保護地域や景観規模の生態系管理

（河川盆地など）等があり、これらは往々に

して国際的な協力と連携を必要とする。　　

国際協力の将来

各種法的手段の間の相乗効果とこれらを実施

する能力という現在の課題は、より効果的な

国際協力の将来のためには現行のメカニズム

を新鮮な目で見直し、合意された目標達成の

ための新しいアプローチを検討する必要があ

ることを示唆している。

可能性のあるひとつの「迅速な勝利」の方法

は、今後10年間に開かれる環境と開発に関

する多数の主要会合の目的と成果の協調を

図ることである。2009年～2015年には、G8

や世界貿易機構（WTO）の定例会合（これ

らも環境問題に対処しなければならない）

に加えて、非常に多くの環境関連国際会合

（UNFCCC締約国会議（COP）15およびそ

れ以降、CBD　COP10、11、12、Rio+20、

　MDG2015）が開かれる。これらのイベントに

別々に投資される能力を共通の目的に焦点す

る事ができれば、環境や社会、経済課題に対

応する包括的な解決策を生み出せる確率が高

まるだろう。 
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図14.3　回答者が特定した重要な環境課題（2008年）（旭硝子財団　2008年）
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環境問題全般	

地球温暖化

大気汚染、水質汚染、

河川･海洋汚染

水不足、食糧問題

森林伐採、砂漠化、生物多様性減少	

生活、廃棄物関連問題	

環境問題と経済・貿易関連活動

人口、貧困、女性の地域

その他

不明

環境法（および一般的な国際的コミットメン

ト）の実施と執行に伴う様々な問題は、法

的手段への依存についての再考を示唆してい

る。実施・執行に関する障害だけではなく、

従来環境規制の源になってきた法的技術につ

いても疑問視される必要がある。法律は中心

的なツールであり続けながら、目標達成のイ

ンセンティブを供給するために、経済的手法

など、よりソフトな対策に補完される例が増

えている。これには、生態系サービスの買手

と売手の法定合意もしくは契約合意を通じた

トレードオフを許す生態系サービスのための

支払い（第４章）などのコンセプトが含まれ

る。この傾向には、国民と国民が依存する生

態系の健全性に対する約束を果たす国家の責

任に基づく伝統的アプローチを、より効果的

に実現するためのてこの役割として期待され

ている、権利に基づくアプローチの活用も含

まれる。

環境ガバナンスの新しい責任と権利は、政府

が変化の唯一の動因ではないという認識に由

来している。世界では、ビジネスの役割（FDI

の成長によって示されているように）が環境

と人間の福利の双方に重要な影響を持ってい

る。生態系サービスへの支払い（第12章）な

どの国際的保全活動を支援する「よりソフ

ト」な経済手段の統合は、権利に基づくアプ

ローチや企業の社会的責任（CSR）とともに国

際的保全活動への民間セクターの関与を促し

ていくだろう。

人類が直面する環境問題の多くは世界的な問

題で、その解決には協調した国際的取組みが

必要である。今後10年間に、保全コミュニティ

は、各種の国際協定と今後開発されるかもし

れない新しい手段の間の相乗効果を促進しな

ければならない。特に、ビジネスを含む全て

の関係者の能力開発と参画を通じた既存の合

意事項の完全な実施の支援は、すべての人の

最重要課題に位置付けられるべきである。最

後に、拘束力のある協定や法律から自主的オ

プションや前向きなインセンティブまで、利

用可能なツールを拡大することが保全への活

発な参画促進を助けていかなければならない。  
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15. 民間セクターとの協働



特に生物多様性に影響を及ぼす可能性の高い

ビジネスは、以下の４つに分類される。

• 「フットプリント」が大きい産業（鉱業、石

油・ガス、建設、自動車、エネルギー供給事

業者） 

• 生物多様性依存産業（農業、林業、漁業、狩

猟および野生生物取引） 

• 金融サービス（銀行、保険投資、その他金融

仲介業） 

• 「グリーン」企業（有機農業、低負荷型の木

材伐採、再生可能エネルギー、自然を基盤と

する観光、倫理的取引業者）

現在、環境の持続可能性達成の取組みの一環

として、事業者および非事業者を含むさまざ

まな関係者が、事業活動や商品市場、企業・

生産者連合の関係を変革する試みとして、様

々なアプローチを適用している。

バルセロナ・フォーラムにおいて、漁業（第

17章）、エネルギー（第7章）、農業（第20

章）、資源採掘型産業および観光を含むいく

つかのセクターが議論の焦点となった。

資源採掘型産業と保全の結び付きは非常に感

情的で、IUCN加盟団体にとっては、特にその

先住民社会と地域社会に対する影響という点

で長年の大きな懸念であった。国際金属・鉱

業評議会（ICMM）（2006年）は、全事業段階

における情報と利害関係者協議に関する指針

を含む「鉱業と生物多様性のためのグッドプ

ラクティス・ガイダンス」を開発した。バル

セロナでは、保護地域および地域社会・先住

民社会への影響をはじめとする地域・世界レ

ベルでの鉱業の生物多様性影響を対象とした

複数の決議（WCC　4.084、4.087、4.088、

　4.089、4.090）が採択された。

国連世界観光機関（UNWTO）は、2008年には9億

2千4百万人の観光客が海外旅行を行ったこと

を報告し、2020年までに国際観光客の入国者数

は16億人になると予測している（UNWTO　2009

年）。IUCNを含む32機関の連合である世界持続

可能ツーリズム基準（GSTC）パートナーシップ

では、10万人近い観光関係者に接触し、既存

の60を超える認証と他の自主的基準から4,500

以上の基準を分析し、1,500人以上の個人から

受け取ったコメントをもとに世界持続可能ツ

ーリズム基準を開発した（GSTCパートナーシッ

プ　2008年）。この基準は、観光業の貧困削

銀行が破たんし、金融市場は凍りつき、政治家は救済（もしくは買

収）の条件で議論を続けている。人々は、自分たちの将来のための経

済的利益や経済的安定にますます注目し、生物多様性保全における市

場やビジネスの役割に注目する人は少ない。しかし、かつて環境主義

者達から保全上の「問題」として捉えられていた市場と企業が、重要

な解決策の一部となる必要がますます明白なものになっている。
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減ツールとしての可能性を確保しながら、世

界の天然資源・文化資源を保護・維持するた

めに観光業者が遵守すべき最低限の標準であ

る（http://www.sustainabletourismcriteria.

org）。IUCNは、Accor　Hotel、国際ホテル・

レストラン協会と連携して、観光セクターに

おける持続可能な生物資源の利用のための「

生物多様性：ホテルでの取組み－生物資源の

持続可能な利用のためのガイド－」を作成し

た（IUCN　2008年a）。

さらに、生物多様性を保全する活動から収益

を創出し、生物資源を持続可能に利用し、そ

の利用に由来する利益を衡平に分配する営利

目的企業である、新しい「生物多様性ビジネ

ス」も注目を集めている。Bishop他（2008

年）は、現在の生物多様性の課題は、民間投

資と生産、消費を動かす経済的インセンティ

ブの方向付けを変え、生物多様性保全をそれ

自体で実行可能な事業とすることであると論

じている。

環境劣化がもたらす課題には、水不足や気候

変動、生息域変化、侵略種、海洋資源の過剰

収穫、富栄養化などが含まれる。解決が急務

な環境課題と現在の市場の混乱は、多くの事

業活動にとって重要な一部である生物多様性

と生態系サービスの保護において、公共セク

ターと民間セクター、政府の連携促進が必要

であることをこれまで以上に明らかにしてい

る（囲み15.1）。保全団体は、現在進められ

ている鉱山跡地の回復など、フットプリント

の大きな事業の生物多様性活動・管理計画整

備を支援することができる。このアプローチ

は、生物多様性に対する鉱業の影響を最小化

するだけでなく、次の開発にむけて企業が事

業ライセンスを得る助けにもなる。

ビジネスの主な目標は収益の獲得であるが、

民間セクターは、事業活動の一部が環境に破

壊的な影響を及ぼし、これらの影響が事業の

長期的成功にリスク要因をもたらす事に気付

き始めている。ビジネスは、賢い事業行動に

よって事業活動自体をよりグリーンにするこ

とが成功の確率を高めるのに加えて、「グリ

ーンであること」に重点を置くと効率も改善

されることに気付き始めた。実際、持続可能

性に焦点を絞った企業は、先ごろの金融危機

もうまく乗り越えた事が明らかになっている

（AT Kearney　2009年）。持続可能な開発の

哲学をもったビジネスの潜在的便益というテ

ーマは、持続可能な開発のための世界経済人

会議（WBCSD：www.wbcsd.org）が追及してい

る課題のひとつである。WBCSDは、持続可能な

開発におけるビジネスの役割を検証する200社

程度の企業から成る、CEOによる国際組織であ

る。

ビジネスが企業の社会的責任（CSR）プログラ

ムを開発・実施する論理的根拠は、需要・供

給の両面においてある。LyonとMaxwell（2008

年）が記述したとおり、需要面からは環境配

慮製品は成長ビジネスであり、投資家は企業

に「グリーン行動」の適用を求め、従業員は

「世界をよりよくする」企業で働くことを好

む。供給面からは、環境への取組みはその他

のオプションよりもコスト効果が高い場合が

 
囲み15.1　WWFとコカコーラ：　　　　　

水保全パートナーシップ

2006年、コカコーラ・カンパニーとフラ

ンチャイズのボトラー事業者は、約2,900

億リットルの水を飲料生産に使用した。

このうちおよそ1,140億リットルは商品の

一部となり世界中で販売され、1,760億リ

ットルはすすぎや洗浄、加熱、冷却など

の飲料製造プロセスで使用された。

コカコーラとWWFは、2007年に水の効率改

善と全システムからの炭素排出削減に取

組み、持続可能な農業活動を促進する企

業を支援するパートナーシップを設立し

た。さらにコカコーラとWWFは淡水盆地を

保護するプロジェクトを連携して行う予

定である。

出所：WWF, 2007年
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多く、製造に必要な資源の長期利用を促進す

る。たとえば、ホテルの宿泊客に水の節約を

働きかけることは、保全にとってもメリット

があるとともにホテルの水道料金の節約にも

つながる。Margolis他（2007年）は、企業の

社会的行動と企業の財務成果の結び付きをレ

ビューし、非常にわずかではあるが望ましい

関連性を発見した。

ビジネスにとってもうひとつの可能な方策

は、自主的な環境プログラムへの取組みであ

る。こうしたプログラムは、内部監査である

か外部評価であるかにより、ビジネスへの影

響は大きく異なる（Darnall　&　Sides　2008

年）。

多国籍大企業は、事業活動に対する一般の人

々からの注目の影響や関連する評判のリスク

が大きいために「グリーン化」に向けたイン

センティブがより大きいが、同時にこうした

企業は変化を起こす能力も持っている。環境

活動が乏しい大企業は、一般の人々から非難

を浴びる可能性がある。多国籍企業は守るべ

き国際標準をもっている。セクターを先導す

る企業として、大企業は積極的に果たすべき

役割をもつ。こうした企業は、手順やガイド

ラインの遵守、研修、意識啓発を行うことが

できる。

保全団体の課題は、中小企業（SME）をいかに

関与させるかである。SMEは保全に取り組む資

源や能力が不足していたり、国内外における

評判リスクが小さいために、取り組むための

インセンティブや政治的な必要性が低い場合

が多い。

ビジネスによる建設的な保全活動への取組み

を支援する新しいツールやメカニズムには、

緩和活動の実施だけでなく積極的な保全活動

の支援の両面に関するものがある。オフセッ

トや生態系サービスのための支払い（PES）、

インセンティブおよび補助金等を含むより広

範なグリーン経済のためのツールに関する議

論は12章で行った。

ビジネスとの関係性の構築

IUCNは、民間セクターとの協働のための運用

ガイドライン（IUCN　2009年a）を開発し、

このような協働の歴史を持っている。保全団

体は、民間セクターとその生物多様性および

生態系サービスへの影響が非常に大きいこと

を無視したり忘れたりしてはならない。アド

ボカシー活動は意識向上と変化に向けた圧力

を生む役割を持つが、建設的な参画はもうひ

とつの補完的戦略である。IUCNや他の保全団

体は、全産業の方針・活動の改善という目的

のもとに、事業活動改善に影響を与え、促進

し、支援することができる。IUCNと加盟団体

の多くは、産業界と協働し環境標準や、最終

的には政府規制の改善に取り組んでいる。一

つの企業と協働すれば、IUCNにとってセクタ

ー全体に取り組む入り口ができる。

企業との協働を検討する際には、保全団体は

まずビジネスの運営方法が非政府組織（NGO）

や政府と異なるということを理解しなければ

ならない。関係性の構築にあたっては、両者

にとって共通の利益をいかに生み出せるかと

いう点に関する理解が必要である。ビジネス

が保全団体との協働を考えたときに抱く疑問

は、グリーン・パートナーシップとは何か、

なぜよりグリーンなのか、いかによりグリー

ンになるかというものである。

ビジネスと関係を結ぶ他の保全団体の場合と

同様、IUCNもただの飾りではない重要な友人

にならなければならない。IUCNはメンバーシ

ップ機関であり、政府機関とNGOで構成され

る加盟団体によって統治されている。多くの

加盟団体は、透明性に欠けているとしてこう

したパートナーシップに関する懸念を表明し

ている。透明性に欠ける関係性は、NGOがその

使命と目的から逸脱するというリスクをもた

らす。保全団体がこのような制度に関して抱

く主な不安は、自分たちが「グリーン・ウォ

ッシング」の一部になるのではないかという

ことである。これは、企業が現実には行って

いない保全活動をやっているように見せるた



め、保全団体を利用することである。グリー

ン・ウォッシングを避けるには、民間セクタ

ーのパートナーとのつきあいにおいて、

「グリーン」パートナーは専門的で客観的で

透明性を保つことが不可欠である。民間セク

ターの視点からみても、これはパートナーの

信用度を保証するために重要である。「グリ

ーン」パートナーが信用に値しない場合、こ

うしたパートナーシ

ップの価値はなくな

ってしまう。 

民間セクターとの協

働 は 議 論 を 呼 ぶ も

の で あ り 、 慎 重 に

進 め る 必 要 が あ る

が、IUCNに加盟する

NGO団体の多くはすで

に世界のさまざまな

地域の民間セクターと生産的な関係を築いて

いる。IUCNに加盟する政府機関は、通常NGOと

ビジネスの連携を支持している。これは、こ

うした連携により両者が利益を得て、より望

ましい保全とビジネス行動をもたらすという

考えに基づいている。このようなタイプの合

意に関与するNGOが最初に感じるメリットは、

関係者に影響を及ぼす事ができるビジネスの

力であり、これによって保全に貢献できる範

囲が広がる。このビジネスの力と影響力は魅

力的であり、NGOとビジネスの双方が厳しいガ

イドラインを維持しなければ、その関係は容

易に崩れてしまう。こうした場合、長期的な

利益は失われ、両者の世評に傷がつく。

保全団体とビジネスとの関係の最も簡単なも

のは、ロゴなどのスポンサーシップの提携に

関係する場合が多いが、このような関係は保

全団体に対する「グリーン・ウォッシング」

リスクを高める。同様に、企業のCSRプログラ

ム（社会・環境セーフガードに関する法的要

件を越えた自発的行動を指す）を支援する保

全団体は、CSRが持続可能な行動に焦点を当て

た自主的プログラムで、必ずしも保全が事業

活動に統合されているとは限らず、企業にと

ってすべての事業活動や決定に保全の視点を

統合する必要もないために、企業の「グリー

ン・ウォッシング」を支援していると非難さ

れてきた。

より関わりの深い関係性には、保全プロジ

ェクトの共同実施による技術支援や企業活

動レビューなどがある。たとえば2004年以

降、IUCNはロシアのサハリン・エナジー（ガ

スプロム、シェル、三

井物産、三菱商事の合

弁企業）と協働し、ク

ジラおよび（少なくと

も一部の）クジラの生

息域に対する石油・ガ

ス開発リスクの最小化

の方法について助言と

提言を行っている。

この取組みの主な活

動は、2006年のニシコククジラ・アドバイザ

リー・パネル（WGWAP）の設立である。WGWAP

は、サハリン・エナジーの事業計画に対して

科学的助言を提供する独立した科学者のパネ

ルである。このパネルはIUCNの助言に基づ

き、同社に海中パイプラインのルートを変更

するよう働きかけ、クジラの餌場を守るのに

成功した。より近年では、地震活動がクジラ

の個体数に影響を与えているというWGWAPの

提言から、同地域における地震波による調査

が中止された（IUCNプレスリリース2009年

4月24日http://www.iucn.org/about/work/

programmes/marine/marine_news/?3069/Stop-

all-oil-and-gasactivities-that-could-

harm-Western-Gray-Whalessays-panel)。

保全活動とビジネス連携の利益

民間セクターと保全団体の連携は、ビジネス

と保全活動の双方に設計の革新や技術的解決

策をもたらす可能性がある。保全団体は、バ

イオミミクリーを利用した製品や建物の設

計、排出削減や事業効率に関する助言、代替

エネルギー源や技術などを通じて、環境の視

点から企業の事業活動改善を支援できる。よ

”
“   「グリーン」パートナー

は、民間セクターのパートナーと

のつきあいにおいて、専門的で客

観的で透明性を保たなければなら

ない。
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りグリーンな（そしてより効率のよい）サプ

ライチェーンの創出は、特に大企業にとって

非常に多くの望ましい副次的効果を持つ。持

続可能なサプライチェーンには、原材料サプ

ライヤーへのプロポーザル提出要件や標準仕

様の一部に組み込まれることで、企業からサ

プライチェーンの末端まで環境標準と環境基

準を普及させる効果がある。環境標準によっ

て、企業は保健、安全性、品質をともなうよ

り強固な関係をサプライヤーと築くことがで

きる。プロジェクトやサイトの設計の初期段

階で保全配慮を統合すれば、長期的には採算

がとれる。 

一方で、保全団体は、プロジェクト管理や広

報、財務管理、複雑な事業設計に係る助言を

民間セクターから得る事で便益を得る事がで

きる。保全団体にとってのサプライチェーン

に関する課題は、保全を実現するために最も

有用な助言を誰にすべきか、サブコントラク

ターからサブコントラクターへサプライチェ

ーンのどこまで保全に関する標準を伝達すべ

きか、企業が責任をとるのはどのレベルまで

かを決定することである。

将来の課題

企業が一度その経営をよりグリーン化すると



“    民間セクターと

保全団体の連携は、ビジ

ネスと保全の双方に設計

の革新や技術的解決策を

もたらす可能性がある。 

”
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決定したら、どのような操業上の変革が必要

となるのか？そしてこうした事業変革に保全

団体が最大限貢献するにはどうしたらよい

か？どのように民間の利益と公共財とを調整

するのか？ 

企業の社会環境責任と民間セクターを導く政

府規制を強化する必要性は、世界の金融市場

と同じように環境の世界でも広く認識されて

いる。本当の疑問は、どのような種類の自主

的イニシアティブや規制が保全と収益性とい

う二重の要件を満たす成果を保証するのかで

ある。

より望ましい環境影響を実現するため、もし

くはコスト節約のために保全団体との連携に

関心を持つ企業は多い。しかし、その事業活

動に混乱をきたす可能性のある根本的な変化

を受け入れる意志のある企業はほとんどな

い。企業は、その活動を改善するために環境

団体とパートナーシップを提携することには

前向きであるが、ほとんどの議論は活動の改

善に関するもので、新しい活動に関するもの

ではない。

保全団体と民間セクターのパートナーシップ

は、ビジネスの一層のグリーン化を支援する

事ができる。しかし、グリーンビジネスが規

範となり、グリーン基準に基づく企業の競争

によって企業に根本的な変化が強いられるま

で、真に「グリーン」な企業の数は少数に留

まるだろう。「グリーンビジネス」への移行

を支援するために、保全団体と民間セクター

は、生物多様性がビジネスに果たす可能性の

ある多くの役割を評価するための共通の言語

を開発しなければならない。長期的には、ビ

ジネス側の認識の拡大が必要で、産業界内部

からのリーダーシップが必要であろう。同時

に、企業と市民社会、規制当局の間の対話の

拡充も必要となるだろう。



16. 森林システム：森林と樹木



世界森林白書2009（FAO　2009年a）には、世

界の森林が抱える幅広い問題が描写されてい

る。森林面積は、アジアの先進国、北米、

西・中央アジアのいくつかの地域で安定する

と予測されるが、アフリカの大部分と南米で

は減少が見込まれている（ただし、南米では

植林面積は増加が予想されている）。特に気

候変動緩和と適応に関連するものなど、森林

が提供する幅広いサービスに対する意識の高

まりによって、持続可能な森林管理に新しい

関心と投資の可能性がもたらされている。こ

の報告書では、森林セクターにおける継続的

な革新と同時に、先進国と途上国の間のこう

した革新の利用機会のギャップが報告されて

いる。最終的に、報告書は2008年～2009年の

経済危機が世界の森林にどのような影響を及

ぼすか、将来に向けて持続可能な森林管理を

支え開発への「グリーン・パス」がとられる

のかという疑問を投げかけている。

世界全体におけるこの森林の減少は、皆にと

っての問題であるが、特に地方の貧困層に

とって大きな問題である。2004年にVedeld他

は、森林は3大陸17ヶ国の地方に住む世帯の収

入の22％を創出したことを報告した。この収

入の大部分は野生の食糧、薪によるもので、

飼料、木材、わら、野生の医薬品も重要な収

入源となっている。森林と森林が供給するた

くさんのサービスは、貧困層経済の重要な一

部を構成している。

今日の森林保全活動は、景観規模の管理を重

視し、改善された法の執行と森林ガバナンス

を支え、生態系アプローチの適用と地域社会

の生活を支える森林の役割を促進するための

対話とパートナーシップを促すことに焦点を

置いている。これらの各テーマは、バルセロ

ナのWCCで森林に関する議題として重要視さ

れ、注目を集めた。

森林景観の回復を通じた機能的な森林	

生物多様性に富む森林は、人間の福利を支え

森林は、陸上生態系のほとんどの種を含み、植物多様性センター

（Centres	 of	 Plant	 Diversity）の75％が森林にある。食糧農業機関

（FAO）によると、世界の森林面積は非常にわずかではあるが増加して

いる（2000年は38.6億ヘクタール、2005年は39.5億ヘクタール）。こ

の数値には、人工林と再生した温帯林も含む。人工林を除くと、1990

年～2005年の森林の減少率は年間およそ1,300万ヘクタールの速度で続

いており、大きな改善の兆候はほとんど見られない（2005年　FAO）。

一方個別の種のレベルでは、620種の針葉樹種のうち172種（28％）が

絶滅の危機にあると2008年の絶滅の恐れのある種のレッドリストは報

告している（IUCN　2008年d）。
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る数多くの財やサービスを提供する。しか

し、こうしたサービスを維持するには、樹木

だけでなく幅広い環境、社会、文化、経済的

便益を促す土地利用のビジョンをもったアプ

ローチが必要である。保全の世界において

は、持続可能な森林管理（SFM）が幅広く適

用されてきた。SayerとMaginnis（2005年）

は、SFMのためのグッドプラクティスの10の教

訓（囲み16.1）を提案している。生態系アプ

ローチとSFM、森林景観の回復は、生物物理

学の特性の枠を超え、社会、政治その他の要

素を含む段階にまで進化している（Sayer他

　2007年）。森林景観の回復は、周辺の土地

の全タイプを統合する規模で行われ、森林と

農地、保護地域、居住地のモザイクを作る。

居住地ではその計画策定と実施が行われ、人

々の暮らしを支える景観の複合的利用に基づ

いて全関係者の参加が行われる（Fisher他

　2008年）。

これらのアプローチに共通する考えは、保全

と開発の統合である。往々にして保全団体の

大きな課題となるのは、保全による長期的利

益が森林伐採による短期的利益よりも大きい

ことを地域社会に説得することである。Sayer

他（2007年）は、地域住民の視点を確保しな

がら保全に結びつける手段として、5つの資本

的資産（財務、社会、物理、人間および自然

資本）に基づく指標を含む計画策定プロジェ

クトを提案している。 

プロジェクトへの関心を短中期的に維持する

には、プロジェクトの設計および実施におけ

1. 生態系アプローチは単一ではない。それ

ぞれの状況に応じて、複数の生態系アプ

ローチを適応・適用することが必要であ

る。

2. 人間は生態系の一部であり、仕事、生

活、富の創出は、鳥や猿たちと同様に重

要である。

3. すべての環境管理は順応的でなければな

らない。管理し、学習し、適応し、再び

管理する。

4. 生態系アプローチには、環境上のメリッ

トと人間の生活改善の両方を含むシステ

ム全体の成果を測るツールが必要であ

る。

5. 明確で法的根拠に基づいた土地所有権、

民主的制度、法規制は生態系アプローチ

の実現環境の重要な要素である。

6. 森林専門家はさまざまな知識をもち、

コミュニケーション能力に秀で、すべて

の関係者団体の尊敬を得なければならな

い。

7. 科学は答えをもたらさないが、我々が間

違いから学び、適応し、新しい選択肢を

追求することを助けてくれる。

8. 生態系アプローチのソフト面は、ハード

面よりも重要である。これらのアプロー

チは単なる公式の追加ではなく、新しい

姿勢やアプローチ、一連の能力、より幅

広い技術をともなう。

9. 生態系アプローチの多くの要素は森林管

轄機関の直接管理下にないので、森林管

轄機関は影響を与え、他の関係者を取り

まとめる方法を習得する必要がある。

10. 生態系アプローチは衝突を消滅させるもの

ではない。生態系アプローチはトレードオ

フをより明確化するが、そこには常に勝者

と敗者がいる。生態系アプローチは、社会

全般と特に特定の関係者団体の「勝ち」を

増やし「負け」を減らしながら、関係者間

の力の差異を軽減し、より公平な成果を導

くことを可能にする。

出所：Sayer and Maginnis, 2005年

囲み16.1　持続可能な森林管理のためのグッドプラクティスの10の教訓
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る伝統的知識の統合が不可欠である。保全団

体は、土地所有権や良いガバナンスに対する

ニーズ、先住民の権利、汚職などプロジェク

トの社会、環境影響を非常に入念に検討する

必要がある。森林減少の根本的原因（通常社

会的なものであることが多い）の無視は、初

期の森林保全計画の失敗の最大の理由のひと

つであった。

では、森林景観開発における保全活動の将来

はどこに向かっているのか？ひとつは、農業

および農産物加工業の拡大と経済の不確実性

によってもたらされる新しい機会と脅威であ

る。最近では多くの研究が、所有する森林を

維持するより、農業目的で伐採するほうが森

林居住者にとって収益が大きくなるしきい値

の特定に取り組んでいる（囲み16.2）。この

ような森林伐採を後押しする条件には、大豆

や牛肉などの食糧の世界価格の上昇や、輸

送インフラの改善にともなう森林へのアク

セスの向上などが含まれる。十分に長い時

間枠でのコスト便益評価の外にも、SFMを支

援する技術には認証制度や低負荷型の伐採

（reduced　impact logging）、生態系サービ

スへの支払い（PES）などの金融手段などがあ

る。

森林法の執行とガバナンス

SFMに関する中心的な問題は、森林資源のガ

バナンス制度の不備である。世界銀行（2006

年）は、違法伐採による政府の損失は年間100

億米ドルで、これはSFMに投資される政府開発

援助（ODA）の何倍もの金額であると推計して

いる。さらに、法的に認可された伐採に対す

るロイヤリティと税金のうち、およそ年間50

億米ドルが汚職のために回収されていないと

している。こうした損失を最終的に負担する

のは、生活を森林資源に依存する数百万人の

人々である。 

2000年にアンマンで開かれた世界自然保護会議

（WCC）で、IUCN加盟団体は森林セクターにお

ける汚職の影響とより良いガバナンス支援の

必要性を認めた（決議WCC2.039）（IUCN　2000

年a）。現在、多くの国と地域が、森林法の執

行とガバナンス（FLEG）のプロセスを通じて森

林犯罪の問題とその影響への対応を試みてい

る。

G8の森林に関する行動計画（1998年）では、

違法伐採が持続可能な森林管理の主な障害と

して特定された。同計画が違法伐採に対する

行動を強化する重要なインセンティブを与

えた結果、東アジアFLEG（EA FLEG、インド

ネシアのバリで2001年9月発足）、アフリカ

FLEG（カメルーンのヤウンデで2003年10月発

足）、北アジアFLEG（ロシア連邦のセント・

ペテルスブルグで2005年11月発足）の３つの

FLEG閣僚級会議が形成された。これらのFLEG

は、地域内外の政府や産業、NGO、研究者たち

を結集し、ガバナンスの改善と森林セクター

囲み16.2　森林vs農業：	 	 	

マブリア森林保護区の事例 

マブリア森林保護区はウガンダのビクト

リア湖岸に位置する。貴重な野生生物の

住処であり、木材を産出し、水収支のた

めの生態系サービスを提供するほか、熱

帯雨林は観光地となっている。

農業利用のために保護区の３分の１を伐

採するという計画の提案をうけて、地元

の研究者がこの森林の価値を算出した。

経済評価の結果、短期的にはサトウキビ

の栽培（年間369万米ドル）が森林保護区

の維持（年間110万米ドル）よりも大き

な経済的利益をもたらすが、サトウキビ

生産に最適なのは５年という短期間のみ

で、木材ストックの寿命（60年）からこ

れらの土地利用を比較すると、森林およ

び森林生態系サービスに由来する便益が

サトウキビ栽培によるものを上回ること

が判った。

出所：Environment Times #5, http://www.grida.no/
publications/et/ep5/page/2351.aspx



における違法活動に関する国際対話の育成、

規制の連携と調和を目指した生産国政府間の

協働や、違法伐採と違法取引への対応のため

の消費国政府との協力を実現する枠組みの設

立に取り組んでいる。こうした会議は、違法

伐採に対する政治的関心や各国政府による国

内・国際イニシアティブ、民間セクター、NGO

の関心を高めた。

2003年に、欧州委員会（EC）が森林法の施

行、ガバナンス及び貿易（FLEGT）を承認し

たことによって重要なイニシアティブが生ま

れ、この計画は同年加盟国によって承認され

た。この行動計画は、生産国との自主的な二

国間協定（VPA）の実施などを含む戦略を通じ

て、EU市場からの違法木材の排除を目的とし

ている。これらの協定によって各国に合法木

材のライセンス制度が整備され、ライセンス

のない違法木材製品の可能性がある商品がEU

市場から排除される。2009年5月時点、ガーナ

とのVPAの締結が完了し、コンゴ（ブラザビ

ル）とカメルーンとの交渉が間もなく完了す

る。現在交渉が進行しているのはマレーシア

とインドネシアで、2009年末にはガボンとの

交渉が始まる予定である。ECはまた別の方法

で中国、ベトナムなどの国と違法伐採への取

組みをおこなっている。

その他に適用されている戦略や現在議論され

ている戦略には、調達政策や消費者市場への

違法木材の流入を回避する追加的な法律など

がある。

以下のような教訓が、こうしたイニシアティ

ブによって得られている。

• 違法伐採は、不適切な森林ガバナンスの結果

であり症状である。違法伐採の根底にある原

因に対応するために、根本的な森林ガバナン

スの改革をともなう法執行の改善を促す行動

が必要である。

• 「合法」な伐採は、必ずしも「持続可能で

衡平な」森林管理の一部であるとは限らな

い。IUCNは、持続可能で衡平な森林管理を促

進する森林ガバナンスの整備を目指してい

る。

• 意志決定の質を高め、その実施に対する社会

の支持を促進するために、違法伐採に対応す

る行動と幅広い森林ガバナンス改革は、複数

関係者による効果的なプロセスに基づく必要

がある。

• VPAのような不法伐採に対応するための効果

的な複数関係者プロセスは、幅広い森林ガバ

ナンス改革への弾みとなる可能性がある。

• 最近のFLEG(T)および複数関係者プロセス

による森林ガバナンス改革の経験は、森林

減少・劣化に由来する温室効果ガス排出削

減（REDD）スキームを支える森林ガバナン

スに関する議論に貴重な情報を提供してい

る。

森林を基盤とする生活の支えのためのパート

ナーシップ

森林は、複数の関係者にさまざまな財やサ

ービスを提供する。森林景観の管理と保護の

方法にはこの事実を反映しなければならない

が、衡平に反映するには全関係者の意見を取

り入れる必要がある。パートナーシップは、

ニーズと見解の共有のため、そして相乗効果

の発見のために不可欠である。こうしたこと

から、単一の課題の視点からの森林のガバナ

ンスおよび管理アプローチは非生産的だとい

える。森林に正統な関心をもつ人々が将来の

森林景観について発言できなければ、前進に

向けて彼らの協力を得るのは難しい。「炭素

吸収のため」もしくは「生物多様性保全のた

め」という前提によって、森林が地域住民に

もたらす財やサービス、ならびに非常に多く

の人々がこうした資源に基本的な生活の支え

を頼っている事実を軽視してはならない。ま

たこのような状況で、過度に単純化された保

全と開発の「ウィン・ウィン」シナリオが得

られると想定するのも適切ではない。複数の

相対する意見を満たすには、妥協を伴う交渉

が必要であり、これは連携とパートナーシッ
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プの精神をもって最も望ましい形で達成する

事ができる。

イェール大学に事務局をおく熱帯林ダイアロ

ーグは、1998年の発足当時から対話プロセス

を促進してきた。これは、対話に参加するさ

まざまな団体間に信頼関係を構築し、ツール

やアイデアに加えて、参加団体同士のパート

ナーシップが形成できる環境を提供すること

をその前提としている。このようなパートナ

ーシップは、必ずしも弱気な妥協に終わる必

要はなく、合意の形成自体が抜本的なものに

なりうる。IUCNは、森林と気候変動に関する

合意に基づく声明「集約的に管理された人工

林：ベストプラクティスへ、そしてREDDを越

えて―気候変動における森林役割」の作成に

貢献した。 

森林に関する協調パートナーシップ（CPF）

は、複数の森林プログラムをもつ14の国際機

関（CIFOR、FAO、ITTO、IUFRO、CBD、GEF、U

NCCD、UNFF、UNFCCC、UNDP、UNEP、ICRAF、WB

、IUCN）と事務局で構成される自主的取組

みである3。CPFのミッションは、あらゆるタ

イプの森林の管理、保護、持続可能な開発を

促進し、これを支援する長期的な政治的コミ

ットメントを強化することである。CPFの加

盟団体は、協働してプロジェクトを実施し、

各国による森林関連の目標達成と持続可能な

森林管理を支援するために活動し始めている

（FAO　2009年b）。

2007年には、世界銀行が地方と世界のプロセス

を結び付け、森林居住者の見解とニーズを国

際的な意志決定に反映することを促す林業促

進パートナーシップ（GFP）イニシアティブを

提案した。その後、世界銀行は環境と開発国

際協会（IIED）に、幅広い関係者とともにこ

の提言の独立評価を行うよう依頼した。600人

以上の専門家がIIEDの評価に対応したり、ブ

ラジルや中国、ガーナ、ガイアナ、インド、

ロシア、モザンビークのフォーカス・グルー

プに参加したり、国際会合に出席した。IUCN

は、GFPにおいても主導的役割を担ってい

る。FAOと世界銀行が支援するこのイニシアテ

ィブは、地域ニーズを反映しつつ世界的な公

共財を保護するための新しいパートナーシッ

プを構築・強化し、真に持続可能な林業を実

現することを目指している。草の根による先

導の重視が特徴で、この特徴によってCPFと

異なり、またCPFを補完する。IUCNのGFPに対

する現在の焦点は、モザンビークおよびガー

ナ、グアテマラでのパートナーシップ開発へ

の取組みである。

一部のNGOが行っている地域社会の事業開

発能力に対する支援は、興味深い進捗であ

る。IUCN加盟団体のForest　Trendsは、事業

開発ファシリティを開発し、森林事業者に炭

素吸収や流域保護、生物多様性保全を含む森

林の価値を最大化するために、非木材収益の

獲得機会の評価、特定、開発に関する技術支

援を提供している。保全団体は、木材が森林

の唯一の価値であるとする「単一資産アプロ

ーチ」から、非木材製品とサービスを資本化

することによって生活改善の機会を多様化

し、市場アクセスを支援する「複数資産アプ

ローチ」への移行に関して森林居住者を支援

することができる。

森林と気候変動	

第5章ではREDDを通じた気候変動緩和における

森林の役割を取り上げた。REDDに加えて、も

うひとつの気候変動の機会を森林はもってい

る。現在、劣化森林面積はおよそ8億ヘクター

ルである。ここでは炭素ストックはひどく劣

化しているが、往々にして森林被覆面積が大

きいために伐採地として分類されていない。

 3 これらの機関の正式名称は以下のとおりである。

 CIFOR：国際林業研究センター（Center for International Forestry Research）、FAO ：食糧農業機関（Food and Agriculture Organization）、ITTO ：国際熱帯
木材機関（International Tropical Timber Organization）、IUFRO：国際森林研究機関連合（Global Network for Forest Science Cooperation）、CBD ：生物多様
性条約（Convention on Biological Diversity）、GEF：地球環境ファシリティ（Global Environment Facility）、UNCCD ：国連砂漠化対処条約（United Nations 
Convention to Combat Desertification）、UNFF：国連森林フォーラム（United Nations Forum on Forests）、UNFCCC：国連気候変動枠組条約（United Nations 
Framework Convention on Climate Change）、UNDP：国連開発計画（United Nations Development Programme）、ICRAF ：国際アグロフォレストリー研究評議会
（World Agroforestry Centre）、WB –世界銀行（World Bank）



このため、京都メカニズムの植林資金調達の

対象となる。気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）の第4回評価報告書は、これらの土

地の回復を行うことで、2030年までにおよそ

11,700万二酸化炭素トン（その他温室効果ガ

スを二酸化炭素に換算）の炭素吸収が可能に

なると推計している。これは、2030年までに

可能な森林減少回避による排出削減量の1.5倍

にあたる。劣化森林地の回復は、現在進行中

の劣化を止めることによる排出量の削減と、

回復による炭素吸収の大幅な増加、水循環調

整の改善など生態系サービスの回復・供給に

よる景観規模の気候適応上のメリットという

３重の気候に関する便益をもたらす。
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17. 海洋システム：保全活動を海洋に



地表の大部分を占めているにもかかわらず、長い間見過ごされてきた

海洋の世界が、今注目を求めている。陸上の資源がますます減少して

いるなか、世界は海に解決策を求めている。陸上に気候変動緩和の解

決策を見つけることが一層難しくなり、政策決定者は海洋が果たす役

割を模索している。

海洋に関する対応が必要な多くの課題のう

ち、最も迅速な対応が必要なのはCO
2
および

その他の温室効果ガス（GHG）の濃度上昇の

影響と乱獲である。これらは難しい課題で、

公海の海洋資源のガバナンスや海洋保護地域

（MPA）を含む空間計画策定の２つの主要なツ

ールを改善し、適合させる必要がある。

海洋と気候変動

海洋は、世界の気候調整や、何十億人という

世界人口への食糧や収入の供給に不可欠な役

割を果たしている。主に人為的なGHG排出によ

って、これまでにない速度で世界の気候が変

動するなか、海洋環境と沿岸環境への影響の

証拠はもはや無視できない。海洋温度の上昇

や海水の酸性化、サンゴ礁の白化、海面上昇

などの影響がすでに観察されており、海洋生

物の多様性と人間社会に深刻な影響が及んで

いる。気候変動の理解や気候変動への対応方

法、汚染や乱獲などの直接的な負荷の増加に

対する対応の理解、こうした理解を気候変動

緩和策および適応策へ適用していくことは国

際社会の最優先事項である。

海洋は気候変動影響の犠牲者であり、また、

潜在的な解決策でもある。サンゴ礁は世界で

最も気候変動の影響を受けやすい生態系のひ

とつであり、「気候変動という炭鉱のなかの

カナリア」として捉えられる。世界のサンゴ

礁の現状に関する2008年の報告書は、19％の

サンゴ礁が失われ、これによりサンゴ礁に生

活を依存する5億人の生活に影響が出ていると

した（Wilkinson　2008年）。しかし、気候変

動による影響の兆しを見せているのはサンゴ

礁だけではない。マングローブやその他の沿

岸生態系は、特に海面上昇に弱い。海水の温

度上昇と酸性化は、伝統医薬や住居の屋根・

装飾に利用されるほか、魚やジュゴンなど非

常に多くの種の重要な生息地である海草にも

影響を与えている。

漁業と漁業に依存するコミュニティも、もち

ろん気候変動の影響を認識している。Alison

他（2009年）は、漁業への気候変動の潜在的

影響に対する132の国家経済の脆弱性を比較

し、マラウィとギニア、セネガル、ペルー、

コロンビア、バングラデシュ、カンボジア、

パキスタン、イエメンが最も脆弱であるとし

た。この脆弱性は、温暖化の予測と国家経済

における漁業の重要性、食習慣、潜在的影響

と機会に適応する社会的能力の上限の複合的

効果によるものである。
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気候変動の脅威に対する水関連の解決策とし

て注目を集めているのが、海洋への地球工学

の適用である。植物プランクトンは海洋を世

界最大の二酸化炭素吸収源とするために重要

な役割を果たし、炭素吸収を増やすために海

洋への地球工学の適用が提案されている。こ

れには、CO
2
回収を目的とした鉄などの栄養素

の追加による藻類の成長促進や、炭素回収貯

留（CCS）として知られる海底下の地層への

CO
2
の直接「圧入」などが含まれる（Victor他

　2009年）。気候変動緩和を助ける海洋の可

能性に関する熱い議論が数多く交わされてい

るが、海洋の生物化学プロセスとCO
2
吸収能力

に関する知識が非常に限られているという事

実は、こうした議論によって克服することが

できない。いくつかの研究は、海洋の肥沃化

がプランクトンの成長を刺激することを示し

ているが、炭素の海洋堆積物への輸送が効果

的であるか、このような活動の海洋環境やク

ジラなどのプランクトン捕食種、世界的な気

候に対する影響がどのようなものであるかは

明らかではなく、予測不可能なままだ。海洋

肥沃化プロジェクトによる炭素オフセットの

売却を検討する前に、海洋に対するリスク評

価のための研究が必要である。大規模な海洋

肥沃化活動には十分な注意を払わなければな

らない。同様に、CCSのエネルギーとコスト対

効果はまだ証明されておらず、潜在的なCO
2
の

漏れの影響も深刻である。また海洋肥沃化や

CCSに関する規制の枠組みは十分でなく、実際

どちらの活動も人為的なCO
2
排出量の減少には

貢献しない。

乱獲

食糧農業機関(FA O )の世界漁業白書（FAO 

2008年a）は、その2007年報告書の発見を繰り

返しつつ、過去2年間の安定は前向きな兆候で

あるが、世界の漁場のほとんどがすでに完全

に捕り尽くされており、28％が乱獲状態にあ

るという事実は変わらないとした。同報告書

は、2006年に漁業および養殖業の生産高が過

去最高を記録し、養殖業が占める割合が増え

ていることを確認した。混獲の管理や世界の

漁船への過剰資本投入、不法漁業の管理、底

引き網漁やシアン化合物を使った漁などの漁

法による損害の軽減など、乱獲をもたらす主

な要因に対する対応の進捗はわずかである。

FAO報告書は触れていないが、近年明らかに

なったその他の深刻な発見がある。サメとエ

イは成長が遅く、大西洋の北東のサメとエイ

の26％程度が乱獲により絶滅の危機に瀕して

いる（Gibson他　2008年）。アホウドリなど

の海鳥の多くは混獲の被害を受けることが

多く、漁業活動による脅威にさらされてい

る。しかし、ハワイ式延縄マグロ漁の手法が

変わったので、海鳥の混獲は67％減少した

（Gilman他　2008年）。タラなどの種は乱獲

による個体数の減少が10年近く続いたため、

一部の個体群では成魚が小型化し、成熟が早

まっている（Fudge & Rose　2008年）。現代

的な漁業は、我々が想像したよりも非常に早

い進化規模の変化をもたらしている。

漁業管理に関する政治的意志が十分ではない

ように見える。近年の残念な出来事は、2008

年11月に大西洋まぐろ類保存国際委員会が、

同委員会の科学アドバイザーが提案した推奨

漁業レベルを50％近く上回る北大西洋まぐろ

割当量を承認する決定を下したことである

（IUCN　2008年c）。クロマグロの個体数は非

常に少なく、科学的助言として漁獲量の大幅

な削減の必要性と個体数の回復のための産卵

期の禁漁が合意されている。この目的を支え

る生態系の長期ニーズよりも、短期的な経済

の目的と雇用が重要視されている。こうした

ことから、地域的漁業管理組織の役割と持続

可能な収穫のための公海資源管理能力が疑わ

れている。しかし、より小さい規模では、本

質的に権利に基づく資源管理アプローチであ

る民間漁師への「漁獲割り当て」を取り入れ

て成功した漁業管理の事例なども報告されて

いる（Costello他　2008年）。

近視眼的な管理決定の影響に対する対応は不

十分であるが、気候変動がもたらす、魚と商

用となる無脊椎動物の分布・個体数の変化に

関する新発見が行われている。これによる
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と、高温海域に住む種はより緯度の高いとこ

ろに移動しており、低緯度海域の生産性が減

少する可能性がある（ほとんどの熱帯、亜熱

帯地域の海洋、湖）（FAO　2008年b）。このよ

うな生態系の変化は、北に位置する国々には

望ましい影響をもたらすが、熱帯諸国では明

らかに漁獲高が減少する。さらに、熱帯や極

地の海、半閉鎖性海域は、外来種による侵略

と種の分布変化に対して最も脆弱であると予

測されている。人々の生活の漁業への依存度

の高さと気候変動への適応能力の低さから、

アフリカやアジア、南米の北西地域などの熱

帯の貧困沿岸諸国が漁業に関する気候変動影

響の被害を最も受けやすい。管理の対応が必

要であるが、漁業管理と生物多様性保全、そ

の他の人間活動の間のトレードオフのバラン

スをとり、すべての長期的便益を実現するよ

う慎重に考慮する必要がある。

政府管轄外海域の管理

世界の海洋は全体として考える必要があり、

海洋と海洋資源の関係者間を橋渡しすること

が前進に向けた唯一の合理的な道である。他

との調整を無視し、特定の分野に焦点を当て

たガバナンスや管理制度は、海洋環境への複

数の脅威への対応や活動の累積的影響の評

価、ある活動が他の活動に与える影響の評価

に適していない。また、特に悩ましい公海の

ガバナンスの問題の対応にも適していない。

しかしながら、海洋の問題は毎年国連で大き

な政治的関心を集めており、保全政策が成果

を達成するにあたって、有形かつ短期的な機

会を提供している。国連総会は、違法・無規

制・無報告（IUU）漁業と底引き網漁、海洋

山地、その他脆弱な海洋生態系の保全、深海

底の遺伝資源、公海の地域毎の管理方策とい

った課題に取り組んでいる。生物多様性条約

（CBD）は、MPAなどの一国の領海内における海

洋保全課題に対応し、生物学的・生態学的に

重要な地域の特定やMPAの代表的ネットワーク

の設計など、公海のMPAに関する科学的・技術

的助言を提供している。

世界貿易機構（WTO）は、持続不可能な漁業

と環境影響（混獲など）に関する懸念に対応

している。こうした問題は、予測可能な将来

にわたって政治的、技術的に重要であり続け

る。ロンドン条約（LC）は、CO
2
の準海底隔離

に関する規制を開発したほか、海洋肥沃化に

関する科学研究活動の評価枠組みの開発にも

取り組んでいる。ロンドン条約締約国は、海

洋肥沃化活動の停止を各国に呼びかける一方

で、「正統な科学研究」以外の海洋肥沃化活

動は、ロンドン条約とその議定書の目的に反

し、現在、この除外対象にあてはまるものは

ないことから、海洋肥沃化活動は許容される

べきではない」とする決議を発表した。

バルセロナの世界環境保全会議では、改革に

関する国際的議論を刺激するために、現代的

な公海のガバナンスのための10原則が発表され

た。これは、各国がさまざまな条約と宣言を

通じて採択しながら、地球の50％近い面積

を占める公海においてそれらの実行に失敗

しているという基本的な原則を反映したも

のである（囲み17.1）。これらのアプローチ

は、共通の行動のためのガイドラインを開発

することで前進が促されるように設計されて

いる。 

海洋保護地域（MPA）

陸上の保護地域が世界に占める面積は～12％

であるが、海洋保護地域が占める割合は1％

以下である。これは地球の71％が海であると

いうことを考えると非常にわずかな値であ

る。効果的に設計、管理、実施されたMPAは、

気候変動などの地球規模の負荷の増加に直面

する海洋生態系の回復力を維持するだけでな

く、多くの生態学的便益、社会経済的便益

をもたらす。しかし、現在の速度では、2010

年までに世界の海洋の10％を保護するという

世界的に合意された目標の達成は2060年以降

になってしまう。2060年には、すでに商業的

価値の高い種をはじめとする多くの種が絶滅

しているだろう。IUCNの世界保護地域委員会

（WCPA）は、海洋世界遺産の暫定リストの改



善と既存の海洋保護地域の管理効果を改善す

るアプローチの開発をその重点に加える予定

である。

いくつかの世界的アセスメントによると、地

域状況に関するより深い理解に根ざした管理

の行き届いたMPAは、地域社会にとって非常に

有益であるとともに保全目標の達成にも大き

く貢献すると結論付けている。効果的なMPA

は、近隣地域の漁業生産性の改善、地域住民

の経済機会の拡大・多様化、伝統漁業の権利

と他の利用者の権利に対する理解向上、紛争

の解決支援に有用であることが実証されてい

る。MPAネットワークも生態系の回復力の増進

に重要な役割を果たし、気候変動への適応を

促す。

海洋保護地域ネットワークが効果的であるた

めには、生態学的に適切であることに加え

て、人間活動と海洋保護地域内外の影響に

対応する総合的な海洋管理の枠組みに組み込

まれていることが必要である。効果的で代表

性を持つMPAのネットワークには、海洋の世

界に関する現在の空間的・時間的な情報が

必要である。数億人のユーザーが利用でき

るグーグル・アースへのMPAレイヤーの導入

や、使いやすい国際MPAポータルサイト（www.

protectplanetocean.org）の発足によって、

政府や保全団体、実践者、一般市民の関心が

集まり、情報共有が促進されるだろう。新し

いMPAをどこに設立すべきかという決定には、

全海域の種や生息域、人々の生活に関する情

報が必要である。すでに初期的な取組みが始

まっており、最適なMPA計画策定のために種の

情報と生息域データがとりまとめられ、専門

家による新しい保全パートナーシップが形成

されている。 

海洋の将来

CO
2
と他の温室効果ガス（GHG）の濃度上昇、そ

れに関連する地球の気候や海洋の化学組成の変

化が海洋や沿岸の生態系に大きな脅威を及ぼす

のは明らかである。この脅威には、乱獲や気

候変動により悪化している汚染など、様々な変

化の直接要因を踏まえたうえで対応しなければ

ならない。海洋環境が直面する脅威は、陸上生

息域のものと似ている点もあるが、その解決策

は、海洋が直面している異なった脅威に対する

理解と慎重な対応に基づいたものである必要が

ある。さらに、公海の管理戦略に関する国際協

定が急務であり、漁業権に基づくアプローチの

適用や、国際的に合意され効果的な管理をとも

なう生態学的に適切なMPAネットワークに関す

る目標も必要である。

囲み17.1　公海のガバナンスのための

10原則

1. 公海における活動の条件付き自由 

2. 海洋環境の保護・保全 

3. 国際協力 

4. 科学に基づく管理アプロ－チ 

5. 情報の一般への公開 

6. 透明かつオープンな意志決定プロセ

ス 

7. 予防的アプローチ 

8. 生態系アプローチ 

9. 持続可能で衡平な利用 

10. 国際海洋環境の管理者としての国家

の責任

出所： http://cmsdata.iucn.org/downloads/10_principles_
for_high_seas_governance___final.pdf 
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18. 乾燥地システム：水について



IUCNは、モザイク状の乾燥景観に対して、乾

燥地域と景観内の都市および湿地地域を含め

た包括的アプローチを採用している。IUCNの

乾燥地に関する作業プログラムは北極と南極

乾燥地域を対象外としているが、これはこう

した地域では、水の利用可能性ではなく気温

が生物学的生産性の制約要因となっているた

めである。さらに、IUCNの乾燥地への取組み

では、水量によって範囲と種の構成が決定さ

れる草地を季節的乾燥地としてその対象に含

めている。 

IUCNは、乾燥指数が0.65未満（乾燥・準湿潤、準乾燥、超乾燥（砂漠）

の乾燥地サブタイプを含む）の熱帯・温帯景観および地域を乾燥地とし

ている（IUCN　2008年b）。このような乾燥地は地球の陸地面積のおよ

そ40％を占め、途上国および先進国の双方に存在する。少なくとも世界

の栽培植物の30％が乾燥地に由来する。また、47％の固有鳥類の生息地

であり、全世界の保護地域の26％を占める。
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Source: Millennium Ecosystem Assessment

図18.1　世界の乾燥地の分布（MA　2005年a）
（出典：ミレニアム生態系評価）



乾燥地の生物多様性は厳しい条件によく適応

しており、世界中で固有種が多数見られる。

種の適応戦略は、耐熱作用によって極端な気

温からコロニーを守るシロアリ塚の建築学上

の驚異から、砂に穴をほり雨が降るまで休眠

する砂漠両生類までさまざまである。実際これ

らの戦略のいくつかは、人間の生活の向上を助

ける重要な発見の源となっている。しかしなが

ら、気候変動と乾燥地システムに対する人間の

需要の高まりとともに、乾燥地に住む特殊な生

物多様性はますます多くの脅威にさらされるよ

うになっている。

乾燥地は、非常にカリスマ性のある一部の種

の居住地であり、種の固有性を助け、地中

海型生態系や草地、サバンナ、乾燥森林、

沿岸地域、砂漠、フィンボス、ナマクワラ

ンド（最後の２つは南アフリカのみに生息す

る非常に特徴のある植生タイプである）な

ど、多数の独特な生態系と生物群系で構成さ

れる（Zeidler ＆ Mulongoy　2003年、White他

　2000年、Bonkoungou ＆ Niamir-Fuller　2001

年）。さらに、乾燥地景観の中には河川生態

系や森林生態系など多数の生態系が存在し、

乾燥地劣化のリスクにさらされている。

機能する乾燥地生態系は、食糧や医薬品のた

めの作物、動物の食糧、遺伝資源、人間と動

物のための水、住居や衣料品の原料など多数

の生態系サービスを提供する。さらに、これ

らは重要な収入源（観光など）や文化や精神

的な支えにもなる。こうしたサービスの潜在

価値の一部は、国土の大部分を乾燥地が占め

る国の農作物生産高の比率によって表すこと

ができる。たとえば、アフガニスタンやケニ

ア、スーダンでは、農業がGDPの30％以上を占

める。インドの乾燥地は、国全体の農作物生

産高の45％を生産する。中国の乾燥地には、世

界市場の65～75％を供給する7800万頭のカシミ

ア・ヤギが住む。モンゴルは、乾燥地の牧畜

でGDPの30％を生み出している。

作物生産が難しい土地において最も収益の大

きい牧畜は、乾燥地の重要な生活源である。

移動式の牧畜は、降雨や気温の変化に影響を

受ける放牧地を、より望ましく活用する方法

である。作物栽培や定着型牧畜は、条件が望

ましくない方向に変化した際に柔軟性を持た

ない。しかし、一部の伝統的慣習は、植林そ

の他の自然再生を促すメカニズムを通じて作

物栽培を助けている。

乾燥地に適応した種は、生態学的に回復力

に優れ、極端な環境にも対応できる傾向があ

る。しかしながら、ミレニアム生態系評価

（MA）によると、乾燥地の10～20％では劣化が

進んでおり、数十億ヘクタールという放牧地

と耕作地が脅威にさらされ、こうした生態系

に住む20億人以上に影響がでている（2000年デ

ータ）。 

乾燥地と砂漠化

砂漠化は、その「本拠地」である国連砂漠化

防止条約（UNCCD）を超えて巾広い議論のテ

ーマになっている。砂漠化は乾燥地にとって

重要な問題であるが、ほとんどの乾燥地は砂

漠化していない。砂漠化は、UNCCDにより「乾

燥、半乾燥および乾燥準湿潤地における土地の

劣化」として定義されている。この劣化は、生

物学的・経済的生産性の継続的な減少として

表れ、作物や水の供給などの生態系サービス

のモニタリングを通じて測定できる。 

砂漠化の原因には以下のようなものがある。 

• 社会・経済政策

• 遊牧牧畜世帯に対する定着型耕作生活の強制

• 資源の過剰収穫をもたらす土地永代所有権の

促進・導入

• 上記３点によってもたらされることが多い持

続不可能な土地管理行動 

砂漠化は南極を除く全大陸で起きており、特

に生態系サービスへの依存度が高い乾燥地の

貧困層に大きな影響が及ぶ。

乾燥地の砂漠化の影響の多くは地域的なもの

であるが、より広域的な影響や国際的な影響

もある。環境の視点からみると、植生の損失

は土壌の損失、侵食、下流域の洪水を引き起



こす。社会的視点から見ると、劣化した乾燥

地に居住する人々は、すでに人口が密集し、

増加する需要に対応できていない他地域への

移住を強いられる可能性がある。

乾燥地劣化のライフスタイルに対するその他

の影響には次のようなものがある。 

• 先住民の知識と伝統的ノウハウの損失

• 条件変化への適応が困難になり、コミュニテ

ィの脆弱性が増加する

• 先住民が疎外される

• 乾燥地と半乾燥地における紛争 

• 複数の世代にわたって効果的な事が証明され

ていた伝統的管理制度の消失

生物多様性の損失

こうした過酷な環境下における生物多様性の

損失は、特に乾燥地に住む住民にとって重大

な懸念として受け止められている。乾燥地の

生物多様性は、地域住民だけではなく世界の

富裕な地域にも多くのサービスを提供してい

る。ハルパゴフィツム属やフーディア属など

の薬用植物は、関節炎や肥満などの「西洋

の」病気の治療に用いられる。健全に乾燥地

を管理しなければ、今日、そして明日の保健

問題の解決策は我々が発見する前に消えてし

まうかもしれない（囲み18.1）。

対応が急務な問題

砂漠化の原因は、水の減少、生態系サービス

の酷使、気候変動など多くの要素によって引

き起こされている。気候変動によって多くの

乾燥地の水不足がさらに悪化し、需要が増加

する一方で供給が減少するなど、これらの要

素は互いに強く結びついている。このような

変化は、紛争のリスクも大きくする傾向があ

る。

水などの生態系サービスの酷使

人口の継続的増加とそれに伴う食糧需要の増

加は、土地の耕作地化を加速し、土地の一層

の劣化と民族間の衝突を引き起こす可能性が

ある。乾燥地域では、周期的に水不足が起こ

り、住民は食糧不足や水不足に起因する保健

問題など、水不足による影響に対して脆弱で

ある。 

気候変動

気候変動の影響は、乾燥地に複雑な可能性を

提示する。一部の乾燥地では、より深刻で長

い干ばつが起こり、乾燥地景観から生産性が

奪われる。その他の乾燥地では、降雨が大幅

に増加（集中豪雨や時間的分布）し、より湿

潤なシステムに変わる可能性がある。この変

移は有益となる可能性があるが、一方で農家

と牧畜農家の間の衝突を引き起こす可能性も

ある。

砂漠化は、土壌および植生の損失によって土

地に含まれる炭素貯留容量が減少するため

に、気候変動を加速させる。砂漠化の結果、

毎年およそ3億トンの炭素が乾燥地から大気に

放出される（すべての排出源を合計した世界

排出量合計の約4％）（MA　2005年a）。

乾燥地の管理と砂漠化の予防

知識の向上

乾燥地とその関連要素、地域住民の脆弱性に

対する理解の促進が最も重要な必要な取組み

のひとつである。保全と生計手段を提供する

責任を担う意志決定者と技術者は、乾燥地・

半乾燥地の可能性と制約、および生態学的機

会に関する適切な知識と、乾燥地・半乾燥地

に対する都市および外部からの影響を理解す

る必要がある。食糧農業機関（FAO）は多数

のパートナーと共同で、マッピングや指標、

国レベルのパイロット調査を含む乾燥地の理

解の向上を助けるための「乾燥地の土地劣

化評価」を開発した。UNCCDと世界気象機関

（WMO）は、干ばつの予防、警告、モニタリ

ングを支援するプロジェクトを共同で行って

いる。乾燥地と乾燥地の生み出すサービスの

価値に関する理解も向上させなければならな
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スーダン乾燥地のアラビアゴム

スーダンで最も重要な森林タイプは、降雨

量の少ないサバンナ地帯のアラビアゴム帯

であろう。この地帯のハシャブの木（アラ

ビアゴムの木）は、以下のような生態系サ

ービスを供給する。 

• スーダンの総面積の40％以上を砂漠の浸食

から保護する天然の障壁として機能する。

• ハシャブの木から採れるアラビアゴムは

世帯経済を支える。ハシャブは収入創出に

重要な役割をもつ多目的の樹木で、同時に

世帯の木材エネルギーと飼料の需要を満た

す。

• 生物学的窒素固定等を通じて土壌を肥沃化

する。 

古代エジプト王朝時代には、アラビアゴム

はミイラや水性絵具、染料、塗料を作るの

にも使用された。

スーダンの典型的な土地利用は、作物の栽

培とアラビアゴムの収穫の双方を助ける叢

林休閑システムをとる。叢林休閑サイクル

は、農業作物栽培のための古いゴム園（15

～20年）の伐採から始まる。樹木は地表か

ら10cmのところで伐採され、再成長のため

に切り株が残される。伐採地では４～６年

間耕作が行われ、土壌肥沃度が減少して作

物の成長が止まった場所は休閑地とされ、

アラビアゴム生産のために樹齢15～20年ま

で樹木が生育される。このサイクルは繰り

返しが可能である。このアプローチは熱帯

乾燥地で最も成功した天然林管理のひとつ

のかたちとして認められ、環境、社会、経

済的利益の面から持続可能なシステムとし

て捉えられている。

スーダンの乾燥地におけるアラビアゴム生

産の今日的課題

ゴム地帯の住民の生活におけるアラビアゴ

ムの重要性は広く知られている。スーダン

のゴム地帯の住民400万人以上がゴム採取、

収穫、洗浄、取引に携わっている。スーダ

ンは、世界のアラビアゴム市場の70～80％

を占めている。年間輸出は20,000～50,000

メートルトンで、過去10年の年間平均は

25,000メートルトンである。

ここ数十年の間に叢林休閑システムは崩壊

した。伝統的なローテーション的叢林休閑

サイクルは大きく短縮されたか完全に放

棄され、作物とアラビアゴム生産の双方

に影響がでている。持続可能なゴム園の

管理は、深刻な干ばつとアラビアゴムの

木を含む薪や炭生産のための伐採の脅威に

さらされている。これらの脅威に加えて、

ゴム生産コミュニティは、規制インフラの

欠如や、生産したゴムの流通・販売を計画

する基盤となる市場情報の欠如に悩まされ

ている。資金や輸送設備の欠如という課題

もある。こうしたことから、ゴム生産者が

実際に手にする収益は、生産コストの40％

以下だとする調査結果もある。これらの課

題に対応する試みとして、ゴム生産者協会

（GPA）がいくつかの州で試験的に作られ、

その後拡大した。現在GPAの数は1,650にな

り、200万人が加盟している。そのうち3割

を女性が占めている。 

出所： A.G. Mohammed, 2008年

囲み18.1　アラビアゴム：乾燥地生態系サービスのケーススタディ
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い。今日まで、乾燥地は、農地や熱帯林、海

洋生態系への志向によってその潜在的機会が

見過ごされてきたため、投資も十分でなかっ

た。 

総合的乾燥地管理

水資源管理

総合的水資源管理は、土地管理政策を地域の

伝統とニーズに適応させ、砂漠化を防ぐ主な

手段である。このような政策によって、既存

の牧畜農家の生活スタイルと伝統知識の維持

が促され、より大量の水を消費する耕作への

不必要な転換を避ける事ができる。乾燥地の

管理には水管理が関係するので、効果を実現

するにはセクター間の協力が必要である。乾

燥地域への負荷を減らすには、近隣の非乾燥

地域での生活を含む代替的な生計手段の開発

と促進が必要となる場合もある。

劣化した乾燥地の回復

その他の劣化した生態系と同様、乾燥地の回

復には生態系アプローチの原則を活かし、景

観規模で行うべきである。 

乾燥地政策とガバナンス

乾燥地の教義的な定義は政策面においては役

に立たない。実際、UNCCDの乾燥地の定義は生

物多様性条約（CBD）のものとは異なり、前

者はより精密な降雨量に基づくもので、後者

は特定の植生型を取り入れ、より大きな地域

を含んでいる（囲み14.1）。この結果、締約

国が乾燥地作業計画を両方の条約に従って実

施しようとした場合問題が生じる可能性があ

る。これは、国際環境協定（MEA）間の調和の

必要性を示す典型的な問題である。しかしな

がら、その定義にかかわらず乾燥地管理が直

面するガバナンスの課題として、以下の事項

が共通する。 

• 地域社会の土地所有権の保証、自己決定、

教育、保健など乾燥地住民の権利の整備

• 「地域社会協定」（コミュニティベースの協

定）の設立などを含む天然資源管理の分権化

と国家的・国際的な便益に対する地域住民へ

の利益配分の実現（乾燥地が提供する生態系

サービスへの支払いを通じてなど） 

• 関連する政策枠組みと行動を通じた、乾燥地

の牧畜農家を含む乾燥地住民の回復力の強化

これまで取り上げてきた通り、こうしたガバ

ナンスの課題には、気候変動（第5章）および

貧困削減（第1章）に関する懸念にも配慮する

必要がある。

乾燥地は生産的生態系であり、多数の人口を

支えているが、こうした人々は気候や市場、

権利の変化の影響を受けやすい（Mortimore

他　2008年）。乾燥地を効果的に管理し、砂

漠化を予防することは、世界の大きな面積を

占める乾燥地の貧困削減と生物多様性保全に

とって大きな一歩となるであろう。
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19. 淡水系：
人々と自然のための水流の管理



淡水生息域は、脊椎動物の4分の1（およそ

60,000種）を含むすでに記録されている180

万種の7％、12万6千種の住処である（Balian

他　2008年）。これらは経済的価値も有し

ている。ある推計では、世界の湿地に由来

する財とサービスの価値は年間700億米ドル

（Schuyt　&　Brander　2004年）と試算されて

いる。生物多様性と人間の福利は、ともに淡

水の変化の影響を受ける。淡水種の個体群の

数は、1970年から2005年の間に平均半分にま

で減った。この減少は、他の生物群系よりも

急激である（世界水アセスメント計画　2009

年）。淡水生息域に住む鳥類のレッドリス

ト・インデックスによれば、淡水生息域は海

洋生息域の次に最も深刻に減少している生息

域である（Butchart他　2004年）。淡水性の

カニについては世界レッドリスト評価を行う

のに十分なデータがあり、評価した種の32％

に絶滅の恐れがあることが報告されている

（Cumberlidge他　2009年）。特定の地域の淡

水魚の状況のレビューでは、南アフリカでは

11％（Darwall他　2008年）、地中海の淡水

固有種は56％に絶滅の恐れがある（Smith & 

Darwall　2006年）ことが報告されている。

227の大河川の60％以上がダムや分水路、運河

などで分断化され（Revenga他　2000年）、

淡水生態系の劣化が広がっている。乱獲や破

壊的漁業活動、汚染、侵略種、気候変動はほ

とんどの淡水の水系にとって大きな問題であ

る。Darwall他（2008年）は、南アフリカの

絶滅の恐れのある魚の85％、ヨーロッパの絶

滅の恐れのある淡水魚の55％、マダガスカル

の絶滅の恐れのある淡水魚の45％弱は侵略種

の影響を受けているとしている。マダガスカ

ルでは、外来種24種の導入による地域漁業の

再建計画が行われたことが大きな原因である

（Benstead他　2003年）。気候変動は脆弱性

を高め、淡水水系により多くの影響をもたら

す。多くの国では水に関する政策と法律が改

革途中にあるが、こうした改革は効果的な水

資源保護のために必要である。

水へのアクセスが失われつつある世界で保全

課題を解決するには、人間と自然の両方のニ

ーズを組み合わせた解決策が必要である。

「Vision for Water and Nature」（2000年）

は、水ガバナンスの改善や関係者のエンパワ

メント、知識の確立、水資源の価値評価など

を通じて、総合的水資源管理（IWRM）を適用す

淡水の水系は地表の1％未満をカバーするだけだが、生命にとっては不

可欠である。水質は、人間と生態系の健康を支えている。河川と地下

水に対しては、一国の遺産に貢献する審美的、宗教的、歴史的、考古

学的価値の重要性を認識したうえで、上流および下流の資源への負荷

に対応し、総体的な景観規模のアプローチを適用する必要がある。
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るために生態系アプローチを促進している。

IUCNは、水の安全保障を強化するために、健全

な水資源管理実施を支援する「変化」、「フロ

ー」、「価値」、「支払い」、「配分」、「規

則」を含む一連のツールキットを整備した。こ

れらはすべてオンラインで利用できる（多言

語に翻訳されている）（http://www.iucn.org/

about/work/programmes/water/wp_resources/

wp_resources_toolkits/）。

生態系サービスと水の安全

人間は、飲用、入浴、基本的な衛生の維持の

ために1日最低20リットルの水を必要とする

（UN Water　2007年）。この4分の1の5リッ

トルで1日過ごすことを想像できるだろうか？

これは、東アフリカの干ばつ（2005-2006年）

の際に現地の人々が実際に使った量である。

国連は、2025年までに世界人口の3分の2が水

不足を経験し、うち18億人の生命と生活に深

刻な水不足の影響が及ぶと予測している（UN 

Water　2007年）。

我々が現在直面している課題は、水の量と質

の両面に関するものである。2006年世界水ア

セスメントによれば、淡水の不足は世界のほ

とんどの地域の問題であるが、特にサハラ以

南のアフリカで深刻である。サハラ以南のア

フリカでは、世界水アセスメントが評価し

た19の淡水系のうち9つが水不足の影響を受

け、5つの淡水系が（国境をまたぐ汚染を含

む）汚染の影響を受ける。2025年までに、南

に位置する世界の多くの地域が水不足に直面

すると予測されている（図19.1参照）。しか

し、水不足は時間的・空間的に一定ではな

い。物理的な水不足は、物理的にアクセスが

制限されているときに起きるため、水資源開

発が持続可能な上限に近付いているか、もし

くはすでに超えていることを意味する。経済

的な水不足は、地域的な需要を満たす水が自

然にあるにもかかわらず、人々が水を利用す

るための人的、制度、経済資本を持たないと

きに発生する。資源の不公平な分配による経

済的水不足の原因は、政治的衝突や民族的衝

突などさまざまである。サハラ以南アフリカ

の大部分が、このタイプの水不足に悩まされ

ている（Comprehensive Assessment of Water 

in Agriculture　2007年）。

水危機は、需要の増加や質の劣化、それによ

る人口一人当たりの利用可能性の低下に起因

する。分配と管理も問題である。日本とカン

ボジアは、ともに年間平均160cmの降雨があ

るが、安定性が異なる原因は日本が水を浄化

し、貯蔵するインフラを整備できるという点

にある。バングラデシュやミャンマーなどの

降雨が多い国では、モンスーン降雨のほとん

どを生産目的に回収せず海に流している。

1日当たりの水の最低必要量は20リットルで

あるが、米国と欧州諸国における平均水使用

量は1日当たり200～600リットルである（UN 

Water　2007年）。個人が自分の水消費を管理

するのは、歯磨きの間に水を止めるくらい簡

単である。水消費量を把握するために使用で

きるひとつのツールは、水フットプリント・

ツールである（囲み19.1）。個人やコミュニ

ティ、ビジネスの水フットプリントは、それ

ぞれが消費する製品およびサービスの生産に

利用される淡水の合計量として定義される。

水フットプリント・ツールとその他のアプロ

ーチは、IWRMを実施するためのツールとして

利用できる。

水管理と環境水量

IWRMとは、「重要な生態系の持続可能性を

損なうことなく経済と社会福祉を最大化す

るために水、土地、関連資源の調整のとれ

た開発と管理を促進するプロセス」である

（GWP　2009年）。IWRMは、土地利用決定を形

作る上で重要な影響を持つすべての要素の役

割と関係者を認識するために十分な規模で機

能する景観規模の管理を統合し、ダブリン原

則（GWP　2000年）に基づいている。

ダブリン原則
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原則Ⅰ：水資源の有限性と脆弱性

原則Ⅱ：参加型アプローチ

原則Ⅲ：女性の役割

原則Ⅳ：経済財としての水

IUCN加盟団体は決議4.063（新しい水文化：総

合的水資源管理）において、各国政府にIWRM

の適用とその実施枠組みの支持を促した。

水分配管理に関する主な疑問は、「自然の

ために十分な水をどのように確保できるの

か？」である。これには環境水流の概念を適

用すれば答えられる。環境水流とは、淡水生

態系と河口生態系、これらの生態系に依存す

る人間の生活と福利を維持するために必要な

水の量、タイミング、質を明らかにするもの

だ（Brisbane Declaration　2007年）。環境

水流の評価は、健全な河川を維持するために

必要な流量を決定し、重要な生態系を支える

ことを目的としている。この情報を使うこと

によって、環境を含む全セクターへの水の分

配に関する十分な情報を踏まえた意志決定が

可能になる。 

環境水流を政策に統合し、水管理行動を強化

するには、コミュニケーションや人間と自然

に対する環境水流の便益に対する理解と実証

が必要である。環境水流に関する代表的な

情報源である環境水流ネットワーク（www.

eflownet.org）は、経験を共有し、コンセプト

を開発したり、幅広いセクターを横断した関

心を促進したりできるツールである。 

図19.1　2025年の水不足の予測（IWMI　2009年）
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IUCNは、河川へのダムや大規模灌漑などのイ

ンフラ開発による影響の緩和を目的とした環

境水流の適用を支持している。環境水流を適

用するには、河川流量、質、季節的変化を回

復するような方法でインフラ稼働を変動させ

る。これにより、下流の生態系とそれが人々

に供給するサービスの維持が促される。環境

水流は、水の分配に関する関係者間の交渉を

通じて適用され、それによって水資源管理に

関する人間と自然のニーズの決定への統合が

促進される。政策および法律への環境水流の

適用をさらに支援すれば、IWRMの実施に必要

な知識や能力、制度の開発も促される。

水のガバナンスと関係者参加

効果的な水管理は、健全な生態系を維持する

ために十分な、水の分配を含む権利や役割、

透明性のある権利の定義を実現する政策や法

律により支えられる必要がある。望ましい政

策を設計し、法律の施行を成功させるには、

施行に必要な組織や、透明かつ確実で信頼で

きる腐敗のない実現環境が必要である。

これは、国連の2000年ミレニアム総会で国際

的にも認識されている。同総会は、「衡平な

アクセスと十分な供給を促進する地域レベ

ル、国レベル、地方レベルの水管理戦略の開

発により、水資源の持続不可能な利用に歯止

めをかける」ことに合意した。2002年の持続

可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）で

は、国家元首が2005年までに総合的水資源管

理（IWRM）と水効率化計画にむけて準備する

という特定の目標に合意したが、目標達成に

は至らなかった。

たとえば、セクター間における一貫性の欠如

や、異なるタイミングで異なる行政機関や利

益グループによって策定された矛盾する政策

と法などにより、水のガバナンスは多くの国

で依然として大きな課題として残されてい

る。国家の政策と法律を一貫性のあるひとつ

のパッケージとして改革するのは難しく、資

金が必要な課題であるが、すでにこの問題に

対応した国々では、その後の実施計画は円滑

に進むことを実感している。たとえば、ブラ

ジルは体系的な政策、法、組織の再編の結

果、非常に長い時間をかけて水ガバナンスの

構造改革を行い、水管理スキームの大幅な改

善を実現した。さらに、IzaとStein（2009

年）は、貧困を削減し経済の回復力を高める

水ガバナンスの改革は、衡平性と持続可能性

の原則に基づくべきであると提案している。

たとえば、南アフリカは過去10年にわたって

野心的な水改革を実施してきた。同国の水基

本水法は、基本的な水供給と水性生態系の健

全性を確保するために「水保護区」を保障し

ている。

IUCN加盟団体はWCC決議3.006（公共および生

態学的利益のための地球の水の保護）におい

て、WSSD目標の達成と水の保全、保護、分

配、利用に関する意志決定への完全参加に対

する支持を呼びかけた。国際社会は、清潔で

飲用可能な水の基本的なニーズに基づく水管

理に関して、権利に基づくアプローチも促進

している。各国レベルでは、こうした国際的

背景での義務と約束を実際の行動に変えなけ

ればならない。

水に関する政策と管理の変革は、複数関係者

によるプラットフォームで形成された合意に

よって実現される。こうしたプラットフォー

囲み19.1　水の上を歩く：　　　　　　　

あなたの水フットプリントはどの程度か？

多くの人がカーボンフットプリントについ

て聞いたことがあるだろうが、人間が水フ

ットプリントも残していることに気づいて

いる人は少ないだろう。シャワーや調理、

食品に投入される水、利用する電力のタイ

プなど日常の習慣がどの程度の水を必要と

しているかを計算することができる。詳細

は以下のWater Footprint Networkを参照

してほしい。

http://www.waterfootprint.org/?page=files/home 
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ムは、水に関する権利や役割、責任に関する

合意や法制度改革交渉における地方、流域、

もしくは国境を越えたレベルで関係者の力を

強化する。

さらに望ましいガバナンスシステムは、「流

域全域規模で考え、地域で活動する」もので

ある。草の根の水ユーザー連合が伝統的な水

管理制度の計画策定や実施、維持管理に関与

している場合、回復力が強化され、コミュニ

ティの気候変動適応能力が高まる。すべての

レベルに市民社会が関与すれば、水に関する

意識と責任が醸成され、法制度の受容も促進

される。水の分配の最終段階にあるユーザー

の活発な参加を通じて水に関する法律の施行

を促進すれば、伝統的な権利や慣習上の権利

との衝突解決の場の創出にもつながる。ま

た、ユーザーは自分たちが管理する水系のモ

ニタリングに非常に重要な役割を果たすこと

ができる。

水のガバナンスと管理が成功するか否かは、

女性の参画にもかかっている。15ヶ国の88コ

ミュニティにおけるコミュニティ水供給・衛

生プロジェクトに関する国際水衛生センター

の1998年の調査は、女性が完全に参加して設

計・運営されたプロジェクトのほうが、女性

を完全なパートナーとして含めなかったプロ

ジェクトよりも持続可能で効果的であること

を発見した（IWSC　1988年）。

国境をまたぐ水資源のガバナンスは、環境目

的の達成に対する複数の課題をともなう複雑

な問題である。世界には260を超える国際河

川があり、地球の地表の45％、地球全体の河

川流量のおよそ80％を占めている。現在、世

界人口のおよそ90％がこれらの河川を共有す

る国に住んでいる（世界銀行　2009年）。こ

うした重要な資源は、人口増加と経済開発の

圧力を受けている。水資源を紛争の潜在的原

因とするのではなく、地域協力の触媒として

利用することを支援するメカニズムと方策の

特定が重要である。連携してこれらの河川を

管理・開発するには、高度な技術や強力な制

度、多額の投資、多大な越境協力が必要であ

る。こうしたイニシアティブには、ナイル流

域対話、メコン川委員会、新しく形成された

ボルタ流域機関などがある。

国境をまたぐ水資源のガバナンスに共通のア

プローチを見つけるのは、各国間で法律や水

管理慣習、制度構造、言語、文化が異なるた

め一層複雑である。しかしながら、国境をま

たぐ水源の質と量の管理に関する協力は、関

係者全員がそこから利益を得る機会をもたら

す可能性もある（Aguilar & Iza　2006年）。

流域を共有する2国もしくは3国間の交渉・合

意は、ガバナンス制度の一部となるが、こう

した制度が持続可能な水管理を望ましく支援

するかどうかは関係国の政治的意志に依存し

ている。 

流域サービスのための支払い

水資源は経済の基盤であり、流域サービスへ

の投資の配当は、生活やビジネス、経済開発

上の利益や水安全保障に資するものである。

水サービス利益（水を利用して収益を得る）

や水が必要な製品を販売する企業、水力発電

事業者、バイオ燃料製造事業者、冷却水を利

用するエネルギー事業者、加工工程に水を使

う産業など、産業界ではさまざまな水に対す

る利害関心がある。しかし、こうした事業に

従事する前に、利用者は開発がもたらす生態

系サービス損失の可能性を完全に理解しなけ

ればならない。生態系サービスへの支払い

（PES）などの市場ベースのインセンティブ

は、IWRMの持続可能な資金調達の一部とな

る。エクアドルでは、キト水基金（FONAG）が

Guayllabamna流域からキトに供給される水の

量・質を確保するために、官民セクターの資

金を長期信託基金に集める投資目論見書を設

計した。

水は世界の農業とエネルギーセクターにとっ

て不可欠な資源である。農業は現在のところ

圧倒的な水ユーザーで、灌漑と家畜のための

取水量は70％を占める（一部地域では80％以



上）。こうしたことから、保全団体は水問題

に関する知識を向上するために農業セクター

との関係を強化する必要がある（MA　2005年

c、世界水アセスメント計画　2009年）。適切

な量・質の水の安定的な利用が失われれば、

特に発電所に必要な水量や冷却水が減少する

場所において水力発電は不可能になる。現在

増加傾向にあるバイオ燃料製造業者を含むこ

れらのセクターでは、持続可能な流域管理に

対する投資などを通じて持続可能な水の将来

を優先する必要がある。水とエネルギーに関

する政策は、戦略と運用の双方において協調

が必要である。

水管理と生態系サービスへの投資収益は、計

上されなかったり過小評価されていることが

非常に多い。生態系サービスに基づいた管理

は、自然のシステムが提供するサービスに関

する意志決定を助け、決定の際に必要となる

トレードオフの可能性を特定する枠組みを提

供する（Farber他　2006年）。河川流域の持

続可能性への投資は、「グリーン成長」と経

済の回復力を後押しする。水や流域が提供す

る水の貯留や浄化、洪水調整、食糧安全保障

などのサービスは、地域経済から国家経済ま

で全体的に便益をもたらす。水の安全保障と

流域サービスの継続・更新を保証するための

投資は、地域の人々の生活を維持し、事業

開発の機会を創出し、国家経済の成長を支え

る。したがって、河川流域の持続可能性への

投資は、コミュニティと国家経済の回復力を

強化する一方、貧困層を支え環境に配慮した

成長を刺激する。 

水と気候変動

気候変動によって、水資源は大きな影響を受

け、脆弱性が高まる事が予測されている。こ

うした影響は、最初にそして最も切実に、干

ばつや洪水、嵐、氷河の溶解、海面上昇など

水を通じて実感される。急速に消えつつある

ヒマラヤ氷河は、2030年までにその5分の4が

失われるとされているが、これは10億人以上

のための水を貯留する天然の巨大貯水池がな

くなるということを意味している。

このような影響に対応するには、気候変動へ

の適応戦略が必要である。水は気候変動影響

の中心に位置するだけでなく、適応政策、計

画策定、行動の中心にもある。河川流域や沿

岸とこれらの生態系は、気候変動影響に対応

するための天然のインフラである。貯水や洪

水管理、沿岸防御などはすべてコミュニティ

と経済の気候変動に対する脆弱性の軽減に不

可欠である。「国家の重要な天然インフラ」

としてのIWRMへの投資は、気候変動適応ポ

ートフォリオに不可欠な要素であるべきだ

（Smith & Barchiesi　2008年）。
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20. 農業システム：
栽培景観の生物多様性



現在の方法で90億人の人口の食を満たすに

は、新たに主に途上国の10億ヘクタールの自

然生息地の農地への転換と、2～3倍の窒素お

よびリン、2倍の水、3倍の殺虫剤が必要とな

る可能性がある。人間が利用する淡水の70％

がすでに農業用に消費されていることを踏ま

えると、水が農業生産を制限する深刻な問題

になるものと思われる。ミレニアム生態系評

価（MA）のシナリオでは、将来の農業生産は

明示的に生物多様性により一層配慮した生態

系配慮型管理制度を重視する必要があること

が提案されている（Carpenter他　2005年）。

農業生産高を増やすためには、既存の農地を

さらに集約的に利用するか、現在他の目的に

使用されている土地を農地に転換する方法が

あるが、どちらにせよ生物多様性への負荷の

拡大は避けられない。

農業は、家畜を生育し作物を生産するために

土壌を耕作する技術、科学、事業として定義

できる。農業は、完全に遺伝子や種、生態

系、これらの多様性に依存している。生物多

様性は、農業に変化する条件に適応する能力

ももたらす。

保全運動は、現在、いかに最も生産的な方法

で農業を保全に関連付けられるかという課題

を検討している。結局のところ、農家や牧畜

農家、狩猟採集民は、世界の生物多様性のほ

とんどが生存する地域景観の占有者である。

世界人口が90億人に向かって着々と膨張するなかで、増加人口分の食

糧確保と数十億人の生活水準の向上のために、世界の食糧生産を少

なくとも50％増加しなければならないという認識が広く受け入れられ

ている。我々が直面している気候変動によって、農業生産性の予測は

非常に難しくなり、課題が一層大きくなっている。食糧需要は、都

市化の進行や収入増に加えて、現在栄養不足にあるおよそ9億5千万人

（FAO　2008年c）の飢餓緩和のためにさらなる取組みが行われる事

で、人口増加よりも速いペースで増える可能性がある。家畜製品の世

界消費量は、2020年までに6億5千万トンを超えると予測されている。

作物栽培と家畜生育のためにより多くの土地が必要となるほか、エネ

ルギー需要に大きな貢献が期待されているバイオ燃料の栽培にも多く

の土地が必要である。アフリカだけでも、穀物栽培用地は1997年の

10,000万ヘクタールから2025年には13,530万ヘクタールに拡大すると

予測され、これによる作物や家畜その他目的のための土地減少は不可

避である。
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世界の生物多様性と人間、他の自然の合理的

なバランスを維持しようとするならば、農業

のニーズは保全の一部にならなければならな

い。

一方、保全は持続可能な農業に大きく貢献す

ることができる。こうした持続可能な農業

は、非常に多様性に富んだものでなければな

らず、農業に便益をもたらす野生の補助的生

態系が不可欠である。これには栽培植物の野

生近縁種や授粉媒介者、害虫管理に有用な

種、土壌微生物、他多数が含まれる。地球上

の陸地の3分の1近くは農業作物もしくは人工

牧草地で占められており、これらは景観全体

に大きな生態学的影響を及ぼしている。これ

に加え、地球上の陸地の10～20％では集約的

な放牧が行われ、1～5％の食糧が天然林で生

産されている（Cassman & Wood　2005年）。

こうしたことから、持続可能な将来を農家に

保証する上で、農業に関連する生物多様性と

生態系サービスが不可欠である。

生物多様性が農業生産需要の伸びを支える方

法

事実上、すべての栽培植物と家畜の種は野生

の近縁種を持つ。こうした種は、栽培植物と

家畜の種が変化する条件に適応する際に有用

な遺伝的多様性を有している。国家や国際的

なシードバンクには貴重な遺伝素材が保存さ

れているが、野生の近縁種は生きており、他

の種や捕食者、新しい病気との競合下で、変

化する気候条件に適応しているために特に重

要である。栽培植物と家畜の野生近縁種保護

の取組みは、過去数十年間に大きく拡大し

た。国際協定はその価値を認識し、さまざま

な国で非常にたくさんのプロジェクトが行わ

れているほか、組織間連携も広がっている

（Meilleur & Hodgkin　2004年）。IUCNの内

部でも、種の保存委員会（SSC）が栽培植物

の野生近縁種に取り組む専門家グループを立

ち上げたほか、他の専門家グループも家畜の

野生近縁種を扱っている（野生牛、ラクダ、

豚、ペッカリー、キジなど）。

生物多様性が農業に提供する基盤サービスの

うち、特に重要なのは植物の防御機構であ

る。植物は、その葉を食べる昆虫の天敵であ

る昆虫を引き寄せる複雑な揮発性化合物を合

成・発散し、自己防御する。植物の多様性に

基づく自然の防御がより効果的に活用されれ

ば、現在の化学薬品の望ましくない副作用を

大幅に削減する、安全で効果的な作物の保護

戦略を設計することができる。

世界の重要な流域の多くでは人口が集積し、

主に農業目的で土地が利用されている。それ

以外の土地の多くも、作物や家畜、森林生産

が水系に影響を及ぼす農地利用のモザイクで

ある。このような地域では、水質の維持や水

量の調整、地中帯水層のリチャージ、洪水リ

スクの緩和、堆積物流出の緩和、淡水種と生

態系の維持など重要な流域機能を維持する目

的のために農業を管理できる。効果的な水管

理には、水保護に資する作物の組み合わせの

選択、土壌・水管理（灌漑を含む）、水の斜

面に沿った流れをやわらげるための植生によ

る障壁、植生による土壌の通年被覆、河岸や

湿地、その他流域の重要な地域の自然植生

の維持等が関係している。管理が行き届き、

生物多様性に優れた農業景観も極端な自然事

象からの防御に貢献する。今後10年間に世界

の多くの地域における水不足と極端な気象の

発生増加が予測されるなか、生物多様性によ

る農業システムの流域機能維持に対する貢献

は、農業投資・管理における最重要検討事項

のひとつになる可能性が高い。

農業景観は、特に分断化した生息域と農地に

適応した在来の陸上生物種を保護することが

できる。農業景観による生物多様性保全の可

能性は、分断化の程度や自然地域との機能的

な連結性、それら地域の生息域としての質、

生産地の生息域としての質、農家が生物多様

性保全のために土地管理を行う程度に左右さ

れる。生産性と生活の改善、景観規模の生物

多様性保全を成功させる農業の形は「エコア
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グリカルチャー」と呼ばれる（McNeely　& 

Scherr　2003年）。

耕作地における自然生息域維持の取組みの歴

史は長く、主に休耕スキームや輪作、一部休

閑、農場での樹木生育などを通じて行われて

きた。従来型の作物生産をやめた土地は、北

米とヨーロッパで生物多様性を明らかに促進

する事が確認されている（van　Buskirk　& 

Willi　2004年）。多くの商業作物の単一栽培

において、生息域保護のために農地の一部を

未耕作にしておくことは総収穫量の減少につ

ながらない。これは、より経済的に投入物を

適用できるからである（Clay　2004年）。

しかし、景観規模で生物多様性のための生息

域保護を目指すアプローチは、農場ごとのア

プローチよりも効果が非常に高い。農業景観

の中にどれだけ野生生物生息域があれば十分

なのかという事に関する北米での最近のレビ

ュー（Blann　2006年）によれば、生息域に

対するニーズは景観の歴史と背景のもとで検

討しなければならないと結論付けている。生

息地の区画は一つひとつが十分な大きさを持

ち、他の生息地の区画と連結していなければ

ならない。たとえば川や小川もしくは傾斜地

に沿って、もしくは在来植生で覆われた丘

陵地などである。隣接する農業区画が生態学

的に管理されていれば、自然生息地は小さく

ても十分かもしれない。大きな森林地域の間

の景観の連結性は、生垣や防風林、草地や農

地の中の垣根などの樹木を農地に取り入れれ

ば効果的に維持できることが多くの研究によ

って明らかになりつつある（Harvey他　2004

年）。従って、生物多様性保全の取組みを農

業景観の変化に適応するよう設計するには、

農業地域内に大きな自然生息地面積を確保

（もしくは回復）し、景観の連結性を促進す

る要素（生垣や単独の樹木、河畔林、その他

の非耕作地など）を重視すべきである。この

ような方策を通じて、フィールドレベルおよ

び景観レベルの双方の多様性が確保され、気

候変動や新しい作物に対する需要、人口動

態、その他の変動要素に直面する農業生態系

の適応能力が高まるであろう。 

生物多様性と農業の将来

野生生物の多様性保全の観点からみると、理

想的な農業生産システムは自然の生態系の構

造と機能を模倣したものである（Blann　2006

年、Jackson & Jackson　2002年）。湿潤・準

湿潤森林生態系における農地は、生産的な木

本性の作物、日陰を好む低層作物、その他ア

グロフォレストリ－の要素が混合し、森林に

酷似したものになるであろう。草地生態系で

は、生産システムは経済的に有用な灌木や乾

燥地樹木とともに、多年生の穀物や草本類に

依存したものになるだろう。このようなシス

テムでは、作物が栽培されるとしたら間作用

の作物として、もしくは多年生生産地域と自

然生息地地域の間に分散した単一作物の区画

として耕作されるであろう。栽培作物と家畜

の種の多様性は景観レベルで促進され、種内

の遺伝的多様性は生態系規模で生息地内保全

が行われ、これにより状況の変化への適応に

必要なシステムの回復力と生態系レベルの多

様性が保証されることになるだろう。

囲み20.1　日陰カカオ栽培Cabrucas：　

カカオ生産とコウモリの保護

ブラジルのバイア州では、伝統的な日陰

カカオ栽培地（地元ではCabrucasとして

知られる）が森林に居住する多くの種の

生息地になっている。このなかには、多

くの昆虫種を餌にし、夜に開花する植物

種の授粉を手伝うたくさんのコウモリの

集団も含まれる。しかし、Cabrucasが天

然林から1km離れた場所に位置している場

合、コウモリの集団の多様性は森で発見

されるものよりも低い。こうしたことか

ら、Cabrucasの維持と森林区画の保護・回

復をともに念頭に置き、景観全体を考慮

した管理がコウモリの多様性の保全に不

可欠である。 

出所：Schroth and Harvey, 2007年



多層構造のアグロフォレストリ－・システム

や休閑中の林地、手の込んだ家庭菜園は特に

野生の生物多様性が豊富である。たとえば、

林冠の高さ、樹木や着生植物、つる植物、鳥

類の種の多様性、植生構造の複雑性、落ち葉

による地面の被覆率、土壌カルシウム、土壌

上部の硝酸窒素と有機物レベルは、すべて日

照のある農場よりも日陰のほうが高い。一

方、気温と土壌温度、雑草の多様性、雑草に

よる地面の被覆率は、樹木のない農場のほう

が高い。中米では、コーヒーやカカオ、バナ

ナ、木材、その他の商業林産品による複雑な

複合農業と管理システムによって、その生産

性が高まっている。

太陽の光をたくさん浴びて単一耕作プランテ

ーションで栽培されるコーヒーは収穫量が高

いが、日陰栽培されたコーヒーのほうが持続

可能な農業と生物多様性保全にとっては有益

である（生息する鳥類が倍以上になることが

多い）。多数の樹木種が日陰を作るシステム

は、益虫や蘭、哺乳類、その他の種を支える

ほか、脆弱な熱帯土壌を浸食から守り、栄養

素を供給し、雑草を抑え、化学除草剤・肥料

の必要性を軽減もしくは無くし、農業に関す

るコストも軽減する。農家も日陰用の樹木か

ら、様々な果物や薪、木材、医薬品などを収

穫できる。

毎年植える必要がある作物（通常、広い面積

に単一種を植えるような単一栽培の場合）に

代わるものとして、果物や葉野菜、香辛料、

植物油などの新しい改良された多年生作物に

対する人気が高まっている。多年生作物は安

定性が高く、一年生作物よりも土壌や生態

系のかく乱が少なく、他のものと混合でモ

ザイクで栽培される場合には特に、生息地

としても高い価値を提供する（Jackson　& 

Jackson　2002年）。 

農業開発の戦略的計画策定は、気温上昇と極

端な気象の発生の予測を踏まえて、システム

の気候変動への適応を重視したものになりつ

つある。生育期に気温が1℃上昇するたびに、

米や小麦、トウモロコシの収穫高はおよそ10

％減少する（Brown　2004年）。コーヒーや紅

茶などの低温環境が必要な換金作物も影響を

受けるため、こうした作物の栽培農家は緯度

の高いところに移動し、新しい土地を開墾し

なければならない。この結果、生物多様性に

重要な山地森林も一層大きな脅威にさらされ

るようになる。気候変動に効果的に対応する

には、栽培作物種の変更や土壌・水管理の修

正、害虫管理に対する新戦略が必要となる。

なぜなら、害虫やその自然捕食者、ライフサ

イクルが気候変動に対応して変化するからで

ある。リスク軽減と変化への適応のために、

景観規模、あるいは農場規模の多様性を増す

事が、重要な対応策となっていく可能性が高

い。

先進国の産業型農業と途上国の初期の緑の革

命は、ともに1960年代から改良された種子と

化学肥料・殺虫剤、灌漑に依存してきた。こ

の生産モデルでは、（外部からの投入と機械

化の効率向上のために）作物種の数が限ら

れ、通常単一耕作である。このモデルでは、

野生の動植物相は資源や収穫作物に直接競合

するものとして捉えられる一方、湿地や自然

生息地から得た水を灌漑に利用した。しかし

過去20年の間に、作物と家畜の遺伝的多様性

や生産に重要な役割を果たす関連する種（授

粉媒介者や土壌微生物、益虫、害虫捕食者な

ど）、農業景観に生息する野生種など、あら

ゆる形態の農業生物多様性の価値が研究によ

って実証されてきた（Uphoff他　2006年）。

さまざまな規範や哲学、地理的条件に基づき

生物多様性を促進する多様な近代的なアプロ

ーチが生まれてきた。生物多様性に配慮した

産業的農業の代替案には、アグロエコロジー

（Altieri　1995年）や保全農業（FAO　2001

年a）、有機農業（IFOAM　2000年）、持続可

能な農業（Pretty　2005年）などがある。こ

れらは、栄養循環の管理や授粉媒介者と有益

な微生物の保護、健全な土壌の維持や水の保

全を通じて、生産のための資源基盤の維持を
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重視する傾向がある。また、農地の生態学的

「フットプリント」と有毒化学物質や土壌か

く乱、水質汚染による野生生物多様性の破壊

の軽減に努めている。これらは多くの点で産

業化以前の耕作方法に似ているが、近代的ア

プローチをとることによって生物多様性を維

持しながら収穫量と労働生産性が高められて

いる。

有機農業は、殺虫剤と化学肥料の使用を減ら

し、生垣付近は除草

をせず耕作地と家畜

飼育を混在させるな

どといった野生生物

に配慮した生息地管

理を通じて、生物多

様性を助ける。混合

農耕は、作物に巣を

作る種などの一部鳥

類にとって特に有益

である。化学除草剤

を機械的な方法に代

えるなど、有機農法

を一部に採用してい

る農家でも、完全

な有機農家と同じ程

度、生物多様性を促

進できるかもしれな

い。

農業の将来は、女性の貢献に大きく依存して

いる。女性は、地方貧困層の摂取食物の最大

90％、もしくは多くの途上国の食糧の60～80

％を占める主要作物（米、小麦、トウモロコ

シ）の主な生産者である。インドでは、女性

が稲の田植えと刈取りの労働力の75％、脱穀

の労働力の33％を供給している（オーストラ

リア、ニュージーランド、南太平洋を管轄す

る在シドニー国連情報センターのプレスリリ

ース　1995年。引用：Mata　& Sasvari　2009

年）。

食糧農業機関（FAO）によれば、小規模農家に

よって使われる種子と生殖質の最大90％を女

性が生産・選択・保存している。ルワンダで

は、女性が600品種以上の豆を生産し、ペルー

のアグアルナの女性は60品種以上のキャッサ

バを耕作する（FAO　2001年b）。

イエメンの生物多様性国家戦略および行動計

画（NBSAP）によれば、世界の食糧需要の多く

を満たすものではないが、特定のコミュニテ

ィの食事を補完するために利用される種の生

育・保護に女性が主要な役割を果たしている

としている。イエ

メンでは、女性と

男性が栽培する作

物が異なる。女性

は落花生やカボチ

ャ、葉野菜、ササ

ゲ、きゅうり、さ

つまいもといった

「女性の作物」を

栽培し、農地の生

物多様性と食糧安

全保障の向上に貢

献している（NBSAP 

Yemen　2005年）。

ブータンのNBS A P

は、女性が管理・

収穫することの多

いあまり利用され

ていない種が、家庭の食事と生活の安全保障

に大きく貢献している事を記している。こう

した種の利用・管理の知識は、地方によって

異なり、またその地域に特化している（NBSAP 

Bhutan　2002年）。

今後10年間、保全コミュニティは農業関連機

関と密接に協力し、栽培植物と家畜の野生近

縁種（これらの多くが脅威にさらされてい

る）の保全が優先されるような持続可能かつ

適応可能な土地利用の形態を追求しなければ

ならない。適合する農業の形態を景観レベル

の生物多様性保全戦略と行動計画に統合する

には、農家を生態系管理者として育成し、農

業を支える複数の生物多様性の価値について

”
“             農業にとって

特に重要な基盤サー

ビスは、植物の防御

である。 



普及啓発しなければならない。これらを通じ

て保全活動に対する支持の形成が促される。

新しい農業技術が生物多様性に脅威をおよぼ

すのではなく、確実に生物多様性保全を支え

るものとするためには、生物多様性と生態系

サービスを農業研究と開発に統合しなければ

ならない。また、生物多様性保全と生態系サ

ービスの維持に対する農家の貢献への支払い

という新しいアプローチを開発する事で、保

全と農業目的を統合するために必要なインセ

ンティブを作り出す事ができるだろう。 
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21. 都市システム：都市における保全



都市での自然環境保全はいろいろな方向

から取り組むことができる。Benton-Short

とShort（2007年）は社会的な視点を提供

し、Shiro（2004年）は都市を巨大な有機物の

ように捉えたうえでの計画策定アプローチを

とり、Isenberg（2006年）は米国やヨーロッ

パ、アフリカの事例を使って歴史的な見方を

提供した。

森林や農地の都市への転換が生物多様性を損

なうのは不可避である。しかし、一部の資源

については、都市居住者よりも地方居住者の

ほうが大量に消費している。高層アパートは

戸建住宅よりもエネルギー効率が高く、都市

部は水やエネルギーの供給・輸送について地

方よりも高効率で提供する手段をもつ傾向が

ある。ロンドンでは、一人当たりの二酸化炭

素排出量は全国平均のわずか半分強であり、

ニューヨーク市の住民の排出量は米国の平均

一人当たり排出量の3分の1未満である。サンパ

ウロとリオデジャネイロも一人当たりの二酸

化炭素排出量が非常に低いが、北京や上海の

ような排出量の多い工場が林立する都市の排

出量は国の平均値を大きく上回る。しかしUN 

Habitatによると、世界的には都市から排出さ

れる温室効果ガス（GHG）は50～60％であり、

この数値は間接的な排出量まで含めれば80％程

度にまで増加する。

もちろん都市は生態系に問題ももたらす。地

表のわずか2％を占める都市で、天然資源の75

％が消費される。たくさんの人々が狭い面積

に集まれば、感染症への感染確率も高まる。

都市の生物多様性、特に生態系と種レベルの

生物多様性は侵略的外来種の脅威にさらされ

ている。これは、都市では侵略種の混入をと

もなう国際取引がさかんな傾向が高いためで

ある（Schwarz他　2006年）。この影響は鳥

類にも及び、都市の鳥類層では希少種が消失

し、ハトやスズメなどの汎存種が主流になり

多様性が減少しつつある（Clergeau他　2006

年）。さらに、都市生活者は食糧や水、エネ

ルギーなど不可欠な資源を周辺地域に頼らな

ければならない。

また、都市生活者には水や娯楽、さまざまな

経済価値などを提供する保護地域も必要であ

る。心理的な豊かさを保護地域にもとめ、国

立公園の原野で1週間を過ごし、混雑した人間

味のない都市生活のストレスから解放される

都市生活者も多い。保護地域も政策的支持や

観光客の源として、また都市住民と環境の文

化的結び付きを確実にするものとして都市に

1900年には都市人口はおよそ1億6千万人で、当時の世界人口16億人の

およそ10％であった。2000年までに世界人口60億人のおよそ半分が都

市部に生活するようになり、その後もこの数値は増加している（第１

章）。保全が全世界共通の現象となるためには、都市住民が活発に保

全に参加できるような新しい方法を見つける必要がある。
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依存している。

多くの保全団体が、自然空間を都市インフ

ラの一部として統合する重要性を認識してい

る。もちろん近隣の公園も重要な役割を果た

すが、その範囲をはるかに超えた統合が検討

されている。一部の都市は非常に野心的に都

市計画に生物多様性を統合しようとしてい

る。たとえばロンドンは、１）ロンドン在

住・在勤者がその住居周辺でより多くの自然

に触れられるようにする、２）ロンドンの重

要な野生生物生息域を保護し、1,500以上の生

息域を特定する、３）公園やオープンスペー

スの生息地を支援すると同時に、公共の娯楽

と環境教育のために新しい野生生物生息地を

創出する、４）環境教育設備と社会の全セク

ターが活発に環境プロジェクトに参加する機

会の提供を促す、５）生物多様性戦略を支え

るパートナーシップへの幅広い組織・個人の

参加を促す、という5本柱で構成される生物

多様性戦略を正式に採択した（Goode　2005

年）。ロサンジェルスやリオデジャネイロ、

シドニーなどをはじめとする多くの都市は、

その行政区域内もしくは隣接地域に国立公園

をもつ。都市内の保護地域は水資源保護を促

し、娯楽の機会を提供し、環境教育の促進を

支え、地方に雇用を創出する。

IUCNは、世界保護地域委員会（WCPA）の都市

と保護地域タスクフォースを通じて、都市内

の保全活動の協調に努めている。このタスク

フォースは、2006年に始まった「都市と生物

多様性のグローバルパートナーシップ」に

も貢献している。さらに300以上の地方政府

が、2010年までに生物多様性の損失速度の反

転を目指すIUCNの2010年カウントダウンを支

持するネットワークに加盟している。

都市内の自然の価値

保護地域が提供する便益を都市住民が認識

すればするほど、都市による保護地域への

支持が拡大するであろう。たとえばDudleyと

Stolton（2005年）は、バルセロナやボゴタ、

ブラジリア、カラカス、ジャカルタ、ヨハネ

スブルグ、カラチ、ロサンジェルス、マドリ

ード、メルボルン、ムンバイ、ナイロビ、ニ

ューヨーク、パース、リオデジャネイロ、サ

ンパウロ、シンガポール、シドニー、東京、

ウィーンなど世界の大都市のおよそ3分の1

（105都市中33都市）が直接、保護地域からそ

の飲用水の大部分を得ている事を発見した。

ソウルや東京、北京、ラングーン、サンチャ

ゴ、ニューヨーク、ストックホルム、ミュン

ヘン、ミンスクなどその他の多くの都市は、

特に流域保護のために森林を管理している。

（オーストラリアの）メルボルンに供給され

る水の90％程度は、住人のいない北と東の山林

地帯に由来する。これらの貯水池の大部分は

保護地域の外にあるが、政府が所有する企業

であるMelbourne Waterが保護管理を行ってい

る。保護地域、もしくは生物多様性が豊富な

その他の地域による非常に具体的な貢献を都

市に認識させることによって、より確固たる

支持の構築が促される。

都市内の緑の空間へのアクセスは、特に保

健や安全、豊かさの面で多くの便益を人々

にもたらす（Kuo他　1998年）。Fullerと

Gaston（2009年）は、人口1億7千万人以上（ヨ

ーロッパの人口の3分の1以上）を抱える欧州31

ヶ国386都市の緑の空間を評価し、イタリアの

レッジオ・ディ・カラブリアの1.9％からスペ

インのフェロールの46％まで大きな幅があり、

ヨーロッパ北部では南部に比べて緑の空間の

比率が高い傾向がある事を発見した。驚くべ

きことではないが、人口密度が上がるにつれ

て一人当たりの緑の空間の比率が減少するこ

とも発見した。もちろん都市部の人口密度の

増加は、残された緑の地域を脅かす。たとえ

ば、メキシコ・シティは拡大・開発目的で年

間500ヘクタールの公園と森林を失っており、

過去10年間に保護地域の半分近くが首都の一部

となった。

一部の専門家は、都市生活に向けた近代的ア

プローチに化石燃料は欠かせないとしている



（Girardet　1999年）。つい最近まで、ほとん

どの都市が、資源の起源や廃棄物処理につい

て消費者が考慮することなく資源が流入する

という直線的代謝型のシステムであった。よ

り適切な都市モデルは、自然の循環代謝の模

倣であろう。このモデルでは、すべての廃棄

物が全システムの維持と再生を助ける資源に

なる。これは、生態系サービスの本質でもあ

る。リサイクルは、すでに多くの都市で標準

的な行動になりつつある。また、現在の金融

危機は大量の資源消費をともなわない堅実な

都市生活の可能性が十分可能であることを実

証している。持続可能な都市では、自然界や

住民の生活条件を脅かすことなく都市ニーズ

が満たされるであろう。 

都市と自然の新しいビジョン

すでに多くの都市は比較的グリーン化してお

り、たとえば、北京はその野菜のほとんどを

都市内で生産している。その他の都市もより

グリーンになる手段を模索している。

いくつかの都市ではグリーン化の大規模な取

組みが行われているにもかかわらず、世界の

多くの都市は劣化した生物多様性の近隣に集

中している（Turner他　2004年）。何十億人

もの人が自然に対する感謝の心を養う機会を

失い、このような感謝の心から得られるであ

ろう便益を失う事になってしまうかもしれな

い。これは、都市内の人々と生物多様性を結

びつける機会を提供する取組みには意義があ

り、またそれが必要なことを示している。

いくつかの都市は、すでにこの課題を認識し

ている。中国東部の山東省の省都済南では、

今後3年間に最大7,100ヘクタールの森林を新規

植林する。済南は、5年以内に汚染された同都

市に清潔でグリーンな環境を創出するという

「青空プロジェクト」の一環として、11歳以上

の住民全員に1年間に3～5本の植樹を義務付け

る計画を策定している。

2001年にインドで発足した「トラのための子

供達」プログラムは、南アジアの都会の子ど

もたちが自然を訪れる機会を促すため、都市

の青年層と田舎の自然を結びつける革新的な

プログラムである。名前にトラと入っている

が、このプログラムは水に関する課題を最重

要視している（Sahgal　2005年）。これまでに

囲み21.1　都市の鳥類

都市景観における鳥類は、主に公園（森

林の断片とも捉えられる）や街路樹のあ

る道（断片化した区画をつなぐ線）、都

市内に生息する。たとえば、ハトは彼ら

の祖先が崖に対してとった行動をビルに

適用している。ハヤブサは、えさとなる

ハトが豊富なマンハッタンに生息してい

る。Fernandez-Juricic（2000年）は、

スペインのマドリードの景観における街

路配置や植生構造の影響、街路樹のある

街路への人によるかく乱（歩行者、自動

車負荷）が鳥類の豊富さや滞在時間、摂

食場所や巣の密度、個々の種による街路

占有確率にどの様な影響を与えるかにつ

いて調査した。記録された種の数は最も

不適切な街路（植生のない街路）で最小

で、最適な生息地（都市公園）が最多、

街路樹のある街路はその中間であった。

都市公園を結ぶ樹木が連なる道は、街路

樹のある街路における種数と滞在時間、

巣の密度、個々の種による道の占有確率

に対して良い影響を与えた。人によるか

く乱はこれらに対して望ましくない影響

を与えた。街路樹のある街路はコリドー

として機能する可能性があり、摂食や営

巣、（渡り鳥にとって）休息のための生

息地を提供し、一部の種の繁栄を促す可

能性がある。植生をより複雑にし、人に

よるかく乱を減らせば、コリドーの質を

局所的に改善できる。コリドーの質改善

によってシステムの地域的連結性が向上

し、鳥類生息地としての適性にも良い影

響がもたらされる。 

出所：Fernandez-Juricic and Jokimaki, 2001年
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囲み21.2　シカゴ・ウィルダネス　　　　　	

（Chicago	Wilderness） 

IUCNをモデルにしたと考えられているシカ

ゴ・ウィルダネスは、シカゴ都市圏の人々と

自然を結び、生物多様性保全に従事する人達

が幅広く協働するための地域連合である。240

以上のさまざまな団体が加盟し、4つの州に広

がる都市部の原生自然地域の保護と回復のた

めのプログラムや科学的研究に共同で取り組

んでいる。この連合は、1)在来の生物多様性

と地域の自然の価値に関する意識・知識を向

上し、2)一般の人々による環境管理への参加

を促進・多様化し、3)地域全体の多様な構成

要素の連携の構築を通じて持続可能な自然と

の関係性を育成し、4)地域の多様な環境の回

復・維持に関する自然科学・社会科学研究の

適用を促進し、5)ベスト・マネジメント・プ

ラクティスと情報共有を促進し、6)シカゴ都

市圏における在来の生物多様性（自然保護地

域）の維持に向けた幅広い官民からの支持を

創出し、7)これらの過程において地域の自然

と現存の原生地域を多くの人と結びつけるこ

とを目的としている。

シカゴ・ウィルダネスという名称は、145,000

ヘクタール以上の保護地域と水域で構成さ

れる自然地域の地域モザイクを指すためにも

使われる。シカゴ・ウィルダネスの自然は、

背の高いイネ科植物のプレーリーや広葉樹

林、オーク・サバンナ、スゲ牧草地、沼地、

湿地、湿原などで構成される。イリノイ州に

は、もともとあった背の高い草本類のプレー

リーの1％の10分の１未満しか残っていない

が、シカゴ・ウィルダネスには地域的に脅威

にさらされているいくつかの種を含んだすば

らしいイネ科植物のプレーリーが残されてい

る。

シカゴ・ウィルダネス連合は、シカゴや周辺

の多くの保護地域の管理促進を目的として

1996年に形成され、現在ではミシガン州南西

部からインディアナ州北西部、イリノイ州北

東部、ウィスコンシン州南東部まで活動範囲

を広げている。連合は、まず生物多様性アト

ラスを作成し、その後、生物多様性回復計画

や地域の生物相と生態系の状況に関するレポ

インド国内12都市の700校から百万人以上の子

どもたちがこのプログラムに参加した。

都市は、都市化が加速する世界における持続

可能性に対して問題にも解決策にもなりうる

という考えに基づき、自然科学、社会科学を

統合し、都市環境とその地域的・世界的影響

を研究する取組みである「アーバン・エコロ

ジー」が近年生まれてきた（Grimm他　2008

年）。シカゴ・ウィルダネス（囲み21.2）は、

この分野における非常に成功した事例である。 

植物の侵略種は都市部で増えることが多い

が、これによって地方や保護地域よりも都市

の種の多様性が増加する可能性がある。都市

は非常に異質な生息地のパッチワークが特徴

であり、人々は都市庭園に少しずつ色々な非

在来の植物種を導入する。

多くの都市には、野生の在来種の貴重な宝庫

であり、都市住民に世界中の動植物種を近く

で観察する機会を提供する動物園と植物園が

ある。

都市の生態系は往々にして地方の生態系との

類似性が低く、鳥も昆虫を餌にするものでは

なく穀物を餌にするものが多い。昆虫も、特

徴的な種が減り、一般的な種が増えることが

多い。多くの都市は都市に適応した似たよう

な種を持つ傾向があり、多様性とは逆の均質

化に向かう（Grimm他　2008年）。多くの夜行

性の種にとって、一般に温暖で夜間も明るい

都市は不利である。Grimm他は、経済的便益

と生態系サービスの供給を確保しながら、人
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ート・カードを作成した。また、季刊誌や若

者による自然に関する活動を促すための家族

向けガイドを出版した。この季刊誌では、特

定の在来種に関する記事を掲載し、専門家や

保全活動に活発に取り組む人々を紹介し、活

動範囲内の保護地域の多様性を取り上げてい

る。また、水資源や道路建設などの重要な懸

念に関する特別号も発行している。シカゴ・

ウィルダネス連合には、連邦や州、地方の政

府機関や市町村、公園管理区、大規模非政府

自然保護団体、小規模ボランティア団体、教

育・調査組織、文化団体が加盟している。ま

た、連合に対して支援と参加を約束した約35

の企業とともに企業評議会が設立されてい

る。財源は、加盟団体と企業評議会、慈善団

体、季刊誌の購読者から得ているが、プログ

ラム資金の大部分は米国魚類野生動物保護局

と米国森林局の２つの連邦機関を通じて確保

し、その他の加盟団体へのマッチング・チャ

レンジとして利用している。

シカゴ・ウィルダネス連合の現在の取組み課

題は、1)地域生物多様性に対する気候変動影

響に関するタスクフォース、2)多様な在来生

物群の維持を目的とした、保護地域を5倍にす

るための先見性を持った景観計画、3)子ども

の自然に対する関心の開発と環境管理能力の

構築を目指すLeave No Child Insideプログラ

ム、4)生態系回復に関する知識の拡充と、こ

うした知識の管理への適用のための長期イニ

シアティブである。

シカゴ・ウィルダネスは、1世紀にわたる地域

の保全活動の歴史を基盤として、過去に生物

多様性保全の使命に従事してきた組織のリー

ダー達を創立メンバーにそろえ、刊行物を通

じて重要な初期段階における一般の関心を確

保し、各加盟団体の使命達成を可能にするこ

とで成功を収めている。シカゴ・ウィルダネ

スは、このような条件が存在しないところに

対しても、都市における生物多様性保全への

連携アプローチを実施する方法の確固たるモ

デルとなり得る。すでに、このモデルはブラ

ジルのクリチバやテキサスのヒューストンで

採用されている。

出所：http://www.Chicagowilderness.org

間の利用のために大幅に改変された生息地空

間を生物多様性を最大化するために設計し、

空間的に調整し、管理するための「調停生態

学」を提唱している。調停生態学は新しい都

市の設計・管理に貢献し、既存の都市の再建

を支援する大きな機会を生態学者に提供する

としている。

世界人口の半数が日常的に都市の生物界に触

れ合うわけであるから、都市に残された「自

然」を最大限利用し、より幅広い保全活動へ

の支持を構築することがますます重要になっ

ている。

都市住民は、より資源効率が高く、都市の自然

に関する教育プログラムを提唱し、都市の持続

可能性と保全の文化を育むような、都市を基盤

とする戦略を促進し、支えるべきである。

都市の意志決定者は、生物多様性と保護地域

への取組み、ならびにこうした取組みの国

内・国際会合への統合を促進しなければなら

ない。ひとつの重要な機会は、生物多様性条

約締約国会議（COP　CBD）に並行して 2010年

に日本の名古屋で開かれる生物多様性国際自

治体会議であろう。さらに、保護地域の世界

ネットワークや生物多様性保全の世界的取組

みへの重要な貢献として、市区町村保護地域

を設立・認識し、オリンピック（夏季および

冬季）やワールドカップなどの都市ベースの

大規模なスポーツイベントの計画策定に生物

多様性と保護地域の要素を統合していく必要

がある。国連人間居住計画センターやその他

関連機関との連携によって、都市の行政関係



者とビジネスリーダーの間の都市に関する環

境課題の情報の流れを改善する事ができるだ

ろう。
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22. 新しい時代の自然保護のマップ（MAP） 



本書全体を通じた潜在的な保全アプローチの

議論を通じて、いくつかの共通点が明らかと

なった。今日の保全は、さまざまな問題それ

ぞれに特有の事項に対応しなければならない

が、以下を含むいくつかの鍵となるポイント

が将来の幅広い保全へのマップ（MAP）全体に

適用できる。

1) 生物多様性と生態系サービスを全セクターで

主流化（Mainstreaming）する。

2) 多様性、創造性、自然の尊重を通じて変動に

適応（Adapting）する。

3) 保全に不可欠な衡平性と権利を支援する政策

を促進（Promoting）する。

生物多様性を全セクターで主流化する

生態系サービスを理解すると、我々の生命と

環境の相互依存が一層明らかになる。また、

生態系サービスによって、人間の活動の影響

を測定・モニタリングし、行動のコストと便

益をより容易に比較することができる。生態

系サービスは、一見環境とは関連がないよう

な分野との関連性の入り口を示す。恐らくそ

の中で最も分かりやすいのは、開発の重要な

要素として環境を統合する取組みである。 

主流化に向けた最も重要なステップは、複数

の規範で使われる用語の調和化である。IUCN

の世界保護地域委員会（WCPA）は保護地域の

分類システムについて、幅広い聴衆に働きか

け、彼らが理解するのを助けるには、「共通

の言葉を使用する」必要がある事を認識して

いる（Bishop他　2004年）。医療の専門用語

を使うと患者の健康が妨げられる場合がある

ことが発見されているが、これは患者が単に

医者が何を言っているか理解できないからで

ある（Zeng & Tse 2006年）。本当に今後10年

間に望ましい方向に世界が変化するのを見た

ければ、保全団体は理解可能な言語で新しい

聴衆に向かって働きかけなければならない。

本章のエネルギーに関する章（第８章）、武

装衝突（第９章）、災害（第10章）、人の健

康（第11章）、技術（第13章）、民間セクタ

本書および本書の作成のもととなった世界自然保護フォーラムでは、

多くの課題と懸念、機会をとりあげた。生物多様性保全全般にわた

り倫理的・包括的アプローチが提言されたことは称賛に値する。我々

は脅威として気候変動の重要性を認識するが、生息域の劣化や過剰収

穫、侵略種などの「古くから存在する」課題もまだ過去のものではな

く、気候変動と絡み合っているのが事実である。生物多様性には、人

類が迅速に解決しなければならない問題の多くの解決を助ける潜在的

な機会がある。本書は、自然が人間の福利にとっても重要であること

を確認した。
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ー（第15章）、農業（第20章）、都市（第21

章）ではこれを試みた。生物多様性の代わり

に生態系サービスを話題にするのも、同じ方

向に向けたもうひとつステップである。生態

系と生物多様性の経済学（TEEB）研究は、双

方が理解できる言語に基づいて経済コミュニ

ティと生物多様性コミュニティをひとつにま

とめようとしている。たくさんの新しいコミ

ュニケーションツールや意識啓発ツールも活

用する必要がある。知識の伝達が個人対個人

の交流や書籍だけに頼っていた時代は終わっ

た。Wikiやブログ、教室内ではなくオンライ

ンのE-ラーニングなどさまざまな手段があ

る。そしてこれ以外にも、今後たくさんの保

全科学の共有手段が生まれてくるだろう。

貧困削減と開発の支援に自然が果たす役割に

対する理解が高まったことにより、政府は、

全セクターにわたる持続可能な開発を支援す

る基本的な方法として、自然に対する投資支

援の必要性に関する証拠を持つようになっ

た。さらに、多くのドナー機関が分野横断的

課題として環境の主流化に進みつつある。主

流化とは、「国（一国、準一国、地方レベ

ル）の経済、社会、自然開発に関する意志決

定に関与する団体と個人の注目を環境課題に

向けるプロセスであり、これらの決定におい

て環境が配慮されるプロセス」を意味する

（IIED　2009年）。開発において環境を主流

化するには、援助受入国が要請に環境要素を

含めること、ならびにドナー国が実施プロジ

ェクトに環境要素を含めることが必要であ

る。現在、より良い将来を追求する政府は、

国家計画における環境の役割と影響に着目し

ている（囲み22.1）。こうしたプロセスにお

ける生物多様性の役割は根本的なものであ

り、従って生物多様性が主流化される。

持続可能性としての環境の主流化も民間セク

ターに影響を及ぼす。かつて経済活動とは無

関係とされていた環境問題は、現在ビジネス

や投資家、消費者のルールを大きく書き換え

ている。持続可能性に真剣に取り組んでいる

企業は、今般の経済危機もうまく乗り越えて

いる（AT Kearney　2009年）。

特に個人のライフスタイルをはじめとする全

側面で環境が主流化されれば、より長期にわ

たる持続可能性が達成できる。食事、車、リ

ラックス方法まで、我々の全選択はすべて自

然に影響を及ぼす。こうした影響のもつ質に

対する意識が高まった今、自分自身の行動の

責任をとり、政府や企業によるより健全で生

産的な環境支援の世界的取組みに参加するこ

とが我々の義務である。

組織レベルでの保全の取組みの主流化と個人

行動の管理は、ともに持続可能な将来にとっ

て欠かせない。本書では、以下を含む我々個

囲み22.1　タンザニアのPRSPの改定：　

貧困削減に向けた国家レベルの環境の主

流化

タンザニアの新しい国家成長貧困削減戦

略（NSGRP）（Mkukuta）は、より包括的

な新しい貧困削減アプローチを提示し、

特に貧困削減と成長の双方に貢献する環

境の持続可能性などの幅広い課題を重視

している。このNSGRPは、最初のPRSPが

持続可能な貧困削減と成長の達成に不可

欠な環境その他の重要課題に適切に対応

できていなかったというタンザニア政府

や国内関係者、開発パートナーの認識に

基づいて策定された。NSGRPの108の目標

のうち、15の目標が直接環境と天然資源

に関連し、環境への介入が他の目標に貢

献する事が期待されている。環境に対す

る取組みは、ガバナンスと説明責任に関

する最終目標の達成も支援するものと期

待されている。NSGRPのもとになったレ

ビューの主な特徴は、国家のオーナーシ

ップであった。これは副大統領事務所か

ら離れた場所で調整され、その内容と重

点事項はさまざまな関係者との広範囲に

わたる協議によって決定された。 

出所：UNEP 2008年b, The Environment Times, http://
www.grida.no/publications/et/ep4/page/2641.aspx



人個人が生活において環境を主流化するため

にできる行動の事例を多数とりあげた。

1. 家庭での意識的なエネルギー選択を通じて

炭素ニュートラルなライフスタイルを追求

する。

2. 水フットプリントをチェックし、家での水消

費を管理する。

3. 認証制度を支援し、3R（リデュース、リサイ

クル、リユース）を守り、生態系に配慮した

消費を行う。

4. 環境保全を支える政府政策を支援・支持す

る。

変化への適応

本書を通じて述べてきたとおり、人間社会は

これまでにない速度で発展しており、常に社

会、経済、環境の変化とその結果に対応して

いる。今後10年間の保全課題に対応するに

は、継続する変化に対応するニーズを我々の

思考と計画策定に取り入れる必要がある。

人口増加と都市への人口集中が、天然資源の

食糧や繊維、燃料供給能力に影響を及ぼして

いるのは明らかである。世界の漁業は崩壊し

つつあり、森林は失われつつある。農業選択

は、世界的なエネルギー需要と食糧需要の影

響を受けている。急速に成長する都市は継続

的な（しかし恐らく持続不可能な）木材取

引、農業、畜産、鉱業の拡大を引き起こし、

その結果、森林減少と土地利用変化が生じて

いる。移住は気候変動適応計画の主な戦略の

ひとつとして特に沿岸地域住民にとって有効

であるが、人口移動とその影響の管理は不可

欠である。

影響を受けるのは供給サービスだけではな

い。基盤サービスと人の健康に最適な条件を

確保する調整サービスもリスクにさらされて

いる。人口変動が感染症増加の主な直接・間

接的要素であると示唆する証拠は多い（第11

章）。

急速に変化している世界は、自然に関連する

文化サービスにも根本的な影響を与えてい

る。人間の文化は生活環境に密接に結びつい

ており、環境が直面する課題は世界中の文化

をも脅威にさらしている。研究者は、現在の

6,900の言語の60～90％が22世紀中に消滅する

と予測している（Romaine　2007年）。これは

IUCNの絶滅の恐れのある種のレッドリストの

すべての主要な分類群よりも早い絶滅の速度

である。言語を失うということは、その言語

が関係する知識と慣習の消失を意味し、その

中には気候変動適応という点で人類の将来に

不可欠なものが含まれているかもしれない。

また、生物多様性の損失は多くの文化的信条

と慣習の基盤の損失を意味する。

特に気候変動によってもたらされる環境変化

によって、すべての生態系サービスが影響を

受けている。本書で頻繁に言及している侵略

的外来種の例は、すでに生物学的、経済学的

損失の主な原因として認識されているが、変

化への適応能力が高いことから、一層拡大し

大きな影響をもたらす可能性が高い。

変化の影響を管理するには、緩和と適応とい

う２つの目的をもったアプローチが必要であ

る。このアプローチは我々が経験している他

の変化の側面にも同様に適用できる。

できる限り、我々は環境変化の影響の程度を

温室効果ガス排出削減や人口移住の管理、エ

ネルギーミックスの管理などによって緩和し

なければならない。しかし、我々はすでに実

感している変化の影響も認める必要がある。

影響が観察できるまでには時間差があり、緩

和の効果が表れる前により大きな影響が表れ

る可能性が高い。こうしたことから、適応は

緩和と等しく必要である。さらに我々は継続

的に適応する動的な環境に生きている事か

ら、適応も動的なものであるべきである。

すべての計画作りは、状態ではなくプロセス

に基づくことが理想である。生態系サービス

の提供を主体とする計画作りは、順応的管理

を促進する有用なモデルを創出する。順応的
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管理とモニタリングはこうしたアプローチの

本質的な要素である。順応的管理とは、定期

的なモニタリングとその結果を踏まえた計

画・戦略の改訂を統合する管理アプローチで

あり、資源利用を持続可能にする方法で、天

然資源管理につきものの不確実性に対応す

るための重要なメカニズムである。計画は、

変化、脅威、反応への対応を重視すべきで

ある。コンピューター・モデリング・ツール

などの技術が活用できる（Pressey他　2007

年）。

変化を緩和し適応する行動を支えるのは、環

境に変化をもたらす要因となっているプロセ

スに関する理解の向上である。何が生態系の

回復力と耐性を助け、どこが絶滅への転換点

なのか？さらに、環境が本源的な存在価値を

持つ事を踏まえ、自然の経済的価値の理解を

促進すれば、環境に対する投資が経済的観点

から合理的である根拠を作り出す事ができ

る。国際社会は、現在ミレニアム開発目標

（MDG）を重視しており、恐らくポスト2015年

行動枠組もそうなる事が予想されるので、特

に貧困削減と開発における環境の役割の理解

が高まれば、保全に対する十分な投資が促さ

れる。この点で、2010年の生物多様性条約締

約国会議（CBD　COP10）で発表される自然の

価値のレビューである生態系と生物多様性の

経済学（TEEB）は、大きな前進のための一歩

となるだろう。さらに、生態系管理に経済的

理論を適用すると、資源管理に関する新しい

洞察がもたらされるとともに、資源利用に関

する意志決定の際のトレードオフに関する理

解が向上する可能性がある（Perrings　2006

年）。 

効果的な決定を実施するには、行動の影響と

選択肢に関する理解を向上するだけでなく、

複数のセクターや思想の間にパートナーシッ

プを設立する必要がある。事業者や政府のプ

ログラム、開発援助、地域社会は共通の目的

をもって協働しなければならない。制度の新

たな整備や世論の変化、新しい技術は新しい

機会をもたらす。国際社会の発展は、問題と

機会の両方をもたらす。現在の世代と将来の

世代の生活の質を確保する方法でこれらに対

応するには、新しいビジョンとアプローチが

必要である。

人口増加と資源の減少を主な特徴とする複雑

な世界がもたらす変化に対応・適応するには

革新が重要である。革新は今後も不可欠であ

り、たくさんの人々が将来に思い描く持続可

能な世界への希望を担っている。

保全はどのように革新を刺激することができ

るのか？WCCから得られた最も革新的なアイデ

アは何か？新しいパートナーはだれか？本書

では、こうした質問の一部の答えを導き出す

方法を挙げた。

「ウィン・ウィン」の解決策は不可能

で、「より多くを得、失うものを減らす

（Win　more, Lose less）」という選択肢を

受け入れる妥協への合意が必要となるかもし

れない。すなわち、すべての鍵となるのは現

実主義であるとも言えよう。

効果的なガバナンスの促進

ガバナンスとは、構造、プロセス、伝統の相

互作用で、これにより権力と責任の執行方法

と市民やその他関係者の天然資源管理に対す

る発言権が決まる。ガバナンスは、それ自体

仮定

改定 修正

調整

変更

目的

製品

モニタリング

管理行動

図22.1　順応的管理に関連するフィードバッ

クの輪（CBD　2003年）
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が結果ではなく、結果に至る手段である。ガ

バナンスは、複数のセクター（官民）や複数

の文化の複数のレベル（地方から国際まで）

に生じる。すべてのガバナンスが相互に強化

しあい、国際レベルの意志決定が地方レベル

の行動の実現につながるのが理想である。ガ

バナンスに失敗すると天然資源の損失以上の

結果がもたらされる。Milledge他（2007年）

が指摘した通り、「（林業セクターでの）ガ

バナンスの不備は、最終的に国家経済の成長

達成と貧困削減目標の展望に影響する。」

「良いガバナンス」の定義は、多くのレビュ

ーの主題とされてきた（Bosselman他　2008

年）。生物多様性条約は決議VII/11を通じ

て、良いガバナンスは生態系アプローチの適

用に不可欠であるとしている。

いくつかの決議（WCC 3.012、WCC 4.037）と

そのプログラムを通じて、IUCNは効果的なガ

バナンスの重要性を認識し、良いガバナンス

を支える原則を以下のように定義した。 

• 透明性：意志決定における非閉鎖性

• 情報アクセスと公正性：正確で効果的でオー

プンなコミュニケーション

• 一般参加：意志決定への真の関与

• 一貫性：一貫したアプローチ

• 従属性：適切な最も下位での意志決定

• 人権の尊重：「望ましい」環境ガバナンスと

密接に関連する

• 説明責任：経済、社会、環境行動の説明責任

• 法規制：公正かつ透明で一貫した法規制のす

べてのレベルにおける執行

これらの原則が我々の行う保全の取組みの基

盤とならない限り、IUCNのビジョンである

「自然を尊び保全する公正な世界」は単純に

実現不可能である。これは倫理的義務である

だけではなく、現実的なもので、これらの基

本原則が取組みに統合されたとき初めて効果

的な保全が達成できる。

ジェンダーをはじめとする公正性	

IUCNは、そのビジョンと使命、多数の方針文

書を通じて公正性を約束している。こうした

方針文書にはジェンダーに関する方針や権利

に基づくアプローチなどが含まれる。IUCNの

ジェンダーの公正性を促進する取組みは、以

下の２つの原則に基づいている。 

(1) 女性は生物資源の利用者のおよそ半数を占

め、女性からの支持がなければ保全方策の

効果は損なわれ、持続可能性も損なわれる

ため、保全にとってジェンダーの公正性は

前提である。 

(2) 生物多様性保全は、女性を強化する可能性

のある既存の慣習や新しく導入される慣習

の改善を促進するので、ジェンダーの公正

性を促す機会となる。 

本書を通じて認識されているとおり、女性は

変化する状況（気候、災害、貧困）に最も脆

弱な人々の一部である。反対に、IUCNは女性

が天然資源管理に果たす重要な役割を重視

し、女性を社会から取り残されたグループと

は認識せず、保全の貴重な知識と技術を担う

資源として認識している。

女性が参加した（資源管理における女性の経

験と伝統知識を活かした）環境管理プロジェ

クトはより効果的であることが研究によって

示されている（IWSC　1988年）。世界銀行が

行った121の地域における水供給プロジェクト

では、女性の参加はプロジェクト効果に大き

く関係する変数のひとつであった。さらに、

ジェンダーの違いと不公正を考慮しない場

合、プロジェクトの失敗につながる可能性も

発見された（Narayan　1995年）。

本書全般にわたって、我々は公正性とジェン

ダーの公正性は、貧困削減から気候変動、エ

ネルギー、水管理まで幅広い議論にわたる懸

念である事を示してきた。女性を重要な関係

者としてガバナンスに参画させ、その知識を

統合すれば、保全活動の効果と持続可能性が

大きく向上する。公正性の課題とその重要性

は、便益の観点からではなくコストの面から



語られることが多い。ジェンダーの公正性の

場合、男女が同じ社会的、経済的、法的権利

を有している地域はない。世界銀行の報告書

がこの不平等の結果を分析し（2001年）、ジ

ェンダーの不平等のコストには、AIDSの高発

生率、栄養不良、多産、高い幼児死亡率など

が含まれるとしている。このすべてが環境へ

影響を及ぼす。

Agarwal（2002年）は、インドのコミュニティ

森林管理について、いくつかの基本的な不平

等（労働、資源利用可能性、社会規範、女性

の役割に関する考え方など）が資源管理への

女性の参加減少につながっている事を報告し

ている。また、資源は世帯ごとに分配される

ことが多く、男性が世帯を代表して利益を得

るために女性が得られる資源の利益も少ない

としている。以下に記述するように、効果的

な保全と持続可能な資源利用管理決定におい

て、完全な参加は重要である。

権利に基づくアプローチ	

権利に基づく保全アプローチは、IUCNにとっ

て人権と所有権、資源利用権、先住民と地域

社会の慣習的権利への配慮と尊重を統合した

保全を意味する（IUCN　2008年e）。IUCNは、

強制移住や定住化などの一部の保全活動が

人間の福利に有害な影響を持つという事実を

踏まえ、この方針を採択し、環境法センター

（ELC）を通じて保全における人権に関する原

則を策定した（囲み22.2） 

Scherr（1999年）は、地域住民の重要な世帯

資産として、土地や水、樹木などの資産に所

有権を認めることは貧困と環境の関連性にお

いて基本的な役割を果たす事を報告してい

る。Gbetibouo（2009年）はアフリカ南部の農

家の調査を行い、土地所有権が気候変動適応

能力を左右する要素のひとつである事を報告

している。FisherとOviedo（2008年）は、

「環境権はときに人権を損なう方法で解釈さ

れる」とし、資源の資産・利用権に基づく保

全アプローチに関する議論を越えて、人権と

公正性を含む幅広い課題を含むよう求めた。

タンザニアとエチオピア（IIRR　2000年）と

中国（Oviedo　2006年）では、地域住民に権

利を委譲することで森林保全に成功している

（Barrow他　2003年）。権利に基づくアプロ

ーチは、先住民の生活と文化を支えるために

も不可欠である。ガイアナでは、南部の森林

の権利をワイワイ族に与え、国内初かつ唯

一のアメリカ・インディアンの保護地域がで

き（Janki & Sose　2008年）、カメルーンで

も、ワザ・ロゴネでは共同管理が行われてい

る。IUCNは1990年代初めに、公園内の地域社

会の土地利用権の認識・拡大を含む共同管理

組織の設立を開始し、公園内の地域社会への

管理権限の委譲を通じて、「周辺地域の生態

系の健全性が改善され、参加コミュニティに

おいては資源利用機会の改善と衝突の減少と

いう前向きな成果が得られた」（Scholte他

　2006年）。

参加、透明性、説明責任

リオ宣言第10原則は、「環境問題は、それ

ぞれのレベルで、関心のある全ての市民が

参加することにより最も適切に扱われる」と

している。天然資源管理の一部としての参

加型保全活動は、タンザニアの森林のように

（Blomley他　2008年）資源の状況改善をもた

らすことが示されている。

包括的アプローチも、個別だが関連する多く

の要素の持続可能な資源管理への統合を支え

る。たとえば、ニューファンドランド＆ラブ

ラド－ル政府は、ホッキョクグマのデービス

海峡亜種の管理を強化するために、地域社会

と先住民社会、科学の知識を統合した管理計

画を作成した。これは「生きている文書」

で、随時新しい情報を反映し、改定される予

定である。ニューファンドランド＆ラブラ

ド－ル管理計画は、科学的知識や地域の知識

を含めるだけでなく、ホッキョクグマの生息

域や気候変動、人との接触、伝統的狩猟に関

するナイン（Nain）の長老の伝統知識を含め
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ることで、ほとんどの種の管理計画よりも優

れたものになった（MacLeod　2008年）。 

おわりに

持続可能な将来を形作るには、社会全体の協

調した取組みが必要である。「Transition 

to　Sustainability: Towards a Humane and 

Diverse World」でAdamsとJeanrenaud（2008

年）は、「地球経済」や「国際的環境活動の

再活性化」、「変化を支える制度構造」の必

要性を述べている。今行動を起こさなければ

将来高いコストが発生する。このコストは経

済的なものだけではない。遺伝子や種、生態

系の保全によって非常に多額の長期的コスト

が節約できるが、大きな投資を今行う必要が

ある。社会にこうした投資の実現を納得させ

るには何が必要だろうか？

囲み22.2　環境法センターによる保全に

おける人間の権利に関する原則 

1. 自然保全に関する政策、プロジェク

ト、プログラム、活動を計画する、も

しくはこれらに従事するすべての国お

よびその他関係者の義務を、これらの

影響を受けるすべての人々の国内法・

国際法で定められた実質的な権利、手

続き上の権利を保証するために促進す

る。 

2. 人権と環境の結び付きをすべて特定

し、影響を受ける可能性のあるすべて

の人々に情報が提供され、協議に包含

されるよう、保全政策、プロジェク

ト、プログラム、活動の範囲を事前評

価する。 

3. 保全政策と活動の計画策定と実施がこ

のような事前評価を反映し、妥当な決

定に基づき、脆弱な人々に危害を与え

ないことを保証し、自然と天然資源の

利用において脆弱な人々がその権利を

可能な限り行使できるよう支援する。

4. すべての介入、ならびに関係者や影響

を受ける可能性のある人々の人権に対

する介入の影響のモニタリング・評価

を確保するためのガイドラインとツー

ルをプロジェクトとプログラム計画策

定に統合する。これは望ましい説明責

任を促し、フィードバック・ループの

起点となる。

5. 地域住民の保全と資源の持続可能な利

用に関する権利を保証する法的・政策

枠組み、制度、手順に関するガバナン

ス枠組みの改善を支援する。

出所：WCC 4.056
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